
区分 様式 枝番 名　　称 ページ

1 貸付希望農用地等の登録申請書 1

2 貸付希望農用地等の登録抹消願い 2

3 農用地等の借受申込書 3

4 貸付希望者情報 4

5 借受希望者情報 5

6 マッチングリスト 6

1
 農用地利用集積計画一式（出し手）又は(省略)
農用地利用集積等促進計画案一式（出し手）

2
機構関連事業について
(契約期間が15年以上の場合)

8
 農用地利用集積計画一式（受け手）又は(省略)
農用地利用集積等促進計画案一式（受け手）

(区域外)
29～43

(区域内)
44～61

9 農用地利用集積等促進計画案一式（再配分用）

(区域外)
62～76

(区域内)
77～94

10 利用状況改善に係る承諾書 95

農地賃貸借契約の解約に関する届出（通知）

1,2
【公社借入】
農地法第１８条第１項第２号に係る合意書
農地法第１８条第６項の規定による通知書

3,4
【公社貸付】
農地法第１８条第１項第２号に係る合意書
農地法第１８条第６項の規定による通知書

農地賃貸借料の変更に伴う同意願い（通知）

1 農地賃貸借料の変更に伴う同意願い

2 同意書

農地賃貸借料の変更に伴う同意願い（通知）

1 農地賃貸借料の変更に伴う同意願い

2 同意書

農地賃貸借料の変更に伴う同意願い（通知）

1 農地賃貸借料の変更に伴う同意願い

2 同意書

(区域外)
7～17

(区域内)
18～28

96～105

106～109

110～113

114～117

賃
料
変
更

賃
料
変
更

12
Ⅱ

【受け手】農地賃貸借料の変更について

業務委託先→公社

受け手→業務委託先→公社

受け手→業務委託先→公社

12
Ⅰ

12

【出し手・受け手】農地賃貸借料の変更について

業務委託先→公社

出し手・受け手→業務委託先→公社

出し手・受け手→業務委託先→公社

業務委託先→公社

出し手→業務委託先→公社

出し手→業務委託先→公社

業務委託先（受け手）→公社

集
積
計
画
・

促
進
計
画
案

業務委託先（受け手）→公社

出し手→業務委託先→公社

【出し手】農地賃貸借料の変更について

出し手→業務委託先→公社

受け手→業務委託先→公社

出し手→公社

秋田県農地中間管理事業　Ｒ６年度様式集（R６年３月現在）

使用者・提出先

借
受
・
貸
付
の

申
込

受け手→業務委託先

リ
ス
ト

業務委託先

出し手→業務委託先

出し手→業務委託先

解
約
関
係

11

業務委託先→公社

7
業務委託先（出し手）→公社



区分 様式 枝番 名　　称 ページ

1,2 相続登記完了の場合

3,4 相続登記未了の場合

5,6 相続登記完了により相続人変更の場合

1,2 相続による名義変更

権利
移転

15 農用地利用集積等促進計画案一式（権利移転用）

(区域外)
133～147
(区域内)
148～165

1
【出し手】
住所・氏名・金融機関口座の変更について

166～169

2
【受け手（個人）】
住所・氏名・金融機関口座の変更について

170～174

3
【受け手（法人）】
所在地・名称・代表者・金融機関口座の変更について

175～179

4
【受け手（法人）】
法人の組織変更について

180～184

1,2
契約期間の延長
（Ｈ29.9.25以降の契約が対象）

185～188

3,4
農用地利用集積計画の撤回
（Ｈ29.9.24以前契約が対象）

189～191

一時
転用

18 農地一時転用の同意願いについて 192～194

118～127

128～132

そ
の
他
変
更

16

受け手→業務委託先→公社

使用者・提出先

機構
関連
事業

17

出し手→業務委託先→公社

出し手→公社→市町村

出し手→業務委託先→公社

受け手→業務委託先→公社

受け手→業務委託先→公社

受け手→業務委託先→公社

相続人→業務委託先→公社

13

秋田県農地中間管理事業　Ｒ６年度様式集（R６年３月現在）

業務委託先（受け手）→公社

名
義
変
更

【出し手】名義変更と送金先の変更について

相続人→業務委託先→公社

相続人代表→業務委託先→公社

14

【受け手】名義変更と振替口座の変更について

出し手・受け手→業務委託先→公社



区分
参考
様式

枝番 名　　称 ページ

贈与税の納税猶予の特定貸付けに関する届出書に
ついて

特定貸付けを行った旨の証明書

相続税の納税猶予の特定貸付けに関する届出書に
ついて

特定貸付けを行った旨の証明書

2
農地中間管理機構が借受けをしない農用地等につ
いて（証明願）

199

原本
還付

3 戸籍関係書類の原本還付について 200

1
【区域外】
農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見聴取
について（依頼）

201

2
【区域外】
農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見聴取
について（回答）

202

3
【区域内】
農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見聴取
について（依頼）

203

4
【区域内】
農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見聴取
について（回答）

204

1
【公社借入】
農用地利用集積等促進計画の策定について（要請）

205

2
【公社貸付】
農用地利用集積等促進計画の策定について（要請）

206

1
【区域内・農業委員会からの要請の場合】
農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見の提
出について（依頼）

207

2
【区域内・農業委員会からの要請の場合】
農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見につ
いて

208

195～196

197～198

農業委員会→公社

5

4

市町村→農業委員会

農業委員会→市町村
促
進
計
画
案

6

農業委員会→市町村

市町村→公社

各
種
証
明

業務委託先→公社

出し手→業務委託先→公社

市町村→公社

※各様式の市町村等からの鑑文の公印については、各市町村等の規程に基づき、省略しても構いま
せん

市町村→農業委員会

農業委員会→市町村

農業委員会→公社

出し手→業務委託先→公社

業務委託先→公社

出し手→業務委託先→公社

1

1

2

参　考　様　式

使用者提出先



区分 様式 枝番 名　　称

1 貸付希望農用地等の登録申請書

2 貸付希望農用地等の登録抹消願い

3 農用地等の借受申込書

4 貸付希望者情報

5 借受希望者情報

6 マッチングリスト

7
農用地利用集積計画一式（出し手）又は
農用地利用集積等促進計画案一式（出し
手）

8
農用地利用集積計画一式（受け手）又は
農用地利用集積等促進計画案一式（受け
手）

9
農用地利用集積等促進計画案一式（再配
分用）

権利
移転

15
農用地利用集積等促進計画案一式（権利
移転用）

その
他変
更

16 4
【受け手（法人）】
法人の組織変更について

区分
参考
様式

枝番 名　　称

3
【区域内】
農用地利用集積等促進計画（案）に対する
意見聴取について（依頼）

4
【区域内】
農用地利用集積等促進計画（案）に対する
意見聴取について（回答）

1
【公社借入】
農用地利用集積等促進計画の策定につい
て（要請）

2
【公社貸付】
農用地利用集積等促進計画の策定につい
て（要請）

1
【区域内・農業委員会からの要請の場合】
農用地利用集積等促進計画（案）に対する
意見の提出について（依頼）

2
【区域内・農業委員会からの要請の場合】
農用地利用集積等促進計画（案）に対する
意見について

改訂の内容

様式を新設。

主な改訂内容について（R６年３月現在）

改訂の内容

７号、８号ともに農用地利用集積等促進計画案の様式を新設。

「区域内」用の様式を新設。

借
受
・
貸
付
の

申
込

リ
ス
ト

様式番号の変更。

集
積
計
画
・

促
進
計
画
案

「区域内」用の様式を新設。

「区域内」用の様式を新設。

「公社借入」の様式（参考様式５号の１）の新設に伴い、「公社貸付」
の様式番号を変更（参考様式５号の２に変更）。

様式を新設。

促
進
計
画
案

4

5

6



（様式第１号） 受付番号

　氏名 フリガナ 郵便番号 市町村 大字～番地 電話番号

ﾁｪｯｸ
☑ 秋田　太郎 ｱｷﾀ　ﾀﾛｳ 123-4567 ○○市

２　貸付希望農用地等

差押等 抵当権 所有権移転請
求権仮登記等

賦課金滞納 未相続 耕作の放棄

登記簿 現況

1 ●●● □□□ ▼▼▼ ◆◆◆ 1,203.00 水田 ■■■ ◇◇◇ 2 1 2 2 2 2

2 ●●● □□□ ▼▼▼ ◆◆◆ 2,301.00 水田 ■■■ ◇◇◇ 2 2 2 2 1 2

3 ●●● □□□ ▼▼▼ ◆◆◆ 345.00 水田 ■■■ ◇◇◇ 2 1 2 2 2 2

4 ●●● □□□ ▼▼▼ ◆◆◆ 236.00 水田 ■■■ ◇◇◇ 2 2 2 2 2 2

5 ●●● □□□ ▼▼▼ ◆◆◆ 3,145.00 水田 ■■■ ◇◇◇ 2 1 2 2 2 2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

計 7,230.00 ㎡

３　注意事項
1 記入できる農用地等は市街化区域以外の農用地等です（不明の場合は市町村農林担当課へお問い合わせください。）
2 受け手が見つからない場合は事業の活用はできません。
3 筆数が15筆を超える場合は別葉にしてください。
4 農地貸付者には、貸付契約１件につき5,000円(契約初年度のみ)の手数料を負担していただきます。

（同一年度内の同一市町村内での契約に係る手数料の上限は5,000円）
5 抵当権が設定されている農地は、受け手の承諾が得られれば借受可能です。
6 地上権、永小作権、質権等(地役権は含まない)が設定されている農地は借受可能ですが、権利者の同意が必要となります。
7 賦課金滞納、差押、所有権移転請求権仮登記のある農地は借受できません。契約手続きまでに解消していただくようお願いします。
8 15年以上の借受期間を設定した農用地等については、土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第１項の土地改良事業が行われることがあります。

※添付書類：当該農地の詳細が分かるもの（固定資産税台帳課税明細書の写し、農地台帳の写し等）

面積
（㎡）

利用
内容

◎◎◎

◎◎◎

◎◎◎

◎◎◎

字

※借入年数は原則10年以上とします。（機構関連事業については、15年以上が必須です。）
※未相続の場合は、相続権の過半を超える法定相続人の同意があれば、40年以内で借り入れが可能です。

◎◎◎

最低賃料
（円）

貸付希望農用地等の登録申請書
１　貸付希望者

３ 注意事項について
 説明を受けました。 ○○○町○○字○○

番号

農地の所在地 農地の内容 賃料要件 その他権利関係等

大字

1234-56-7890

希望賃料
（円） 「有」の場合は１、「無」の場合は２

地番
地目

1

様
式
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２
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地
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●

希
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農
用

地

現
況

地
目

田
規

模
(
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)
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●
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書

様
式

第
３

号
（

受
け

手
用

）

１
　

借
受

希
望
者

２
　

借
受

希
望
内

容

氏
　

　
　

名
(
法

人
名

称
)

法
人

代
表

者
職

名
・

氏
名

(
法

人
の

場
合

)

(
フ

リ
ガ

ナ
)

(
フ

リ
ガ

ナ
)

申
込

年
月

日
　

　
令

和
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

住
　

　
　

所
(
法

人
所

在
地

)

〒

　
（

　
市

　
町

　
村

　
長

　
名

　
を

　
記

　
載

　
）

　
　

あ
て

3

（様式第４号）

土地所有者
契約者(相続人

等)
フリガナ 郵便番号 市町村 大字～番地 大字 字 地番 登記簿 現況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　貸付希望者情報
登記簿面

積
(㎡)

利用
内容

10a単価
（円）

賃借料
（円）

土地の表示
登録年月日NO

地目契約者の情報

4



（様式第５号）

氏名または名称 フリガナ 郵便番号 市町村 大字～番地 地目 面積 作物種別

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

借受希望
NO

　借受希望者情報
借受希望者

申込年月日

5

（様式第６号）

　マッチングリスト
地目

土地所有者
契約者(相
続人等)

フリガナ 郵便番号 市町村 大字～番地 大字 字 地番 登記簿 現況 始期 終期
氏名または

名称
フリガナ 郵便番号 市町村 大字～番地 地目 面積 作物種別

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

借受希望
賃借料
（円）

NO

契約期間土地の表示 登記簿面
積

（㎡）

10a単価
（円）

利用
内容

契約者の情報 借受希望者

6



書類送付鑑 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

促進計画（案） 3 部

共通事項 3 部

公社借入代金支払明細書 2 部

確認書 2 部

組合員資格得喪通知書 1 部

様式７号の２ 2 部

チェックリスト 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

●その他の添付書類

・本エクセルデータはメールで提出してください。

【連絡先】

秋田県秋田市山王四丁目１番２号

秋田県農業公社　農地集積第一課

電話：018-893-6223

　様式第７号　農地借入用紙（農用地利用集積等促進計画案）作成ファイル

シートの選択

●　用紙印刷ボタン

出し手　　　公社

・戸籍の附票など（不動産登記と現住所が異なる場合）

⇒契約年数15年以上（機構関連事業の実施農地）のみ

●　シート別選択操作ボタン

●　情報の入力 ● 作成書類 印刷部数

・不動産登記の現在事項証明書

・通帳の写し

・相続関係書類（相続登記未了の場合）

・印鑑登録証明書（相続登記未了の場合）

地域計画を未策定

又は

地域計画の区域外

１部　公社へ提出
１部　本人控え

１部　公社へ提出
１部　本人控え

１部　公社へ提出
１部　本人控え

7
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（ 令和 年 月 日 公告 ）

010-0951

面積

大字 字 地番 ㎡

田 筆 ㎡

畑 筆 ㎡ 筆

その他 筆 ㎡ ㎡

　　　この計画に同意する。

利用権の設定を受ける者 住所

利用権の設定をする者 住所

住所

018-893-6223

秋田市山王四丁目１番２号

電話番号

本人用
利用権設定関係

1．各筆明細

整　理　番　号 利用権の設定を受ける者（Ａ）
（受け手）   理 事 長   齋　藤　　了

所在 地目 利用権
の種類現況

借賃

登記簿

公益社団法人 秋田県農業公社

備考

利用権を設定する土地（Ｃ）：

利用権の設定をする者（Ｂ）
（出し手）

氏　名　又
は　名　称

住　所

郵便番号

設定する利用権の内容（Ｄ)

住所

電話番号

円

権原の
種　類

土地改良
区名(G)利用

内容
借賃

（円/10a）

住　所

郵便番号

利用権を設定する土地の（Ｂ）
以外の権原者等（Ｆ）

氏名又は名称

氏　名　又
は　名　称

（同上） 氏名又は名称 　理 事 長　　齋　藤　　了

円

利用権を設定する者以外の者で利用権を設定する土地
につき所有権その他の使用収益権を有する者

公益社団法人　秋田県農業公社

氏名又は名称（自署）

始期
存続期間(終期)

年借賃料

（同上）

毎年12月10日まで賃貸人の指定口座へ振込む

氏名又は名称（自署）

借賃の支払い方法

合　　計

地域計画を未策定

又は

地域計画の区域外
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2．共通事項

（１）利用権の設定
　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」という。）の利用権は、本計画の公告により設定される。

（２）借賃の増減額請求

（３）借賃の改訂

（４）借賃の支払猶予

（５）賃貸人の負担

（６）転貸
　乙は当該土地を、甲の同意を得ず第三者に転貸して当該転借人に使用及び収益させることができる。

（７）借賃の減額
ア

イ

（８）境界の明示
　甲は、当該土地に設定する利用権の始期までに、自己の費用をもって現地において隣地との境界を明示する。

（９）障害の除去等

（10）修繕及び改良
ア

イ　乙は、甲の同意を得て当該土地の改良を行い又は転借人に改良を行わせることができる。ただし、その改良が軽微である場合には甲の同意を要しない。
ウ　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に定めたものを除き、民法、土地改良法（昭和24年法律第195号）等の法令に従う。

（11）附属物の設置等
ア

イ

ウ

（12）租税公課等の負担
ア　甲は、当該土地に係る固定資産税その他の租税を負担する。
イ　当該土地に係る農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金は、転借人が負担する。
ウ　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表２に定めるところによるほかは、転借人が負担する。

　ア及びイの規定にかかわらず、甲が附属物を収去しないことに同意しているときに限り、乙及び転借人は収去の義務を負わない。この場合、乙及び転借人が支出した費用につい
ては、甲が費用償還に同意している場合に限り、乙及び転借人は甲に対して償還の請求をすることができる。

 　この農用地利用集積等促進計画（以下「本計画」という。）の定めるところにより設定される利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

　利用権を設定する者（以下「甲」という。）、利用権の設定を受ける者（公益社団法人 秋田県農業公社 以下「乙」という。）及び乙から権利の設定を受ける者（以下「転借人」
という。）は、当該土地の１の各筆明細に記載された面積と実測面積との間に差異があっても、異議を述べず、また、借賃の増減を請求しない。

　本計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法（昭和27年法律第229号）第52条の農業委員会が提供する借賃の動向や地域関係者による協議結果等を勘案して、甲、乙及び転
借人が協議して定める額に改訂する。

　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、１の各筆明細に記載された借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、甲及び乙が協議の上、相当と認めら
れる期日までその支払を猶予する。

　甲は、乙が本計画を実行するにつき必要な諸経費として、1契約あたり5,000円の手数料を負担するものとし、この手数料は乙から甲へ支払われる初回の借賃から差引くことに同意
する。ただし、借賃が5,000円に満たない場合は、甲の負担において、乙の指定する口座へ振込むものとする。

　利用権の目的物が農地である場合で、目的物の転借人から乙に対して農地法第20条又は民法（明治29年法律第89号）第609条の規定に基づく借賃の減額請求があり、乙が当該借
賃を減額する場合には、乙は甲に対して、借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は、甲、乙及び転借人が協議して定めるものとし、その協議が調わないときは、
農業委員会が認定した額とする。
　目的物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合で、乙又は転借人の責めに帰することができない事由によるときは、賃料はその使用及び
収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額され、目的物が使用及び収益をすることが可能となったときは減額前の賃料に戻る。なお、賃料の減額の時期及び減額前
の賃料に戻る時期並びに減額の割合については、作物の作付・収穫の状況を踏まえて甲、乙及び転借人が協議して定める。

　甲は、土石、地下埋設物、土壌汚染、軟弱地盤等、農地としての利用に支障をきたすものを除去したうえ乙に引き渡すとともに、利用権の存続期間中においては、利用権の行使の
妨げとなる行為を行ってはならない。

　甲は、乙及び転借人の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において当該土地を修繕する。ただし、緊急を要するときその他甲にお
いて修繕することができない場合で甲の同意を得たときは、乙が修繕し又は転借人に修繕させることができる。この場合において、乙又は転借人が修繕の費用を支出したときは、
甲に対して、その費用の償還を請求することができる。

　乙が、当該土地に果樹等の永年性作物、ハウス等の農業用施設（以下「附属物」という。）の設置を行う場合には、乙は市町村及び農業委員会に事前に相談を行い、甲の同意を
得る。
　また、乙が附属物の設置をした場合において、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、当該附属物を収去する義務は乙が負い、収去に要した経費も乙の負担とする。
　転借人が当該土地に附属物の設置を行うことについて、乙が同意しようとする場合には、乙は事前に設置について甲の同意を得る。
　また、乙が転借人に対して附属物の設置の同意をする旨の通知を行う場合には、転借人が附属物の設置を行うことについて甲も同意していることを通知するものとする。なお、
転借人が甲及び乙の同意を得て附属物を設置した場合において、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、転借人は甲に対して直接当該附属物を収去する義務を負い、乙は甲に対し
て収去の義務を負わない。
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エ　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、転借人が負担する。
（13) 賃貸借又は使用貸借の解除

（14）賃貸借又は使用貸借の終了

（15）目的物の返還

（16）利用権に関する事項の変更の禁止

（17）利用権取得者の責務
　乙は、転借人に対し、本計画に定めるところに従い、当該土地を効率的かつ適正に利用するよう指導するものとする。

（18）農地中間管理機構関連農地整備事業の実施
　当該土地のうち、15年以上の期間で農地中間管理権が設定されているものについては、土地改良法第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。

（19）その他
　本計画に定めのない事項及び本計画に疑義が生じたときは、甲、乙、転借人及び本計画の認可者が協議して定める。

別表１　修繕費及び改良費の負担に係る特約事項

別表２　土地改良区の賦課金等に係る特約事項

特記事項（公社借入）
１．賃貸人の耕作面積（契約前）及び年令

※　既存の貸付地を公社に貸付けする場合は、解約手続きが必要です。

２．申出理由

( )離農 ( )規模縮小 ( )労働力不足 （ )耕作不便 ( )農地借換

( )経営転換 ［( )畑作物 ( )畜産等 ( )果樹］ ( )法人への参加

( )生産調整 ( )資金調達 ( )その他（ ）

　乙は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」（平成25年法律第101号）第20条第1号又は第2号に該当するときは、知事の承認を受けて、利用権に係る賃貸借又は使用貸借を解除
することができる。

　天災地変その他、甲及び乙並びに転借人の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、本計画の
定めるところにより設定された利用権に係る賃貸借又は使用貸借は終了する。

　賃貸借又は使用貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から３０日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する（附属物の取扱いについては（11）による。）。
ただし、災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生じた形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　甲及び乙は、本計画の定めるところにより設定される利用権に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び本計画の認可者が協議の上、真にやむを得ないと認められ
る場合は、この限りでない。

修繕又は改良の工事名
甲及び乙並びに転借人の費用に関する

支払区分の内容
乙及び転借人の支払額について
甲の償還すべき額及び方法 備　　　考

賦課金等の種類 負担区分(実負担者) 備　　　　考

区分
田 畑 計 採草放牧地

年　齢 （歳）
㎡ ㎡ ㎡ ㎡

借入地

貸付地

自作地
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護

に
関

す
る

法
律

（
平

成
15
年

５
月

30
日

法
律

第
5
7
号

）
及
び

関
係

法
令

に
基

づ
き

、
適

正
に

管
理

し
、

農
地

中
間

管
理
事

業
及

び
本

事
業

に
関

連
し

、
国

や
県

等
が

実
施

す
る

各
種

事
業

に
利

用
し

ま
す

。
　
な

お
、

当
該

事
業

実
施

の
た

め
、

次
の

関
係

機
関

に
必

要
最

小
限

度
内

に
お

い
て

当
該

個
人
情

報
を

提
供

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
が

、
提

供
先

の
関

係
機

関
に

も
同

様
の

取
扱

い
を

求
め
ま

す
。
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）

年
月

日

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

組
合

員
番

号
公

益
社

団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

（
　

　
　

　
）

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

電
話

番
号

（
　

　
　

　
）

生
年

月
日

決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

住
所

氏
名

 
 

住
所

組
合

員
番

号

氏
名

電
話

番
号

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

(
㎡

)
原

因
時

期
用

途
土

地
の

所
在

地
地

目
大

字
字

地
番

賦
課
金
シ

ス
テ
ム

賦
課
金
徴

収
補

助
簿

受
付

印

関
係

帳
簿

更
正

済
印

14



　
下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）

年
月

日

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

組
合

員
番

号
公

益
社

団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

（
　

　
　

　
）

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

賦
課

金
シ
ス

テ
ム

賦
課
金
徴

収
補
助

簿

維
持

管
理

賦
課

金

決 裁

受
付

印

経
常

賦
課

金

賦
課

種
別

関
係

帳
簿

更
正

済
印

事
業

償
還

賦
課

金

耕
作

者
支

払
所

有
者

支
払

地
目

用
途

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

原
因

時
期

電
話

番
号

付
記

(
㎡

)
大

字
字

地
番

土
地

の
所

在
地

氏
名

住
所

（
　

　
　

　
）

生
年

月
日

組
合

員
番

号
電

話
番

号

氏
名

 
 

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

住
所 15

（
様

式
７

号
の

２
）

（
農

用
地

等
の

所
有

者
向

け
）

※
機

構
が

１
５

年
以

上
借

り
受

け
る

場
合

○
　

 機
構

関
連

事
業

に
つ

い
て

○
　

機
構

関
連

事
業

の
内

容
に

つ
い

て

（
機

構
チ

ェ
ッ

ク
欄

）

□
・

□
・

□
・

○
　

留
意

事
項

に
つ

い
て

（
機

構
チ

ェ
ッ

ク
欄

）

□
・

□
・

秋
田

県
農

地
中

間
管

理
機

構
　

御
中

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

○
説

明
者

  
秋

田
県

農
地

中
間

管
理

機
構

）

上
記

内
容

に
つ

い
て

説
明

を
受

け
ま

し
た

。

○
所

有
者

　
氏

　
名

(自
署

)

機
構

関
連

事
業

対
象

農
用

地
等

に
係

る
農

用
地

区
域

か
ら

の
除

外
（
農

地
転

用
）

に
つ

い
て

は
、

機
構

の
借

受
期

間
が

満
了

し
除

外
要

件
等

を
満

た
す

場
合

に
限

り
可

能
で

す
。

機
構

関
連

事
業

が
行

わ
れ

た
農

用
地

等
の

所
有

者
が

機
構

へ
の

貸
付

け
を

、
自

ら
の

都
合

で
一

方
的

に
解

除
し

た
場

合
は

、
特

別
徴

収
金

（
工

事
に

要
し

た
費

用
の

全
部

）
が

徴
収

さ
れ

ま
す

。

　
　

（業
務

受
託

機
関

：

　
本

説
明

は
、

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
(平

成
2
5
年

法
律

第
1
0
1
号

)に
基

づ
き

、
機

構
関

連
事

業
の

実
施

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

機
構

が
農

用
地

等
を

借
り

受
け

る
に

当
た

っ
て

、
当

該
農

用
地

等
の

所
有

者
及

び
貸

付
け

の
相

手
方

に
対

し
て

必
ず

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

(法
律

に
基

づ
く
義

務
)と

さ
れ

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
本

説
明

を
も

っ
て

、
機

構
関

連
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

同
意

を
求

め
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

事
業

実
施

地
域

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

が
各

市
町

村
・
地

域
の

農
地

や
担

い
手

の
実

態
、

営
農

状
況

等
を

考
慮

し
た

上
で

決
定

さ
れ

ま
す

。

（２
部

作
成

、
機

構
・
出

し
手

双
方

保
管

）

機
構

関
連

事
業

に
つ

い
て

機
構

関
連

事
業

（
土

地
改

良
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
9
5
号

）
第

8
7
条

の
３

第
１

項
の

土
地

改
良

事
業

を
い

い
ま

す
。

）
は

、
農

地
中

間
管

理
機

構
が

借
り

入
れ

て
い

る
農

用
地

等
を

対
象

に
、

農
用

地
等

の
所

有
者

や
貸

付
け

の
相

手
方

の
申

請
に

よ
ら

ず
、

都
道

府
県

が
農

業
者

の
費

用
負

担
や

同
意

を
求

め
ず

に
基

盤
整

備
を

行
う

事
業

で
す

。
機

構
に

貸
し

付
け

た
農

用
地

等
に

つ
い

て
は

、
機

構
関

連
事

業
が

行
わ

れ
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
の

で
、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

し
ま

す
。

機
構

関
連

事
業

の
対

象
と

な
る

農
用

地
等

は
、

秋
田

県
農

地
中

間
管

理
機

構
（
以

下
「
機

構
」
と

い
い

ま
す

。
）
の

借
受

期
間

が
機

構
関

連
事

業
の

計
画

の
決

定
（
公

告
）

時
か

ら
1
5
年

以
上

あ
る

も
の

で
す

。

機
構

関
連

事
業

は
、

都
道

府
県

が
事

業
実

施
主

体
と

な
っ

て
、

農
用

地
等

の
所

有
者

や
貸

付
け

の
相

手
方

の
費

用
負

担
や

同
意

を
求

め
ず

に
農

地
区

画
整

備
（
こ

れ
に

付
随

す
る

農
道

、
農

業
用

排
水

路
、

暗
渠

等
の

整
備

を
含

む
。

）
、

農
業

用
用

排
水

施
設

、
農

道
及

び
暗

渠
等

の
整

備
を

行
う

基
盤

整
備

事
業

で
す

。
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（
公

社
借

入

◆
提

出
書

類
　
※
部

数
は

１
契
約

当
た
り

□
3
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

◆
そ

の
他

必
要

書
類

　
※
部
数

は
１
契

約
当

た
り

１
　

相
続

登
記

未
了

の
場

合
（

相
続

未
登

記
農

地
）

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

２
　

登
記

現
在

事
項

証
明

書
の

所
有

者
住

所
と

集
積

計
画

の
住

所
が

異
な

る
場

合

□
1
部

３
　

契
約

年
数

が
1
5
年

以
上

（
機

構
関

連
事

業
の

受
益

地
）

の
場

合

□
1
部

◆
書

類
提

出
前

の
確

認
事

項

□
今

回
契

約
す

る
農

地
は

地
域

計
画

未
策

定
（

又
は

地
域

計
画

の
区

域
外

）
で

す
か

。

※
　

地
域

計
画

の
区

域
内

の
場

合
は

、
「

区
域

内
」

用
の

様
式

を
使

用
し

て
く

だ
さ

い
。

□
契

約
手

続
き

時
に

運
転

免
許

証
等

の
身

分
証

明
書

に
よ

り
、

契
約

者
の

本
人

確
認

を
実

施
し

ま
し

た
か

。

□
契

約
者

に
対

し
て

確
認

書
に

よ
り

、
手

数
料

の
徴

収
や

契
約

変
更

の
必

要
性

に
つ

い
て

説
明

し
ま

し
た

か
。

□
土

地
改

良
区

賦
課

金
等

の
負

担
区

分
を

出
し

手
・

受
け

手
に

確
認

し
、

促
進

計
画

に
記

載
し

ま
し

た
か

。

□
相

続
登

記
未

了
の

場
合

、
戸

籍
謄

本
等

の
必

要
書

類
を

添
付

し
、

相
続

関
係

が
分

か
る

よ
う

に
な

っ
て

い
ま

す
か

。

□
登

記
現

在
事

項
証

明
書

と
集

積
計

画
で

所
有

者
住

所
が

異
な

る
場

合
、

戸
籍

の
附

票
等

を
添

付
し

て
い

ま
す

か
。

□
契

約
年

数
が

1
5
年

以
上

（
機

構
関

連
事

業
の

受
益

地
）

の
場

合
、

説
明

書
を

添
付

し
て

い
ま

す
か

。

上
記

の
内

容
に

つ
い

て
、

確
認

し
ま

し
た

。

所
属

令
和

年
月

日

氏
名

（
自

署
）

備
　

考

２
部

印
刷

。
１

部
は

本
人

控
え

ど
の

金
融

機
関

で
も

可
。

過
去

に
機

構
と

契
約

し
て

お
り

同
一

口
座

を
使

用
す

る
場

合
不

要

２
部

印
刷

。
１

部
は

本
人

控
え

。
過

去
に

機
構

と
契

約
し

て
お

り
同

一
口

座
を

使
用

す
る

場
合

不
要

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
案

）

公
社

借
入

代
金

支
払

明
細

書

通
帳

の
コ

ピ
ー

契
約

内
容

及
び

個
人

情
報

の
取

扱
い

確
認

書

公
社

用
、

認
可

先
用

、
本

人
用

※
押

印
不

要

契
約

者
、

同
意

者
の

戸
籍

全
部

事
項

証
明

書
相

続
人

の
現

在
の

戸
籍

謄
本

同
意

者
の

印
鑑

登
録

証
明

書
契

約
書

類
に

は
、

実
印

を
使

用

書
類

名
等

部
数

備
　

考

転
居

、
転

出
入

を
証

明
す

る
書

類
住

民
票

、
戸

籍
の

附
票

、
戸

籍
の

附
票

の
除

票
、

改
正

原
戸

籍
の

附
票

な
ど

住
所

の
確

認
で

き
る

書
類

書
類

名
等

部
数

備
　

考

機
構

関
連

事
業

説
明

書
（

様
式

７
号

の
２

）
２

部
印

刷
。

１
部

は
本

人
控

え

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

書
類

名
等

被
相

続
人

の
戸

籍
全

部
事

項
証

明
書

被
相

続
人

の
出

生
～

死
亡

ま
で

を
確

認
で

き
る

戸
籍

謄
本

、
改

正
原

戸
籍

謄
本

な
ど

同
意

し
た

相
続

人
（

同
意

者
）

の
同

意
書

任
意

様
式

。
実

印
を

押
印

相
続

関
係

説
明

図

登
記

事
項

現
在

事
項

証
明

書
不

動
産

登
記

簿
謄

本

土
地

改
良

区
の

受
益

地
は

必
要

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

備
　

考
部

数

書
類

名
等

部
数

地
域

計
画

を
未

策
定

又
は

地
域

計
画

の
区

域
外
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書類送付鑑 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

促進計画（案） 3 部

共通事項 3 部

公社借入代金支払明細書 2 部

確認書 2 部

組合員資格得喪通知書 1 部

様式７号の２ 2 部

チェックリスト 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

●その他の添付書類

・本エクセルデータはメールで提出してください。

【連絡先】

秋田県秋田市山王四丁目１番２号

秋田県農業公社　農地集積第一課

電話：018-893-6223

　様式第７号　農地借入用紙（農用地利用集積等促進計画案）作成ファイル

シートの選択

●　用紙印刷ボタン

出し手　　　公社

・戸籍の附票など（不動産登記と現住所が異なる場合）

⇒契約年数15年以上（機構関連事業の実施農地）のみ

●　シート別選択操作ボタン

●　情報の入力 ● 作成書類 印刷部数

・不動産登記の現在事項証明書

・通帳の写し

・相続関係書類（相続登記未了の場合）

・印鑑登録証明書（相続登記未了の場合）

地 域 計 画 の

区 域 内

１部　公社へ提出
１部　本人控え

１部　公社へ提出
１部　本人控え

１部　公社へ提出
１部　本人控え

18
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（ 令和 年 月 日 公告 ）

010-0951

面積

大字 字 地番 ㎡

田 筆 ㎡

畑 筆 ㎡ 筆

その他 筆 ㎡ ㎡

　　　この計画に同意する。

利用権の設定を受ける者 住所

利用権の設定をする者 住所

住所

018-893-6223

秋田市山王四丁目１番２号

電話番号

本人用
利用権設定関係

1．各筆明細

整　理　番　号 利用権の設定を受ける者（Ａ）
（受け手）   理 事 長   齋　藤　　了

所在 地目 利用権
の種類現況

借賃

登記簿

公益社団法人 秋田県農業公社

備考

利用権を設定する土地（Ｃ）：

利用権の設定をする者（Ｂ）
（出し手）

氏　名　又
は　名　称

住　所

郵便番号

設定する利用権の内容（Ｄ)

住所

電話番号

円

権原の
種　類

土地改良
区名(G)利用

内容
借賃

（円/10a）

住　所

郵便番号

利用権を設定する土地の（Ｂ）
以外の権原者等（Ｆ）

氏名又は名称

氏　名　又
は　名　称

（同上） 氏名又は名称 　理 事 長　　齋　藤　　了

（同上）

円

利用権を設定する者以外の者で利用権を設定する土地
につき所有権その他の使用収益権を有する者

公益社団法人　秋田県農業公社

氏名又は名称（自署）

始期
存続期間(終期)

年借賃料

毎年12月10日まで賃貸人の指定口座へ振込む

氏名又は名称（自署）

借賃の支払い方法

合　　計

地 域 計 画 の

区 域 内

20



2．共通事項

（１）利用権の設定
　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」という。）の利用権は、本計画の公告により設定される。

（２）借賃の増減額請求

（３）借賃の改訂

（４）借賃の支払猶予

（５）賃貸人の負担

（６）転貸
　乙は当該土地を、甲の同意を得ず第三者に転貸して当該転借人に使用及び収益させることができる。

（７）借賃の減額
ア

イ

（８）境界の明示
　甲は、当該土地に設定する利用権の始期までに、自己の費用をもって現地において隣地との境界を明示する。

（９）障害の除去等

（10）修繕及び改良
ア

イ　乙は、甲の同意を得て当該土地の改良を行い又は転借人に改良を行わせることができる。ただし、その改良が軽微である場合には甲の同意を要しない。
ウ　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に定めたものを除き、民法、土地改良法（昭和24年法律第195号）等の法令に従う。

（11）附属物の設置等
ア

イ

ウ

（12）租税公課等の負担
ア　甲は、当該土地に係る固定資産税その他の租税を負担する。
イ　当該土地に係る農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金は、転借人が負担する。
ウ　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表２に定めるところによるほかは、転借人が負担する。
エ　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、転借人が負担する。

　ア及びイの規定にかかわらず、甲が附属物を収去しないことに同意しているときに限り、乙及び転借人は収去の義務を負わない。この場合、乙及び転借人が支出した費用につい
ては、甲が費用償還に同意している場合に限り、乙及び転借人は甲に対して償還の請求をすることができる。

 　この農用地利用集積等促進計画（以下「本計画」という。）の定めるところにより設定される利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

　利用権を設定する者（以下「甲」という。）、利用権の設定を受ける者（公益社団法人 秋田県農業公社 以下「乙」という。）及び乙から権利の設定を受ける者（以下「転借人」
という。）は、当該土地の１の各筆明細に記載された面積と実測面積との間に差異があっても、異議を述べず、また、借賃の増減を請求しない。

　本計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法（昭和27年法律第229号）第52条の農業委員会が提供する借賃の動向や地域関係者による協議結果等を勘案して、甲、乙及び転
借人が協議して定める額に改訂する。

　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、１の各筆明細に記載された借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、甲及び乙が協議の上、相当と認めら
れる期日までその支払を猶予する。

　甲は、乙が本計画を実行するにつき必要な諸経費として、1契約あたり5,000円の手数料を負担するものとし、この手数料は乙から甲へ支払われる初回の借賃から差引くことに同意
する。ただし、借賃が5,000円に満たない場合は、甲の負担において、乙の指定する口座へ振込むものとする。

　利用権の目的物が農地である場合で、目的物の転借人から乙に対して農地法第20条又は民法（明治29年法律第89号）第609条の規定に基づく借賃の減額請求があり、乙が当該借
賃を減額する場合には、乙は甲に対して、借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は、甲、乙及び転借人が協議して定めるものとし、その協議が調わないときは、
農業委員会が認定した額とする。
　目的物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合で、乙又は転借人の責めに帰することができない事由によるときは、賃料はその使用及び
収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額され、目的物が使用及び収益をすることが可能となったときは減額前の賃料に戻る。なお、賃料の減額の時期及び減額前
の賃料に戻る時期並びに減額の割合については、作物の作付・収穫の状況を踏まえて甲、乙及び転借人が協議して定める。

　甲は、土石、地下埋設物、土壌汚染、軟弱地盤等、農地としての利用に支障をきたすものを除去したうえ乙に引き渡すとともに、利用権の存続期間中においては、利用権の行使の
妨げとなる行為を行ってはならない。

　甲は、乙及び転借人の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において当該土地を修繕する。ただし、緊急を要するときその他甲にお
いて修繕することができない場合で甲の同意を得たときは、乙が修繕し又は転借人に修繕させることができる。この場合において、乙又は転借人が修繕の費用を支出したときは、
甲に対して、その費用の償還を請求することができる。

　乙が、当該土地に果樹等の永年性作物、ハウス等の農業用施設（以下「附属物」という。）の設置を行う場合には、乙は市町村及び農業委員会に事前に相談を行い、甲の同意を
得る。
　また、乙が附属物の設置をした場合において、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、当該附属物を収去する義務は乙が負い、収去に要した経費も乙の負担とする。
　転借人が当該土地に附属物の設置を行うことについて、乙が同意しようとする場合には、乙は事前に設置について甲の同意を得る。
　また、乙が転借人に対して附属物の設置の同意をする旨の通知を行う場合には、転借人が附属物の設置を行うことについて甲も同意していることを通知するものとする。なお、
転借人が甲及び乙の同意を得て附属物を設置した場合において、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、転借人は甲に対して直接当該附属物を収去する義務を負い、乙は甲に対し
て収去の義務を負わない。
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（13) 賃貸借又は使用貸借の解除

（14）賃貸借又は使用貸借の終了

（15）目的物の返還

（16）利用権に関する事項の変更の禁止

（17）利用権取得者の責務
　乙は、転借人に対し、本計画に定めるところに従い、当該土地を効率的かつ適正に利用するよう指導するものとする。

（18）農地中間管理機構関連農地整備事業の実施
　当該土地のうち、15年以上の期間で農地中間管理権が設定されているものについては、土地改良法第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。

（19）その他
　本計画に定めのない事項及び本計画に疑義が生じたときは、甲、乙、転借人及び本計画の認可者が協議して定める。

別表１　修繕費及び改良費の負担に係る特約事項

別表２　土地改良区の賦課金等に係る特約事項

特記事項（公社借入）
１．賃貸人の耕作面積（契約前）及び年令

※　既存の貸付地を公社に貸付けする場合は、解約手続きが必要です。

２．申出理由

( )離農 ( )規模縮小 ( )労働力不足 （ )耕作不便 ( )農地借換

( )経営転換 ［( )畑作物 ( )畜産等 ( )果樹］ ( )法人への参加

( )生産調整 ( )資金調達 ( )その他（ ）

　乙は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」（平成25年法律第101号）第20条第1号又は第2号に該当するときは、知事の承認を受けて、利用権に係る賃貸借又は使用貸借を解除
することができる。

　天災地変その他、甲及び乙並びに転借人の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、本計画の
定めるところにより設定された利用権に係る賃貸借又は使用貸借は終了する。

　賃貸借又は使用貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から３０日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する（附属物の取扱いについては（11）による。）。
ただし、災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生じた形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　甲及び乙は、本計画の定めるところにより設定される利用権に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び本計画の認可者が協議の上、真にやむを得ないと認められ
る場合は、この限りでない。

修繕又は改良の工事名
甲及び乙並びに転借人の費用に関する

支払区分の内容
乙及び転借人の支払額について
甲の償還すべき額及び方法 備　　　考

賦課金等の種類 負担区分(実負担者) 備　　　　考

区分
田 畑 計 採草放牧地

年　齢 （歳）
㎡ ㎡ ㎡ ㎡

借入地

貸付地

自作地
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を
発

行
し

ま
す
の

で
、

入
金

を
お
願

い
し

ま
す

　
毎

年
1
2
月

1
0
日
（

休
業

日
の

場
合

に
は

前
営
業

日
）

に
指

定
の

口
座

に
振

り
込

み
ま

す
。

　
契

約
内

容
（

名
義

、
住

所
、

電
話

番
号

、
口
座

等
）

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
必

ず
秋

田
県

農
業

公
社

又
は

、
手

続
き

を
行

っ
た

市
町
村

業
務

委
託

先
（

市
町

村
農

政
主

務
課

、
農

業
委

員
会

、
Ｊ

Ａ
等

）
に

御
連

絡
く

だ
さ

い
。

　
特

に
、

契
約

者
が

死
亡

し
た

場
合

、
手

続
き
が

行
わ

れ
な

け
れ

ば
賃

借
料

の
振

り
込

み
が

で
き

ま
せ

ん
の

で
、

御
注

意
く

だ
さ

い
。

　
秋

田
県

農
業

公
社

が
取

得
し

た
個

人
情

報
は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5
年

５
月

3
0
日

法
律

第
5
7
号
）

及
び

関
係

法
令
に

基
づ

き
、

適
正

に
管

理
し

、
農

地
中

間
管

理
事

業
及

び
本

事
業

に
関

連
し

、
国

や
県

等
が
実

施
す

る
各

種
事

業
に

利
用

し
ま

す
。

　
な

お
、

当
該

事
業

実
施

の
た

め
、

次
の

関
係
機

関
に

必
要

最
小

限
度

内
に

お
い

て
当

該
個

人
情

報
を

提
供

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
が

、
提
供

先
の

関
係

機
関

に
も

同
様

の
取

扱
い

を
求

め
ま

す
。

24



　
下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）

年
月

日

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

組
合

員
番

号
公

益
社

団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

（
　

　
　

　
）

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

電
話

番
号

（
　

　
　

　
）

生
年

月
日

決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

住
所

氏
名

 
 

住
所

組
合

員
番

号

氏
名

電
話

番
号

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

(
㎡

)
原

因
時

期
用

途
土

地
の

所
在

地
地

目
大

字
字

地
番

賦
課

金
シ
ス

テ
ム

賦
課
金
徴

収
補
助

簿

受
付

印

関
係

帳
簿

更
正

済
印
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）

年
月

日

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

組
合

員
番

号
公

益
社

団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

（
　

　
　

　
）

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

賦
課
金
シ

ス
テ
ム

賦
課
金
徴

収
補

助
簿

維
持

管
理

賦
課

金

決 裁

受
付

印

経
常

賦
課

金

賦
課

種
別

関
係

帳
簿

更
正

済
印

事
業

償
還

賦
課

金

耕
作

者
支

払
所

有
者

支
払

地
目

用
途

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

原
因

時
期

電
話

番
号

付
記

(
㎡

)
大

字
字

地
番

土
地

の
所

在
地

氏
名

住
所

（
　

　
　

　
）

生
年

月
日

組
合

員
番

号
電

話
番

号

氏
名

 
 

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

住
所 26



（
様

式
７

号
の

２
）

（
農

用
地

等
の

所
有

者
向

け
）

※
機

構
が

１
５

年
以

上
借

り
受

け
る

場
合

○
　

 機
構

関
連

事
業

に
つ

い
て

○
　

機
構

関
連

事
業

の
内

容
に

つ
い

て

（
機

構
チ

ェ
ッ

ク
欄

）

□
・

□
・

□
・

○
　

留
意

事
項

に
つ

い
て

（
機

構
チ

ェ
ッ

ク
欄

）

□
・

□
・

秋
田

県
農

地
中

間
管

理
機

構
　

御
中

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

○
説

明
者

  
秋

田
県

農
地

中
間

管
理

機
構

）

上
記

内
容

に
つ

い
て

説
明

を
受

け
ま

し
た

。

○
所

有
者

　
氏

　
名

(自
署

)

機
構

関
連

事
業

対
象

農
用

地
等

に
係

る
農

用
地

区
域

か
ら

の
除

外
（
農

地
転

用
）

に
つ

い
て

は
、

機
構

の
借

受
期

間
が

満
了

し
除

外
要

件
等

を
満

た
す

場
合

に
限

り
可

能
で

す
。

機
構

関
連

事
業

が
行

わ
れ

た
農

用
地

等
の

所
有

者
が

機
構

へ
の

貸
付

け
を

、
自

ら
の

都
合

で
一

方
的

に
解

除
し

た
場

合
は

、
特

別
徴

収
金

（
工

事
に

要
し

た
費

用
の

全
部

）
が

徴
収

さ
れ

ま
す

。

　
　

（
業

務
受

託
機

関
：

　
本

説
明

は
、

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
(平

成
2
5
年

法
律

第
1
0
1
号

)に
基

づ
き

、
機

構
関

連
事

業
の

実
施

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

機
構

が
農

用
地

等
を

借
り

受
け

る
に

当
た

っ
て

、
当

該
農

用
地

等
の

所
有

者
及

び
貸

付
け

の
相

手
方

に
対

し
て

必
ず

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

(法
律

に
基

づ
く
義

務
)と

さ
れ

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
本

説
明

を
も

っ
て

、
機

構
関

連
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

同
意

を
求

め
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

事
業

実
施

地
域

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

が
各

市
町

村
・
地

域
の

農
地

や
担

い
手

の
実

態
、

営
農

状
況

等
を

考
慮

し
た

上
で

決
定

さ
れ

ま
す

。

（
２

部
作

成
、

機
構

・
出

し
手

双
方

保
管

）

機
構

関
連

事
業

に
つ

い
て

機
構

関
連

事
業

（
土

地
改

良
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
9
5
号

）
第

8
7
条

の
３

第
１

項
の

土
地

改
良

事
業

を
い

い
ま

す
。

）
は

、
農

地
中

間
管

理
機

構
が

借
り

入
れ

て
い

る
農

用
地

等
を

対
象

に
、

農
用

地
等

の
所

有
者

や
貸

付
け

の
相

手
方

の
申

請
に

よ
ら

ず
、

都
道

府
県

が
農

業
者

の
費

用
負

担
や

同
意

を
求

め
ず

に
基

盤
整

備
を

行
う

事
業

で
す

。
機

構
に

貸
し

付
け

た
農

用
地

等
に

つ
い

て
は

、
機

構
関

連
事

業
が

行
わ

れ
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
の

で
、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

し
ま

す
。

機
構

関
連

事
業

の
対

象
と

な
る

農
用

地
等

は
、

秋
田

県
農

地
中

間
管

理
機

構
（
以

下
「
機

構
」
と

い
い

ま
す

。
）
の

借
受

期
間

が
機

構
関

連
事

業
の

計
画

の
決

定
（
公

告
）

時
か

ら
1
5
年

以
上

あ
る

も
の

で
す

。

機
構

関
連

事
業

は
、

都
道

府
県

が
事

業
実

施
主

体
と

な
っ

て
、

農
用

地
等

の
所

有
者

や
貸

付
け

の
相

手
方

の
費

用
負

担
や

同
意

を
求

め
ず

に
農

地
区

画
整

備
（
こ

れ
に

付
随

す
る

農
道

、
農

業
用

排
水

路
、

暗
渠

等
の

整
備

を
含

む
。

）
、

農
業

用
用

排
水

施
設

、
農

道
及

び
暗

渠
等

の
整

備
を

行
う

基
盤

整
備

事
業

で
す

。
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（
公

社
借

入

◆
提

出
書

類
　

※
部
数

は
１
契

約
当
た

り

□
3
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

◆
そ

の
他

必
要

書
類

　
※
部

数
は

１
契
約

当
た
り

１
　

相
続

登
記

未
了

の
場

合
（

相
続

未
登

記
農

地
）

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

２
　

登
記

現
在

事
項

証
明

書
の

所
有

者
住

所
と

集
積

計
画

の
住

所
が

異
な

る
場

合

□
1
部

３
　

契
約

年
数

が
1
5
年

以
上

（
機

構
関

連
事

業
の

受
益

地
）

の
場

合

□
1
部

◆
書

類
提

出
前

の
確

認
事

項

□
今

回
契

約
す

る
農

地
は

地
域

計
画

の
区

域
内

で
す

か
。

※
　

地
域

計
画

未
策

定
（

又
は

地
域

計
画

の
区

域
外

）
の

場
合

は
、

「
区

域
外

」
用

の
様

式
を

使
用

し
て

く
だ

さ
い

□
契

約
手

続
き

時
に

運
転

免
許

証
等

の
身

分
証

明
書

に
よ

り
、

契
約

者
の

本
人

確
認

を
実

施
し

ま
し

た
か

。

□
契

約
者

に
対

し
て

確
認

書
に

よ
り

、
手

数
料

の
徴

収
や

契
約

変
更

の
必

要
性

に
つ

い
て

説
明

し
ま

し
た

か
。

□
土

地
改

良
区

賦
課

金
等

の
負

担
区

分
を

出
し

手
・

受
け

手
に

確
認

し
、

促
進

計
画

に
記

載
し

ま
し

た
か

。

□
相

続
登

記
未

了
の

場
合

、
戸

籍
謄

本
等

の
必

要
書

類
を

添
付

し
、

相
続

関
係

が
分

か
る

よ
う

に
な

っ
て

い
ま

す
か

。

□
登

記
現

在
事

項
証

明
書

と
集

積
計

画
で

所
有

者
住

所
が

異
な

る
場

合
、

戸
籍

の
附

票
等

を
添

付
し

て
い

ま
す

か
。

□
契

約
年

数
が

1
5
年

以
上

（
機

構
関

連
事

業
の

受
益

地
）

の
場

合
、

説
明

書
を

添
付

し
て

い
ま

す
か

。

上
記

の
内

容
に

つ
い

て
、

確
認

し
ま

し
た

。

所
属

令
和

年
月

日

氏
名

（
自
署

）

備
　

考

２
部

印
刷

。
１

部
は

本
人

控
え

ど
の

金
融

機
関

で
も

可
。

過
去

に
機

構
と

契
約

し
て

お
り

同
一

口
座

を
使

用
す

る
場

合
不

要

２
部

印
刷

。
１

部
は

本
人

控
え

。
過

去
に

機
構

と
契

約
し

て
お

り
同

一
口

座
を

使
用

す
る

場
合

不
要

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
案

）

公
社

借
入

代
金

支
払

明
細

書

通
帳

の
コ

ピ
ー

契
約

内
容

及
び

個
人

情
報

の
取

扱
い

確
認

書

公
社

用
、

認
可

先
用

、
本

人
用

※
押

印
不

要

契
約

者
、

同
意

者
の

戸
籍

全
部

事
項

証
明

書
相

続
人

の
現

在
の

戸
籍

謄
本

同
意

者
の

印
鑑

登
録

証
明

書
契

約
書

類
に

は
、

実
印

を
使

用

書
類

名
等

部
数

備
　

考

転
居

、
転

出
入

を
証

明
す

る
書

類
住

民
票

、
戸

籍
の

附
票

、
戸

籍
の

附
票

の
除

票
、

改
正

原
戸

籍
の

附
票

な
ど

住
所

の
確

認
で

き
る

書
類

書
類

名
等

部
数

備
　

考

機
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２
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計
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ま
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を
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き
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戸
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、
改

正
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戸
籍
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本

な
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同
意

し
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相
続

人
（

同
意

者
）

の
同

意
書

任
意

様
式

。
実

印
を

押
印

相
続

関
係

説
明

図

登
記

事
項

現
在

事
項

証
明

書
不

動
産

登
記

簿
謄

本

土
地

改
良

区
の

受
益

地
は

必
要

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

備
　

考
部

数

書
類

名
等

部
数

地
域

計
画

の

区
域

内
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● 作成枚数

書類送付鑑 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

促進計画（案） 3 部

促進計画（案）添付書類 3 部

共通事項 3 部

様式第8号の2 1 部

承諾書 1 部

●　用紙印刷ボタン 振替依頼書 2 部

振替届出書 1 部

組合員資格得喪通知 1 部

チェックリスト 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

●その他の添付書類

・本エクセルデータはメールで提出してください。

【連絡先】

秋田県秋田市山王四丁目１番２号

秋田県農業公社　農地集積第一課

電話：018-893-6223

chukankanri@ak-agri.or.jp

　様式第８号の１　農地貸付用紙（農用地利用集積等促進計画案）作成ファイル

公社　　　受け手

●　シート別選択操作ボタン

シートの選択

●　情報の入力 印刷部数

・定款の写し（法人の場合）

・農業委員会へ意見聴取した結果(市町村が案を提出
　する場合。農業委員会からの要請の場合は不要。)

地域計画を未策定

又は

地域計画の区域外

１部 農協窓口に提出
１部 公社へ提出
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（ 令和 年 月 日 公告 ）

010-0951

面積

大字 字 地番 ㎡

田 筆 ㎡

畑 筆 ㎡ 筆

その他 筆 ㎡ ㎡

　　　この計画に同意する。

利用権の設定を受ける者 住所

利用権の設定をする者 住所

住所

本人用
利用権設定関係

1．各筆明細

利用権の設定を受ける者（Ａ）
（受け手）

住　所 氏　名　又
は　名　称

利用権を設定する土地（Ｃ）： 設定する利用権の内容（Ｄ)
利用権を設定する土地の（Ｂ）

以外の権原者等（Ｆ） 土地改良
区名(G)

備考
所在 地目 利用権

の種類
利用
内容

郵便番号

利用権の設定をする者（Ｂ）
（出し手）

住　所 秋田市山王四丁目１番２号 氏　名　又
は　名　称郵便番号

公益社団法人 秋田県農業公社

  理 事 長   齋　藤　　了

借賃
（円/10a）

借賃
住所 氏名又は名称

権原の
種　類登記簿 現況 円

電話番号 018-893-6223

電話番号
整理番号

円
存続期間(終期)合　　計

年借賃料 始期

（同上）

利用権を設定する者以外の者で利用権を設定する土地
につき所有権その他の使用収益権を有する者

借賃の支払い方法 毎年11月20日に賃借人の指定口座から引落しする。

公益社団法人　秋田県農業公社

（同上）

氏名又は名称 　理 事 長　　齋　藤　　了

氏名又は名称（自署）

（同上） 氏名又は名称 （同上）

地域計画を未策定

又は

地域計画の区域外
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２．共通事項

（１）権利設定
　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」という。）の権利は、本計画の公告により設定される。

（２）転貸又は譲渡

（３）借賃の増減額請求

（４）借賃の改訂

（５）賃借人の負担

（６）借賃の延滞金

（７）借賃の支払猶予　

（８）借賃の減額
ア

イ

（９）修繕及び改良
ア

イ　甲は、土地所有者の同意を得て当該土地の改良を行い又は乙に改良を行わせることができる。ただし、その改良が軽微である場合には土地所有者の同意を要しない。
ウ　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に定めたものを除き、民法、土地改良法（昭和24年法律第195号）等の法令に従う。

（10）附属物の設置等
ア

イ

ウ

（11）租税公課等の負担
ア　当該土地に対する固定資産税その他の租税は、土地所有者が負担する。
イ　当該土地に係る農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金は、乙が負担する。
ウ　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表２に定めるところによるほかは、乙が負担する。
エ　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、乙が負担する。

　甲は、乙が借賃を１の各筆明細に定める日までに納入しない場合は、納入期限の翌日から支払いまでの間、年利14.6パーセントの割合で計算した金額を延滞金として徴
収することができる。

　この農用地利用集積等促進計画（以下「本計画」という。）の定めるところにより設定される権利は、１の各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

　本計画により賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者（以下「乙」という。）は、当該土地について転貸し、又は設定を受けた権利を譲渡してはならない。

　公益社団法人 秋田県農業公社（以下「甲」という。）に権利の設定をする者（以下「土地所有者」という。）、甲及び乙は、当該土地の１の各筆明細に記載された面
積と実測面積との間に差異があっても、異議を述べず、また、借賃の増減を請求しない。

　本計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法（昭和27年法律第229号）第52条の農業委員会が提供する借賃の動向や地域関係者による協議結果等を勘案して、
土地所有者、甲及び乙が協議して定める額に改訂する。

　乙は、甲が本計画を実行するにつき必要とする諸経費として、１契約あたり5,000円の手数料を負担することとし、この手数料は、甲が乙の指定する口座から初回の借
賃に加えて引き落とすものとする。

　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、甲及び乙が協議の上、相当と認められる期日までそ
の支払を猶予する。

　賃借権の目的物が農地である場合で、目的物の乙から甲に対して農地法第20条又は民法（明治29年法律第89号）第609条の規定に基づく借賃の減額請求があった場合
には、甲は土地所有者に対して、借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は、土地所有者、甲及び乙が協議して定める。
　目的物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合で、甲又は乙の責めに帰することができない事由によるときは、賃料はその使
用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額され、目的物が使用及び収益をすることが可能となったときは減額前の賃料に戻る。なお、賃料の減額
の時期及び減額前の賃料に戻る時期並びに減額の割合については、作物の作付・収穫の状況を踏まえて土地所有者、甲及び乙が協議して定める。

　土地所有者は、甲及び乙の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他土
地所有者において修繕することができない場合で土地所有者の同意を得たときは、甲が修繕し又は乙に修繕させることができる。この場合において、甲又は乙が修繕の
費用を支出したときは、土地所有者に対して、その費用の償還を請求することができる。

　乙が、当該土地に果樹等の永年性作物、ハウス等の農業用施設（以下「附属物」という。）の設置を行う場合には、乙は市町村及び農業委員会に事前に相談を行い、
甲の同意を得る。また、乙が附属物の設置をした場合において、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、当該附属物を収去する義務は乙が負い、収去に要した経費も乙
の負担とする。
　甲は、アの同意を行う場合には、事前に乙が附属物の設置を行うことについて土地所有者の同意を得るとともに、乙に対してアの同意をする旨の通知を行う際には乙
が附属物の設置を行うことについて土地所有者も同意していることを併せて通知する。なお、乙が甲及び土地所有者の同意を得て附属物を設置した場合において、賃貸
借又は使用貸借が終了したときは、乙は土地所有者に対して直接当該附属物を収去する義務を負い、甲は土地所有者に対して収去の義務を負わない。
　ア及びイの規定にかかわらず、土地所有者が附属物を収去しないことに同意しているときに限り、甲及び乙は収去の義務を負わない。この場合、乙が支出した費用に
ついては、土地所有者が費用償還に同意している場合に限り、乙は土地所有者に対して償還の請求をすることができる。
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（12）賃貸借又は使用貸借の解除
　甲は、次のいずれかに該当するときは、知事の承認又は許可を受けて当該土地に係る賃貸借又は使用貸借を解除することができる。
ア　当該土地を適正に利用していないと認められるとき。
イ　正当な理由がなくて農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号。以下「機構法」という。）第21条第１項の規定による報告をしないとき。
ウ　農地法第６条の２第２項の規定による通知を受けたとき。
エ　正当な理由がなく賃料を支払わないときその他信義に反した行為をしたとき。
オ　その他民法及び関連法規に定める解除事由に該当したとき。

（13）賃貸借又は使用貸借の終了

（14）目的物の返還

（15）賃借権又は使用貸借による権利に関する事項の変更の禁止

（16）権利取得者の責務
ア　乙は、本計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。
イ

（17）農地中間管理機構関連農地整備事業の実施

（18）その他
　本計画に定めのない事項及び本計画に疑義が生じたときは、土地所有者、甲、乙及び本計画の認可者が協議して定める。

別表１　修繕費及び改良費の負担に係る特約事項

別表２　土地改良区の賦課金等に係る特約事項

　当該土地のうち、15年以上の期間で農地中間管理権が設定されているものについては、土地改良法第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。

　当該土地が、天災地変その他、甲及び乙並びに土地所有者の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができな
くなった場合には、当該土地に係る賃貸借又は使用貸借は終了する。

　賃貸借又は使用貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から３０日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する（附属物の取扱いについては（10）に
よる。）。ただし、災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　甲及び乙は、本計画に定めるところにより設定される権利に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び本計画の認可者が協議の上、真にやむを得ないと
認められる場合は、この限りでない。

　乙は、甲から機構法第21条第1項の規定により、賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況の報告を求められた場合には、甲に報告しなければならない。

修繕又は改良の工事名
甲及び乙並びに土地所有者の費用に関する

支払区分の内容
甲及び乙の支払額について土地所有者の

償還すべき額及び方法
備　　　　考

賦課金等の種類 負担区分(実負担者) 備　　　　考
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氏名 氏名

借受希望農家情報
農業者種別 農業者種別

認定農業者 認定農業者

農地所有適格法人 農地所有適格法人

農地中間管理事業規程による確認事項 基本構想水準到達者 基本構想水準到達者

（貸付先決定ルール） 認定就農者 認定就農者

（様式第８号の２）

貸付に係る確認書

借受希望者

地域計画 未掲載 地域計画 未掲載

確認事項

　農業経営の規模拡大又は経営耕地の分散錯圃の解消に資するものである。

　既に効率的かつ安定的な農業経営を行っている者の農業経営に支障を及ぼさないも
のである。

　新規参入者である場合は、効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるものであ
る。

　地域農業の健全な発展を旨としつつ、公平・適正に調整されたものである。

順位 1

※該当事項に○を記入。

地域計画を未策定 又は 地域計画の区域外
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【添付書類】
　賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

日

（ 人 ）

（ 人 ）

（ 人 ）

乾燥機

田植機

肥育豚

賃借権の設定等を
受ける者の主な農
機具の所有状況

（Ｆ）

数　量 種　類 数　量

ｺﾝﾊﾞｲﾝ

本人用

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用
地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況

その他

農業
補助者

ﾄﾗｸﾀｰ

籾摺機

人

人

繁殖豚

人

農業専従者

主として農業
に従事する者

人 鶏

人日

肉用牛

乳用牛

 ㎡  ㎡

男

採　草

放牧地

農　　地

農　　地

採　草

放牧地
女

世帯員
農業従事者

（うち15歳以上65歳未満の者）
種　類

雇用労働力

（年間延べ労働日
数）

従として農業
に従事する者

人

（個人）

整理番号 氏名又は名称 年齢 歳 農作業従事日数

賃借権の設定等を受ける土地の
面積（Ａ）

賃借権の設定等を受ける者が耕
作又は養畜の事業に供している

農用地の面積（Ｂ）

賃借権の設定
等を受ける者の
主たる経営作

目（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける者の世帯員の農作業従事及び雇
用労働力の状況（Ｄ）

賃借権の設定等を
受ける者の主な家
畜の飼育状況（Ｅ）
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（農地所有適格法人）【添付書類】 本人用

整理番号 人日

農 畜 産
物名
現在

権利取得後

取得1

種　類 数　量 種　類 数　量

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

3年前 3年前 肉用牛 田植機

2年前 2年前 繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

1年前 1年前 肥育豚 乾燥機

初年度 初年度 鶏 籾摺機

2年目 2年目

3年目 3年目

前年実績 見込み 前年実績 見込み

農　地

事業の実施状況及び事業計画（円）

採　草
放牧地

左記以外の事業の内容

取得3

権利取得後

関連事業等の内容

現在

権利取得後

取得2

左記以外の事業

農地所有適格法人の名称

採　草
放牧地

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の構成員の状況（Ｄ）

その他

法人と構成
員との取引
関係等の内
容

法人への農地等の権
利設定・移転

前年実績 見込み

農業

賃借権の設定等を受
ける土地の面積
（Ａ）

       　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける農地所有適格法
人が耕作又は養畜の
事業に供している農
用地の面積（Ｂ）
         　　　㎡

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の事業の状況（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の業務執行役員の状況（Ｅ）

　
雇用労働力

(年間延日数)

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な家畜
の 飼 育 状 況
（Ｆ）

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な農機
具の所有の状
況（Ｇ）

事業の種類

農　地

現在

議決権又
は株式の
数

年間農業従事日数
氏名・名

称

年間農業従事日数

年間農作業従事日数
氏　名 住　所

面　積
　　㎡

権利の
種　類

役職名

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の
農用地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況
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（農地所有適格法人以外の法人） 本人用

【添付書類】

整理番号 人日

前　年
実　績

見込み

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

肉用牛 田植機

繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

肥育豚 乾燥機

鶏 籾摺機

地域との役割分担の状況
賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用地等の農
業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

種　類 数　量 種　類 数　量

採　草
放牧地

採　草
放牧地その他

農　地

農　地

賃借権の設定等
を受ける法人の
主な農機具の所
有の状況（Ｇ）

法人の名称
雇用労働力

（年間延日数）

賃借権の設定等を受
け る 土 地 の 面 積
（Ａ）

　　　　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける法人が耕作又は
養畜の事業に供して
いる農用地の面積
（Ｂ）
　
㎡

賃借 権 の 設
定等 を 受 け
る法 人 の 主
たる 生 産 作
物（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける法人の業務執行役員等の状況（Ｄ）
賃借権の設定等
を受ける法人の
主な家畜の飼育
状況（Ｆ）

氏名 役職名 住所

年間農業従事日数
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年
月

日

公
益

社
団

法
人

〒

私
は

、
上

記
の

振
替

支
払

先
か

ら
請

求
さ

れ
た

賃
借

料
等

の
口

座
振

替
支

払
い

に
関

し
、

農
業

協
同

組
合

に

対
し

て
、

次
の

通
り

依
頼

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

秋 田 県 農 業 公 社 使 用 欄

農 業 協 同 組 合 使 用 欄

確
認

日

確
認

印
備

　
考

日
年

月
令

和

店
舗

名

公
社

提
出

用

秋
田

県
農

業
公

社

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書

令
和

御
中

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

預
金

種
目

口
座

番
号

指
定

口
座

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

農
協

名

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

住
　

所

電
話

番
号

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

フ
リ

ガ
ナ

氏
　

名
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年
月

日

農
業

協
同

組
合

 
御

中

〒

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

記

1 2
．

私
は

振
替

日
に

指
定

口
座

の
残

高
が

、
請

求
金

額
に

対
し

不
足

し
な

い
よ

う
必

要
な

措
置

を
講

じ
ま

す
。

3 4

農
協

用

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書

令
和

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

店
舗

名

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

指
定

口
座

預
金

種
目

口
座

番
号

農
協

名

組
合

使
用

欄

．
貴

組
合

が
必

要
と

認
め

た
場

合
は

、
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

こ
の

口
座

振
替

契
約

を
解

除
さ

れ
て

も
異

議
あ

り
ま

せ
ん

。

．
本

取
扱

に
関

し
て

万
一

紛
議

が
生

じ
て

も
貴

組
合

に
は

一
切

迷
惑

を
お

か
け

し
ま

せ
ん

。

．
私

が
支

払
う

べ
き

賃
借

料
等

に
つ

い
て

は
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

毎
年

振
替

指
定

日
に

貴
組

合
所

定
の

方
法

で
支

払
っ

て
下

さ
い

。

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者
フ

リ
ガ

ナ

  
私

は
、

上
記

の
振
替

支
払

先
か
ら

請
求

さ
れ
た

賃
借

料
等

を
次
の

口
座

振
替
に

よ
っ

て
支
払

う
こ

と
と

し
た

い
の

で
、
下

記
事

項
を
確

約
の

う
え
依

頼
し

ま
す

。

　

住
　

所

電
話

番
号

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

氏
　

名
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記

 
 
理

 
事

 
長

 
　

齋
　

藤
　

　
了

　
様

年
月

日

住
所

氏
名

（
自

署
） 地
　

目

大
字

字
登

記
簿

現
況

筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡
計

転
借

人

承
　

諾
　

書

　
今

般
、

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
と

土
地

賃
貸

借
契

約
を

し
た

下
記

土
地

の
一

部
又

は
全

部

に
抵

当
権

等
が

設
定

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

競
売

等
の

申
し

立
て

に
よ

り
、

裁
判

所
か

ら
農

業
委

員
会

に

照
会

書
が

送
付

さ
れ

た
場

合
、

下
記

事
項

に
同

意
す

る
こ

と
を

確
約

し
ま

す
。

１
．

公
社

と
の

協
議

に
誠

意
を

持
っ

て
応

じ
る

こ
と

。

２
．

協
議

の
結

果
、

解
約

せ
ざ

る
を

得
な

い
事

態
と

な
っ

た
場

合
、

異
議

無
く

解
約

に
応

じ
る

こ
と

。

公
益

社
団

法
人

 
秋

田
県

農
業

公
社

令
和

土
地

の
表

示
： 所

　
在

面
　

積

m
2

合
　

計
地

番

田 そ の 他畑
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

賦
課
金

徴
収
補

助
簿

受
付

印

関
係

帳
簿

更
正

済
印

賦
課
金
シ

ス
テ
ム

決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

電
話

番
号

 
 

組
合

員
番

号
氏

名

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

住
所

住
所

氏
名

生
年

月
日

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

大
字

字
地

番
地

積
資

格
得

喪
資

格
得

喪
付

記
(
㎡

)
原

因
時

期

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

賦
課
金

シ
ス
テ

ム
賦
課

金
徴
収

補
助
簿

耕
作

者
支

払
所

有
者

支
払

維
持

管
理

賦
課

金

関
係

帳
簿

更
正

済
印

事
業

償
還

賦
課

金

決 裁

受
付

印

経
常

賦
課

金

賦
課

種
別

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

(
㎡

)
原

因
時

期
大

字
字

地
番

生
年

月
日

電
話

番
号

氏
名

 
 

住
所

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

組
合

員
番

号
氏

名

住
所
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（
公

社
貸

付
）

◆
提

出
書

類
　
※

部
数
は

１
契

約
当
た

り

□
3
部

□
3
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

◆
そ

の
他

必
要

書
類

法
人

の
場

合

□
1
部

市
町

村
が

促
進

計
画

（
案

）
を

提
出

す
る

場
合

□
1
部

◆
書

類
提

出
前

の
確

認
事

項

□
今

回
契

約
す

る
農

地
は

地
域

計
画

未
策

定
（

又
は

地
域

計
画

の
区

域
外

）
で

す
か

。

※
　

地
域

計
画

の
区

域
内

の
場

合
は

、
「

区
域

内
」

用
の

様
式

を
使

用
し

て
く

だ
さ

い
。

□
契

約
手

続
き

時
に

運
転

免
許

証
等

の
身

分
証

明
書

に
よ

り
、

契
約

者
の

本
人

確
認

を
実

施
し

ま
し

た
か

。

□
契

約
者

に
対

し
て

、
手

数
料

の
徴

収
や

賃
料

精
算

時
期

等
に

つ
い

て
説

明
し

ま
し

た
か

。

□
契

約
者

の
住

所
を

農
家

台
帳

等
か

ら
正

確
に

記
載

し
ま

し
た

か
。

（
×

1
-
1
 
⇒

 
○

1
番

地
1
、

1
番

1
号

 
な

ど
）

□
促

進
計

画
は

、
自

署
を

し
て

い
ま

す
か

。
法

人
の

場
合

は
社

判
も

可
。

□
土

地
改

良
区

賦
課

金
等

の
負

担
区

分
を

出
し

手
・

受
け

手
に

確
認

し
、

促
進

計
画

に
記

載
し

ま
し

た
か

。

□
農

業
者

種
別

（
認

定
農

業
者

等
）

等
に

つ
い

て
、

漏
れ

な
く

記
載

し
ま

し
た

か
。

□
法

人
の

場
合

、
定

款
は

添
付

し
て

い
ま

す
か

。
ま

た
、

添
付

省
略

可
能

か
確

認
し

ま
し

た
か

。

上
記

の
内

容
に

つ
い

て
、

確
認

し
ま

し
た

。

所
属

令
和

年
月

日

氏
名

（
自
署

）

部
数

備
　

考

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

書
類

名
等

部
数

備
　

考

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
案

）
公

社
用

、
認

可
先

用
、

本
人

用
※

押
印

不
要

添
付

書
類

個
人

用
、

農
地

所
有

適
格

法
人

用
、

農
地

所
有

適
格

法
人

以
外

の
法

人
用

の
い

ず
れ

か

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

土
地

改
良

区
の

受
益

地
は

必
要

貸
付

に
係

る
確

認
書

（
様

式
第

８
号

の
２

）

承
諾

書
１

筆
で

も
抵

当
権

が
設

定
さ

れ
て

い
れ

ば
必

要

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書

Ｊ
Ａ

の
確

認
印

を
押

印
し

た
上

、
提

出
。

過
去

に
機

構
と

契
約

し
て

お
り

同
一

口
座

を
使

用
す

る
場

合
不

要
貯

金
口

座
振

替
に

関
す

る
届

出
書

２
部

印
刷

。
１

部
は

Ｊ
Ａ

に
提

出
。

過
去

に
機

構
と

契
約

し
て

お
り

同
一

口
座

を
使

用
す

る
場

合
不

要

通
帳

の
コ

ピ
ー

金
融

機
関

は
Ｊ

Ａ
の

み
可

。
過

去
に

機
構

と
契

約
し

て
お

り
同

一
口

座
を

使
用

す
る

場
合

不
要

定
款

の
コ

ピ
ー

過
去

に
機

構
と

契
約

し
て

お
り

、
定

款
の

内
容

に
変

更
が

な
け

れ
ば

、
添

付
省

略
可

能
。

そ
の

場
合

は
、

各
筆

明
細

の
備

考
欄

に
「

定
款

変
更

な
し

」
と

記
入

書
類

名
等

書
類

名
等

部
数

備
　

考

農
業

委
員

会
へ

意
見

聴
取

し
た

結
果

市
町

村
が

計
画

（
案

）
を

提
出

す
る

場
合

の
み

。
農

業
委

員
会

か
ら

の
要

請
に

よ
る

場
合

は
不

要
。

地
域

計
画

を
未

策
定

又
は

地
域

計
画

の
区

域
外
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● 作成枚数

書類送付鑑 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

促進計画（案） 3 部

促進計画（案）添付書類 3 部

共通事項 3 部

認可要件チェックリスト 1 部

様式第8号の2 1 部

●　用紙印刷ボタン 承諾書 1 部

振替依頼書 2 部

振替届出書 1 部

組合員資格得喪通知 1 部

チェックリスト 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

●その他の添付書類

・本エクセルデータはメールで提出してください。

【連絡先】

秋田県秋田市山王四丁目１番２号

秋田県農業公社　農地集積第一課

電話：018-893-6223

chukankanri@ak-agri.or.jp

・市町村の意見(農業委員会からの要請の場合)

　様式第８号の１　農地貸付用紙（農用地利用集積等促進計画案）作成ファイル

公社　　　受け手

●　シート別選択操作ボタン

シートの選択

●　情報の入力 印刷部数

・定款の写し（法人の場合）

・農業委員会へ意見聴取した結果(市町村が案を提出する場合)

地 域 計 画 の

区 域 内

１部 農協窓口に提出
１部 公社へ提出

農業委員会が認可要件
チェックリストを提出
した場合は省略可能
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日
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0
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0(公
社

貸
付

）
地

域
計

画
の

区
域

内
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（ 令和 年 月 日 公告 ）

010-0951

面積

大字 字 地番 ㎡

田 筆 ㎡

畑 筆 ㎡ 筆

その他 筆 ㎡ ㎡

　　　この計画に同意する。

利用権の設定を受ける者 住所

利用権の設定をする者 住所

住所

本人用
利用権設定関係

1．各筆明細

利用権の設定を受ける者（Ａ）
（受け手）

住　所 氏　名　又
は　名　称

利用権を設定する土地（Ｃ）： 設定する利用権の内容（Ｄ)
利用権を設定する土地の（Ｂ）

以外の権原者等（Ｆ） 土地改良
区名(G)

備考
所在 地目 利用権

の種類
利用
内容

郵便番号

利用権の設定をする者（Ｂ）
（出し手）

住　所 秋田市山王四丁目１番２号 氏　名　又
は　名　称郵便番号

公益社団法人 秋田県農業公社

  理 事 長   齋　藤　　了

借賃
（円/10a）

借賃
住所 氏名又は名称

権原の
種　類登記簿 現況 円

電話番号 018-893-6223

電話番号
整理番号

円
存続期間(終期)合　　計

年借賃料 始期

（同上）

利用権を設定する者以外の者で利用権を設定する土地
につき所有権その他の使用収益権を有する者

借賃の支払い方法 毎年11月20日に賃借人の指定口座から引落しする。

公益社団法人　秋田県農業公社

（同上）

氏名又は名称 　理 事 長　　齋　藤　　了

氏名又は名称（自署）

（同上） 氏名又は名称 （同上）

地 域 計 画 の

区 域 内
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２．共通事項

（１）権利設定
　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」という。）の権利は、本計画の公告により設定される。

（２）転貸又は譲渡

（３）借賃の増減額請求

（４）借賃の改訂

（５）賃借人の負担

（６）借賃の延滞金

（７）借賃の支払猶予　

（８）借賃の減額
ア

イ

（９）修繕及び改良
ア

イ　甲は、土地所有者の同意を得て当該土地の改良を行い又は乙に改良を行わせることができる。ただし、その改良が軽微である場合には土地所有者の同意を要しない。
ウ　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に定めたものを除き、民法、土地改良法（昭和24年法律第195号）等の法令に従う。

（10）附属物の設置等
ア

イ

ウ

（11）租税公課等の負担
ア　当該土地に対する固定資産税その他の租税は、土地所有者が負担する。
イ　当該土地に係る農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金は、乙が負担する。
ウ　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表２に定めるところによるほかは、乙が負担する。
エ　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、乙が負担する。

　ア及びイの規定にかかわらず、土地所有者が附属物を収去しないことに同意しているときに限り、甲及び乙は収去の義務を負わない。この場合、乙が支出した費用に
ついては、土地所有者が費用償還に同意している場合に限り、乙は土地所有者に対して償還の請求をすることができる。

　乙は、甲が本計画を実行するにつき必要とする諸経費として、１契約あたり5,000円の手数料を負担することとし、この手数料は、甲が乙の指定する口座から初回の借
賃に加えて引き落とすものとする。

　目的物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合で、甲又は乙の責めに帰することができない事由によるときは、賃料はその使
用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額され、目的物が使用及び収益をすることが可能となったときは減額前の賃料に戻る。なお、賃料の減額
の時期及び減額前の賃料に戻る時期並びに減額の割合については、作物の作付・収穫の状況を踏まえて土地所有者、甲及び乙が協議して定める。

　乙が、当該土地に果樹等の永年性作物、ハウス等の農業用施設（以下「附属物」という。）の設置を行う場合には、乙は市町村及び農業委員会に事前に相談を行い、
甲の同意を得る。また、乙が附属物の設置をした場合において、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、当該附属物を収去する義務は乙が負い、収去に要した経費も乙
の負担とする。

　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、甲及び乙が協議の上、相当と認められる期日までそ
の支払を猶予する。

　賃借権の目的物が農地である場合で、目的物の乙から甲に対して農地法第20条又は民法（明治29年法律第89号）第609条の規定に基づく借賃の減額請求があった場合
には、甲は土地所有者に対して、借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は、土地所有者、甲及び乙が協議して定める。

　土地所有者は、甲及び乙の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他土
地所有者において修繕することができない場合で土地所有者の同意を得たときは、甲が修繕し又は乙に修繕させることができる。この場合において、甲又は乙が修繕の
費用を支出したときは、土地所有者に対して、その費用の償還を請求することができる。

　甲は、アの同意を行う場合には、事前に乙が附属物の設置を行うことについて土地所有者の同意を得るとともに、乙に対してアの同意をする旨の通知を行う際には乙
が附属物の設置を行うことについて土地所有者も同意していることを併せて通知する。なお、乙が甲及び土地所有者の同意を得て附属物を設置した場合において、賃貸
借又は使用貸借が終了したときは、乙は土地所有者に対して直接当該附属物を収去する義務を負い、甲は土地所有者に対して収去の義務を負わない。

　この農用地利用集積等促進計画（以下「本計画」という。）の定めるところにより設定される権利は、１の各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

　本計画により賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者（以下「乙」という。）は、当該土地について転貸し、又は設定を受けた権利を譲渡してはならない。

　公益社団法人 秋田県農業公社（以下「甲」という。）に権利の設定をする者（以下「土地所有者」という。）、甲及び乙は、当該土地の１の各筆明細に記載された面
積と実測面積との間に差異があっても、異議を述べず、また、借賃の増減を請求しない。

　本計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法（昭和27年法律第229号）第52条の農業委員会が提供する借賃の動向や地域関係者による協議結果等を勘案して、
土地所有者、甲及び乙が協議して定める額に改訂する。

　甲は、乙が借賃を１の各筆明細に定める日までに納入しない場合は、納入期限の翌日から支払いまでの間、年利14.6パーセントの割合で計算した金額を延滞金として徴
収することができる。
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（12）賃貸借又は使用貸借の解除
　甲は、次のいずれかに該当するときは、知事の承認又は許可を受けて当該土地に係る賃貸借又は使用貸借を解除することができる。
ア　当該土地を適正に利用していないと認められるとき。
イ　正当な理由がなくて農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号。以下「機構法」という。）第21条第１項の規定による報告をしないとき。
ウ　農地法第６条の２第２項の規定による通知を受けたとき。
エ　正当な理由がなく賃料を支払わないときその他信義に反した行為をしたとき。
オ　その他民法及び関連法規に定める解除事由に該当したとき。

（13）賃貸借又は使用貸借の終了

（14）目的物の返還

（15）賃借権又は使用貸借による権利に関する事項の変更の禁止

（16）権利取得者の責務
ア　乙は、本計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。
イ

（17）農地中間管理機構関連農地整備事業の実施

（18）その他
　本計画に定めのない事項及び本計画に疑義が生じたときは、土地所有者、甲、乙及び本計画の認可者が協議して定める。

別表１　修繕費及び改良費の負担に係る特約事項

別表２　土地改良区の賦課金等に係る特約事項

　甲及び乙は、本計画に定めるところにより設定される権利に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び本計画の認可者が協議の上、真にやむを得ないと
認められる場合は、この限りでない。

　乙は、甲から機構法第21条第1項の規定により、賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況の報告を求められた場合には、甲に報告しなければならない。

　当該土地のうち、15年以上の期間で農地中間管理権が設定されているものについては、土地改良法第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。

　当該土地が、天災地変その他、甲及び乙並びに土地所有者の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができな
くなった場合には、当該土地に係る賃貸借又は使用貸借は終了する。

　賃貸借又は使用貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から３０日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する（附属物の取扱いについては（10）に
よる。）。ただし、災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。

修繕又は改良の工事名
甲及び乙並びに土地所有者の費用に関する

支払区分の内容
甲及び乙の支払額について土地所有者の

償還すべき額及び方法
備　　　　考

賦課金等の種類 負担区分(実負担者) 備　　　　考
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氏名 氏名

借受希望農家情報
農業者種別 農業者種別

認定農業者 認定農業者

農地所有適格法人 農地所有適格法人

農地中間管理事業規程による確認事項 基本構想水準到達者 基本構想水準到達者

（貸付先決定ルール） 認定就農者 認定就農者

順位 1

※該当事項に○を記入
※「確認事項」に該当しない場合は、例外規定のうち、いずれかを満たす必要があります。

例外規定
（上記の確認事項に
該当しない場合、右
記のいずれかを満た
す必要があります）

　農業を担う者が不測の事態により営農を継続することが困難となる等、農作物の作
付時期等の都合で迅速に貸付けを行う必要があり、かつ、事後的に実情に即して地域
計画の変更が行われると見込まれる。

　不測の事態により農業を担う者に農用地等を貸し付けることが困難となったときに
備えて、あらかじめ地域計画に代替者を定めている場合であって、当該代替者に農用
地等を貸し付ける。

　農業を担う者に貸し付けるまでの間に、農業委員会その他の関係機関が認めた者に
一時的に貸し付ける（目標地図の達成に支障を生じない場合に限る）。

地域計画 掲載・未掲載 地域計画 掲載・未掲載

確認事項 　農業を担う者として目標地図に位置付けられた者である。

（様式第８号の２）

貸付に係る確認書

借受希望者

地域計画の区域内
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【添付書類】
　賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

日

（ 人 ）

（ 人 ）

（ 人 ）

乾燥機

田植機

肥育豚

賃借権の設定等を
受ける者の主な農
機具の所有状況

（Ｆ）

数　量 種　類 数　量

ｺﾝﾊﾞｲﾝ

本人用

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用
地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況

その他

農業
補助者

ﾄﾗｸﾀｰ

籾摺機

人

人

繁殖豚

人

農業専従者

主として農業
に従事する者

人 鶏

人日

肉用牛

乳用牛

 ㎡  ㎡

男

採　草

放牧地

農　　地

農　　地

採　草

放牧地
女

世帯員
農業従事者

（うち15歳以上65歳未満の者）
種　類

雇用労働力

（年間延べ労働日
数）

従として農業
に従事する者

人

（個人）

整理番号 氏名又は名称 年齢 歳 農作業従事日数

賃借権の設定等を受ける土地の
面積（Ａ）

賃借権の設定等を受ける者が耕
作又は養畜の事業に供している

農用地の面積（Ｂ）

賃借権の設定
等を受ける者の
主たる経営作

目（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける者の世帯員の農作業従事及び雇
用労働力の状況（Ｄ）

賃借権の設定等を
受ける者の主な家
畜の飼育状況（Ｅ）
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（農地所有適格法人）【添付書類】 本人用

整理番号 人日

農 畜 産
物名
現在

権利取得後

種　類 数　量 種　類 数　量

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

3年前 3年前 肉用牛 田植機

2年前 2年前 繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

1年前 1年前 肥育豚 乾燥機

初年度 初年度 鶏 籾摺機

2年目 2年目

3年目 3年目

前年実績 見込み 前年実績 見込み

農　地

事業の実施状況及び事業計画（円）

採　草
放牧地

左記以外の事業の内容

権利取得後

関連事業等の内容

現在

権利取得後

左記以外の事業

農地所有適格法人の名称

採　草
放牧地

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の構成員の状況（Ｄ）

その他

法人と構成
員との取引
関係等の内
容

法人への農地等の権
利設定・移転

前年実績 見込み

農業

賃借権の設定等を受
ける土地の面積
（Ａ）

       　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける農地所有適格法
人が耕作又は養畜の
事業に供している農
用地の面積（Ｂ）
         　　　㎡

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の事業の状況（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の業務執行役員の状況（Ｅ）

　
雇用労働力

(年間延日数)

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な家畜
の 飼 育 状 況
（Ｆ）

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な農機
具の所有の状
況（Ｇ）

事業の種類

農　地

現在

議決権又
は株式の
数

年間農業従事日数
氏名・名

称

年間農業従事日数

年間農作業従事日数
氏　名 住　所

面　積
　　㎡

権利の
種　類

役職名

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の
農用地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況
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（農地所有適格法人以外の法人） 本人用

【添付書類】

整理番号 人日

前　年
実　績

見込み

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

肉用牛 田植機

繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

肥育豚 乾燥機

鶏 籾摺機

地域との役割分担の状況
賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用地等の農
業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

種　類 数　量 種　類 数　量

採　草
放牧地

採　草
放牧地その他

農　地

農　地

賃借権の設定等
を受ける法人の
主な農機具の所
有の状況（Ｇ）

法人の名称
雇用労働力

（年間延日数）

賃借権の設定等を受
け る 土 地 の 面 積
（Ａ）

　　　　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける法人が耕作又は
養畜の事業に供して
いる農用地の面積
（Ｂ）
　
㎡

賃借 権 の 設
定等 を 受 け
る法 人 の 主
たる 生 産 作
物（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける法人の業務執行役員等の状況（Ｄ）
賃借権の設定等
を受ける法人の
主な家畜の飼育
状況（Ｆ）

氏名 役職名 住所

年間農業従事日数
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（
個
人

用
）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２

号
イ

○

第
２

号
ロ

○

（
注
１

）
「
該

当
状

況
」

に
は

、
要

件
を

満
た

す
場
合

に
は

「
○

」
を

記
載

す
る

。

（
注
２

）
「
判

断
理

由
」

に
は

、
各

要
件

を
満

た
す
と

判
断

し
た

根
拠

を
記

載
す

る
。

権
利

設
定

等
を

受
け
る

者
が

耕
作

又
は

養
畜
の

事
業

に
供

す
べ
き

農
用

地
の

全
て

を
効
率

的
に

利
用

し
て
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業
を

行
う

と
認

め
ら
れ

る

賃
借
権

・
使

用
貸

借
権
の

設
定

を
受

け
る

者
の
経

営
農

地
は

全
て
耕

作
さ

れ
て

お
り

、
保

有
す

る
機

械
、
農

作
業

に
従

事
す

る
者
の

状
況

等
か

ら
み
て

、
耕

作
の

事
業

に
供
す

べ
き

農
地

の
全
て

を
効

率
的

に
利

用
し
て

耕
作

事
業

を
行
う

と
見

込
ま

れ
る

。

権
利

設
定

等
を

受
け
る

者
が

耕
作

又
は

養
畜
の

事
業

に
必

要
な
農

作
業

に
常

時
従

事
す
る

と
認

め
ら

れ
る

賃
借
権

・
使

用
貸

借
権
の

設
定

を
受

け
る

者
は
、

農
作

業
を

行
う
必

要
が

あ
る

日
数

に
つ
い

て
農

作
業

に
従
事

す
る

と
見

込
ま

れ
る
。

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

に
係

る
認

可
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
農
地

中
間
管

理
機

構
か

ら
権

利
設

定
等

を
受

け
る
者

）
（

確
認

者
）

  

認
可

要
件

（
農

地
中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第
1
8
条

第
５

項
）

判
断
理

由
（

注
２
）
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（
農
地

所
有

適
格

法
人

用
）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２
号

イ
○

（
注
１

）
「

該
当

状
況

」
に

は
、

要
件

を
満

た
す

場
合

に
は

「
○
」

を
記

載
す

る
。

（
注
２

）
「

判
断

理
由

」
に

は
、

各
要

件
を

満
た

す
と

判
断

し
た
根

拠
を

記
載

す
る

。

認
可

要
件

（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
1
8
条

第
５

項
）

判
断

理
由

（
注
２
）

権
利
設

定
等

を
受

け
る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
の
事

業
に

供
す

べ
き
農

用
地

の
全

て
を

効
率
的

に
利

用
し

て
耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
を
行

う
と

認
め

ら
れ
る

賃
借

権
・

使
用

貸
借

権
の

設
定

を
受

け
る

者
の

経
営

農
地

は
全

て
耕

作
さ

れ
て

お
り
、

保
有

す
る

機
械

、
農

作
業

に
従

事
す

る
者

の
状

況
等

か
ら

み
て

、
耕

作
の

事
業

に
供

す
べ

き
農

地
の

全
て

を
効

率
的

に
利

用
し

て
耕

作
事

業
を

行
う

と
見

込
ま

れ
る
。

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

に
係

る
認

可
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
農
地

中
間

管
理

機
構

か
ら

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

）
（
確

認
者

）

 
 

上
記

の
者

に
つ
い

て
農

地
所

有
適

格
法

人
の

該
当

状
況

○
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（
農
地

所
有
適

格
法

人
以

外
の

法
人

用
）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２

号
イ

○

第
３

号
イ

○

第
３

号
ロ

○

（
注
１

）
「
該

当
状

況
」

に
は

、
要

件
を

満
た

す
場
合

に
は

「
○

」
を

記
載

す
る

。

（
注
２

）
「
判

断
理

由
」

に
は

、
各

要
件

を
満

た
す
と

判
断

し
た

根
拠

を
記

載
す

る
。

認
可

要
件

（
農

地
中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第
1
8
条

第
５

項
）

判
断
理

由
（

注
２
）

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

に
係

る
認

可
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
農
地

中
間
管

理
機

構
か

ら
権

利
設

定
等

を
受

け
る
者

）
（

確
認

者
）

  

権
利

設
定

等
を

受
け
る

者
が

耕
作

又
は

養
畜
の

事
業

に
供

す
べ
き

農
用

地
の

全
て

を
効
率

的
に

利
用

し
て
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業
を

行
う

と
認

め
ら
れ

る

賃
借
権

・
使

用
貸

借
権
の

設
定

を
受

け
る

者
の
経

営
農

地
は

全
て
耕

作
さ

れ
て

お
り

、
保

有
す

る
機

械
、
農

作
業

に
従

事
す

る
者
の

状
況

等
か

ら
み
て

、
耕

作
の

事
業

に
供
す

べ
き

農
地

の
全
て

を
効

率
的

に
利

用
し
て

耕
作

事
業

を
行
う

と
見

込
ま

れ
る

。

権
利

設
定

等
を

受
け
る

者
が

地
域

の
農

業
に
お

け
る

他
の

農
業
者

と
の

適
切

な
役

割
分
担

の
下

に
継

続
的
か

つ
安

定
的

に
農

業
経
営

を
行

う
と

見
込
ま

れ
る

道
路
、

水
路

、
た

め
池
等

の
共

同
利

用
施

設
の
取

り
決

め
を

遵
守
す

る
と

見
込

ま
れ

る
。

権
利

設
定

等
を

受
け
る

法
人

の
業

務
執

行
役
員

等
の

う
ち

１
人
以

上
の

者
が

そ
の

法
人
の

行
う

耕
作

又
は
養

畜
の

事
業

に
常

時
従
事

す
る

と
認

め
ら
れ

る

業
務
執

行
役

員
等

が
、
賃

借
権

・
使

用
貸

借
権
の

設
定

を
受

け
る
法

人
の

行
う

耕
作

の
事
業

に
常

時
従

事
す
る

と
見

込
ま

れ
る

。
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年
月

日

公
益

社
団

法
人

〒

私
は

、
上

記
の

振
替

支
払

先
か

ら
請

求
さ

れ
た

賃
借

料
等

の
口

座
振

替
支

払
い

に
関

し
、

農
業

協
同

組
合

に

対
し

て
、

次
の

通
り

依
頼

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

秋 田 県 農 業 公 社 使 用 欄

農 業 協 同 組 合 使 用 欄

確
認

日

確
認

印
備

　
考

日
年

月
令

和

店
舗

名

公
社

提
出

用

秋
田

県
農

業
公

社

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書

令
和

御
中

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

預
金

種
目

口
座

番
号

指
定

口
座

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

農
協

名

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

住
　

所

電
話

番
号

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

フ
リ

ガ
ナ

氏
　

名
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年
月

日

農
業

協
同

組
合

 
御

中

〒

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

記

1 2
．

私
は

振
替

日
に

指
定

口
座

の
残

高
が

、
請

求
金

額
に

対
し

不
足

し
な

い
よ

う
必

要
な

措
置

を
講

じ
ま

す
。

3 4

農
協

用

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書

令
和

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

店
舗

名

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

指
定

口
座

預
金

種
目

口
座

番
号

農
協

名

組
合

使
用

欄

．
貴

組
合

が
必

要
と

認
め

た
場

合
は

、
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

こ
の

口
座

振
替

契
約

を
解

除
さ

れ
て

も
異

議
あ

り
ま

せ
ん

。

．
本

取
扱

に
関

し
て

万
一

紛
議

が
生

じ
て

も
貴

組
合

に
は

一
切

迷
惑

を
お

か
け

し
ま

せ
ん

。

．
私

が
支

払
う

べ
き

賃
借

料
等

に
つ

い
て

は
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

毎
年

振
替

指
定

日
に

貴
組

合
所

定
の

方
法

で
支

払
っ

て
下

さ
い

。

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者
フ

リ
ガ

ナ

  
私

は
、

上
記

の
振
替

支
払

先
か
ら

請
求

さ
れ
た

賃
借

料
等

を
次
の

口
座

振
替
に

よ
っ

て
支
払

う
こ

と
と

し
た

い
の

で
、
下

記
事

項
を
確

約
の

う
え
依

頼
し

ま
す

。

　

住
　

所

電
話

番
号

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

氏
　

名
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記

 
 
理

 
事

 
長

 
　

齋
　

藤
　

　
了

　
様

年
月

日

住
所

氏
名

（
自

署
） 地
　

目

大
字

字
登

記
簿

現
況

筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡
計

転
借

人

承
　

諾
　

書

　
今

般
、

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
と

土
地

賃
貸

借
契

約
を

し
た

下
記

土
地

の
一

部
又

は
全

部

に
抵

当
権

等
が

設
定

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

競
売

等
の

申
し

立
て

に
よ

り
、

裁
判

所
か

ら
農

業
委

員
会

に

照
会

書
が

送
付

さ
れ

た
場

合
、

下
記

事
項

に
同

意
す

る
こ

と
を

確
約

し
ま

す
。

１
．

公
社

と
の

協
議

に
誠

意
を

持
っ

て
応

じ
る

こ
と

。

２
．

協
議

の
結

果
、

解
約

せ
ざ

る
を

得
な

い
事

態
と

な
っ

た
場

合
、

異
議

無
く

解
約

に
応

じ
る

こ
と

。

公
益

社
団

法
人

 
秋

田
県

農
業

公
社

令
和

土
地

の
表

示
： 所

　
在

面
　

積

m
2

合
　

計
地

番

田 そ の 他畑
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

賦
課
金

徴
収
補

助
簿

受
付

印

関
係

帳
簿

更
正

済
印

賦
課
金
シ

ス
テ
ム

決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

電
話

番
号

 
 

組
合

員
番

号
氏

名

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

住
所

住
所

氏
名

生
年

月
日

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

大
字

字
地

番
地

積
資

格
得

喪
資

格
得

喪
付

記
(
㎡

)
原

因
時

期

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

賦
課
金

シ
ス
テ

ム
賦
課

金
徴
収

補
助
簿

耕
作

者
支

払
所

有
者

支
払

維
持

管
理

賦
課

金

関
係

帳
簿

更
正

済
印

事
業

償
還

賦
課

金

決 裁

受
付

印

経
常

賦
課

金

賦
課

種
別

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

(
㎡

)
原

因
時

期
大

字
字

地
番

生
年

月
日

電
話

番
号

氏
名

 
 

住
所

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

組
合

員
番

号
氏

名

住
所
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（
公

社
貸

付
）

◆
提
出
書
類

　
※
部
数
は
１
契
約
当
た
り

□
3
部

□
3
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

◆
そ
の
他
必
要
書
類

法
人

の
場
合

□
1
部

市
町

村
が
促

進
計
画

（
案

）
を

提
出
す

る
場
合

□
1
部

農
業

委
員
会

か
ら
の

要
請

に
よ

る
場
合

□
1
部

◆
書
類
提
出
前
の
確
認
事
項

□
今
回

契
約
す

る
農

地
は

地
域
計

画
の
区

域
内
で

す
か

。

※
　

地
域
計

画
未

策
定

（
又
は

地
域
計

画
の
区

域
外

）
の

場
合
は

、
「
区

域
外
」

用
の

様
式

を
使
用

し
て
く

だ
さ
い

。

□
契
約
手
続
き
時
に
運
転
免
許
証
等
の
身
分
証
明
書
に
よ
り
、
契
約
者
の
本
人
確
認
を
実
施
し
ま
し
た
か
。

□
契
約
者
に
対
し
て
、
手
数
料
の
徴
収
や
賃
料
精
算
時
期
等
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
か
。

□
契
約
者
の
住
所
を
農
家
台
帳
等
か
ら
正
確
に
記
載
し
ま
し
た
か
。
（
×
1
-
1
 
⇒
 
○
1
番
地
1
、
1
番
1
号
 
な
ど
）

□
促
進
計
画
は
、
自
署
を
し
て
い
ま
す
か
。
法
人
の
場
合
は
社
判
も
可
。

□
土
地
改
良
区
賦
課
金
等
の
負
担
区
分
を
出
し
手
・
受
け
手
に
確
認
し
、
促
進
計
画
に
記
載
し
ま
し
た
か
。

□
農
業
者
種
別
（
認
定
農
業
者
等
）
等
に
つ
い
て
、
漏
れ
な
く
記
載
し
ま
し
た
か
。

□
法
人
の
場
合
、
定
款
は
添
付
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
添
付
省
略
可
能
か
確
認
し
ま
し
た
か
。

上
記
の
内
容
に
つ
い
て
、
確
認
し
ま
し
た
。

所
属

令
和

年
月

日

氏
名

（
自
署
）

書
類
名
等

部
数

備
　
考

市
町
村
の
意
見

農
業
委
員
会
か
ら
の
要
請
に
よ
る
場
合
の
み
。

市
町
村
が
計
画
（
案
）
を
提
出
す
る
場
合
は
不
要
。

書
類
名
等

部
数

備
　
考

農
業
委
員
会
へ
意
見
聴
取
し
た
結
果

市
町
村
が
計
画
（
案
）
を
提
出
す
る
場
合
の
み
。

農
業
委
員
会
か
ら
の
要
請
に
よ
る
場
合
は
不
要
。

部
数

備
　
考

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

書
類
名
等

部
数

備
　
考

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
案
）

公
社
用
、
認
可
先
用
、
本
人
用

※
押
印
不
要

添
付
書
類

個
人
用
、
農
地
所
有
適
格
法
人
用
、
農
地
所
有
適
格
法
人
以
外
の
法
人

用
の
い
ず
れ
か
。

た
だ
し
、
農
業
委
員
会
が
「
認
可
要
件
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
提
出
し

た
場
合
、
省
略
可
能
。

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
に
係
る

認
可
要
件
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者
が
「
地
域
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
農

業
を
担
う
者
」
で
あ
り
、
か
つ
、
農
業
委
員
会
が
認
可
要
件
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
を
提
出
し
た
場
合
は
、
「
添
付
書
類
」
の
省
略
が
可
能
。

個
人
用
、
農
地
所
有
適
格
法
人
用
、
農
地
所
有
適
格
法
人
以
外
の
法
人

用
の
い
ず
れ
か
を
提
出
。

組
合
員
資
格
得
喪
通
知
書

土
地
改
良
区
の
受
益
地
は
必
要

貸
付
に
係
る
確
認
書
（
様
式
第
８
号
の
２
）

承
諾
書

１
筆
で
も
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
必
要

貯
金
口
座
振
替
依
頼
書

Ｊ
Ａ
の
確
認
印
を
押
印
し
た
上
、
提
出
。
過
去
に
機
構
と
契
約
し
て
お

り
同
一
口
座
を
使
用
す
る
場
合
不
要

貯
金
口
座
振
替
に
関
す
る
届
出
書

２
部
印
刷
。
１
部
は
Ｊ
Ａ
に
提
出
。
過
去
に
機
構
と
契
約
し
て
お
り
同

一
口
座
を
使
用
す
る
場
合
不
要

通
帳
の
コ
ピ
ー

金
融
機
関
は
Ｊ
Ａ
の
み
可
。
過
去
に
機
構
と
契
約
し
て
お
り
同
一
口
座

を
使
用
す
る
場
合
不
要

定
款
の
コ
ピ
ー

過
去
に
機
構
と
契
約
し
て
お
り
、
定
款
の
内
容
に
変
更
が
な
け
れ
ば
、

添
付
省
略
可
能
。
そ
の
場
合
は
、
各
筆
明
細
の
備
考
欄
に
「
定
款
変
更

な
し
」
と
記
入

書
類
名
等

地
域

計
画

の

区
域

内
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● 作成枚数

書類送付鑑 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

促進計画（案） 3 部

促進計画（案）添付書類 3 部

共通事項 3 部

様式第8号の2 1 部

承諾書 1 部

●　用紙印刷ボタン 振替依頼書 2 部

振替届出書 1 部

組合員資格得喪通知 1 部

チェックリスト 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

●その他の添付書類

・本エクセルデータはメールで提出してください。

【連絡先】

秋田県秋田市山王四丁目１番２号

秋田県農業公社　農地集積第一課

電話：018-893-6223

chukankanri@ak-agri.or.jp

様式第９号「再配分」　農地貸付用紙（農用地利用集積等促進計画案）作成ファイル

公社　　　受け手

●　シート別選択操作ボタン

シートの選択

●　情報の入力 印刷部数

・定款の写し（法人の場合）

・農業委員会へ意見聴取した結果(市町村が案を提出
　する場合。農業委員会からの要請の場合は不要。)

地域計画を未策定

又は

地域計画の区域外

１部 農協窓口に提出
１部公社へ提出
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年
月

日

公
益

社
団

法
人

 
秋
田

県
農

業
公

社

 
 
理

 
事
 
長

 
 
 
齋
　

藤
　

　
了

　
 
様

　

令
和

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
案

）
の

送
付

に
つ

い
て

0
0

長
 
 

 
 
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進
に

関
す

る
法

律
第

１
９

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
の
案

を
提

出
し

ま
す

。
　

な
お
、

計
画

案
に

対
す

る
農
業

委
員

会
か

ら
の

意
見

は
別

紙
の

と
お

り
で

す
。

0(公
社

貸
付

）
地

域
計

画
を

未
策

定

又
は

地
域

計
画

の
区

域
外
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市町村控え用

第１　賃借権又は使用貸借による権利の設定関係

1．各筆明細

（氏名又は名称） （住所） 〒

(電話)

面積 借賃 借賃

市町村 大字 字 地番 登記簿 現況 ㎡ （円/10a） 円

田 筆 ㎡ 年借賃料 始期

畑 筆 ㎡ 筆

その他 筆 ㎡ ㎡

この計画に同意する。

利用権の設定を受ける者 住所 氏名又は名称（自署）

合　　計

（同上）

借賃の支払方法
毎年11月20日に賃借人の指定口座

から引落しする。存続期間
(終期)

備考

設定する権利（Ｃ）

土地改良区名(D)所在 地目

種類 内容

整理番号
権利の設定を受ける者の氏
名又は名称及び住所（Ａ）

権利を設定する土地（Ｂ）

農用地利用集積等促進計画（再配分）
地域計画を未策定

又は

地域計画の区域外
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２．共通事項

（１）権利設定
　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」という。）の権利は、本計画の公告により設定される。

（２）転貸又は譲渡

（３）借賃の増減額請求

（４）借賃の改訂

（５）賃借人の負担

（６）借賃の延滞金

（７）借賃の支払猶予　

（８）借賃の減額
ア

イ

（９）修繕及び改良
ア

イ　甲は、土地所有者の同意を得て当該土地の改良を行い又は乙に改良を行わせることができる。ただし、その改良が軽微である場合には土地所有者の同意を要しない。
ウ　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に定めたものを除き、民法、土地改良法（昭和24年法律第195号）等の法令に従う。

（10）附属物の設置等
ア

イ

ウ

（11）租税公課等の負担
ア　当該土地に対する固定資産税その他の租税は、土地所有者が負担する。
イ　当該土地に係る農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金は、乙が負担する。
ウ　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表２に定めるところによるほかは、乙が負担する。
エ　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、乙が負担する。

　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、甲及び乙が協議の上、相当と認められる期日までそ
の支払を猶予する。

　土地所有者は、甲及び乙の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他土
地所有者において修繕することができない場合で土地所有者の同意を得たときは、甲が修繕し又は乙に修繕させることができる。この場合において、甲又は乙が修繕の
費用を支出したときは、土地所有者に対して、その費用の償還を請求することができる。

　乙が、当該土地に果樹等の永年性作物、ハウス等の農業用施設（以下「附属物」という。）の設置を行う場合には、乙は市町村及び農業委員会に事前に相談を行い、
甲の同意を得る。また、乙が附属物の設置をした場合において、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、当該附属物を収去する義務は乙が負い、収去に要した経費も乙
の負担とする。

　賃借権の目的物が農地である場合で、目的物の乙から甲に対して農地法第20条又は民法（明治29年法律第89号）第609条の規定に基づく借賃の減額請求があった場合
には、甲は土地所有者に対して、借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は、土地所有者、甲及び乙が協議して定める。
　目的物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合で、甲又は乙の責めに帰することができない事由によるときは、賃料はその使
用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額され、目的物が使用及び収益をすることが可能となったときは減額前の賃料に戻る。なお、賃料の減額
の時期及び減額前の賃料に戻る時期並びに減額の割合については、作物の作付・収穫の状況を踏まえて土地所有者、甲及び乙が協議して定める。

　甲は、アの同意を行う場合には、事前に乙が附属物の設置を行うことについて土地所有者の同意を得るとともに、乙に対してアの同意をする旨の通知を行う際には乙
が附属物の設置を行うことについて土地所有者も同意していることを併せて通知する。なお、乙が甲及び土地所有者の同意を得て附属物を設置した場合において、賃貸
借又は使用貸借が終了したときは、乙は土地所有者に対して直接当該附属物を収去する義務を負い、甲は土地所有者に対して収去の義務を負わない。
　ア及びイの規定にかかわらず、土地所有者が附属物を収去しないことに同意しているときに限り、甲及び乙は収去の義務を負わない。この場合、乙が支出した費用に
ついては、土地所有者が費用償還に同意している場合に限り、乙は土地所有者に対して償還の請求をすることができる。

　甲は、乙が借賃を１の各筆明細に定める日までに納入しない場合は、納入期限の翌日から支払いまでの間、年利14.6パーセントの割合で計算した金額を延滞金として徴
収することができる。

　この農用地利用集積等促進計画（以下「本計画」という。）の定めるところにより設定される権利は、１の各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

　公益社団法人 秋田県農業公社（以下「甲」という。）に権利の設定をする者（以下「土地所有者」という。）、甲及び乙は、当該土地の１の各筆明細に記載された面
積と実測面積との間に差異があっても、異議を述べず、また、借賃の増減を請求しない。

　本計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法（昭和27年法律第229号）第52条の農業委員会が提供する借賃の動向や地域関係者による協議結果等を勘案して、
土地所有者、甲及び乙が協議して定める額に改訂する。

　乙は、甲が本計画を実行するにつき必要とする諸経費として、１契約あたり5,000円の手数料を負担することとし、この手数料は、甲が乙の指定する口座から初回の借
賃に加えて引き落とすものとする。

　本計画により賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者（以下「乙」という。）は、当該土地について転貸し、又は設定を受けた権利を譲渡してはならない。
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（12）賃貸借又は使用貸借の解除
　甲は、次のいずれかに該当するときは、知事の承認又は許可を受けて当該土地に係る賃貸借又は使用貸借を解除することができる。
ア　当該土地を適正に利用していないと認められるとき。
イ　正当な理由がなくて農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号。以下「機構法」という。）第21条第１項の規定による報告をしないとき。
ウ　農地法第６条の２第２項の規定による通知を受けたとき。
エ　正当な理由がなく賃料を支払わないときその他信義に反した行為をしたとき。
オ　その他民法及び関連法規に定める解除事由に該当したとき。

（13）賃貸借又は使用貸借の終了

（14）目的物の返還

（15）賃借権又は使用貸借による権利に関する事項の変更の禁止

（16）権利取得者の責務
ア　乙は、本計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。
イ

（17）農地中間管理機構関連農地整備事業の実施

（18）その他
　本計画に定めのない事項及び本計画に疑義が生じたときは、土地所有者、甲、乙及び本計画の認可者が協議して定める。

別表１　修繕費及び改良費の負担に係る特約事項

別表２　土地改良区の賦課金等に係る特約事項

　賃貸借又は使用貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から３０日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する（附属物の取扱いについては（10）に
よる。）。ただし、災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　甲及び乙は、本計画に定めるところにより設定される権利に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び本計画の認可者が協議の上、真にやむを得ないと
認められる場合は、この限りでない。

修繕又は改良の工事名
甲及び乙並びに土地所有者の費用に関する

支払区分の内容
甲及び乙の支払額について土地所有者の

償還すべき額及び方法
備　　　　考

　当該土地が、天災地変その他、甲及び乙並びに土地所有者の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができな
くなった場合には、当該土地に係る賃貸借又は使用貸借は終了する。

　乙は、甲から機構法第21条第1項の規定により、賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況の報告を求められた場合には、甲に報告しなければならない。

　当該土地のうち、15年以上の期間で農地中間管理権が設定されているものについては、土地改良法第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。

賦課金等の種類 負担区分(実負担者) 備　　　　考
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氏名 氏名

借受希望農家情報
農業者種別 農業者種別

認定農業者 認定農業者

農地所有適格法人 農地所有適格法人

農地中間管理事業規程による確認事項 基本構想水準到達者 基本構想水準到達者

（貸付先決定ルール） 認定就農者 認定就農者

順位 1

※該当事項に○を記入。

地域計画 未掲載 地域計画 未掲載

確認事項

　農業経営の規模拡大又は経営耕地の分散錯圃の解消に資するものである。

　既に効率的かつ安定的な農業経営を行っている者の農業経営に支障を及ぼさないも
のである。

　新規参入者である場合は、効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるものであ
る。

　地域農業の健全な発展を旨としつつ、公平・適正に調整されたものである。

（様式第８号の２）

貸付に係る確認書

借受希望者

地域計画を未策定 又は 地域計画の区域外
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【添付書類】
　賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

日

（ 人 ）

（ 人 ）

（ 人 ）

（個人）

整理番号 氏名又は名称 年齢 29 歳 農作業従事日数

賃借権の設定等を受ける土地の
面積（Ａ）

賃借権の設定等を受ける者が耕
作又は養畜の事業に供している

農用地の面積（Ｂ）

賃借権の設定
等を受ける者の
主たる経営作

目（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける者の世帯員の農作業従事及び雇
用労働力の状況（Ｄ）

賃借権の設定等を
受ける者の主な家
畜の飼育状況（Ｅ）

農業従事者

（うち15歳以上65歳未満の者）
種　類

雇用労働力

（年間延べ労働日
数）

従として農業
に従事する者

人

 ㎡  ㎡

男

採　草

放牧地

農　　地

農　　地

採　草

放牧地
女

世帯員

人

繁殖豚

人

農業専従者

主として農業
に従事する者

人 鶏

人日

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用
地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況

その他

農業
補助者

ﾄﾗｸﾀｰ

籾摺機

人

市町村控え用

肉用牛

乾燥機

田植機

賃借権の設定等を
受ける者の主な農
機具の所有状況

（Ｆ）

数　量 種　類 数　量

ｺﾝﾊﾞｲﾝ

肥育豚

乳用牛
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（農地所有適格法人）【添付書類】 市町村控え用

整理番号 人日

農 畜 産
物名
現在

権利取得後

種　類 数　量 種　類 数　量

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

3年前 3年前 肉用牛 田植機

2年前 2年前 繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

1年前 1年前 肥育豚 乾燥機

初年度 初年度 鶏 籾摺機

2年目 2年目

3年目 3年目

前年実績 見込み 前年実績 見込み

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の
農用地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況

議決権又
は株式の
数

年間農業従事日数
氏名・名

称

年間農業従事日数

年間農作業従事日数
氏　名 住　所

面　積
　　㎡

権利の
種　類

役職名

農地所有適格法人の名称

採　草
放牧地

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の構成員の状況（Ｄ）

その他

法人と構成
員との取引
関係等の内
容

法人への農地等の権
利設定・移転

前年実績 見込み

農業

賃借権の設定等を受
ける土地の面積
（Ａ）

       　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける農地所有適格法
人が耕作又は養畜の
事業に供している農
用地の面積（Ｂ）
         　　　㎡

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の事業の状況（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の業務執行役員の状況（Ｅ）

　
雇用労働力

(年間延日数)

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な家畜
の 飼 育 状 況
（Ｆ）

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な農機
具の所有の状
況（Ｇ）

事業の種類

農　地

現在

農　地

事業の実施状況及び事業計画（円）

採　草
放牧地

左記以外の事業の内容

権利取得後

関連事業等の内容

現在

権利取得後

左記以外の事業
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（農地所有適格法人以外の法人） 市町村控え用

【添付書類】

整理番号 人日

前　年
実　績

見込み

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

肉用牛 田植機

繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

肥育豚 乾燥機

鶏 籾摺機

地域との役割分担の状況

賃借権の設定等を受
け る 土 地 の 面 積
（Ａ）

　　　　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける法人が耕作又は
養畜の事業に供して
いる農用地の面積
（Ｂ）
　
㎡

賃借 権 の 設
定等 を 受 け
る法 人 の 主
たる 生 産 作
物（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける法人の業務執行役員等の状況（Ｄ）
賃借権の設定等
を受ける法人の
主な家畜の飼育
状況（Ｆ）

氏名 役職名 住所

年間農業従事日数

賃借権の設定等
を受ける法人の
主な農機具の所
有の状況（Ｇ）

法人の名称
雇用労働力

（年間延日数）

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用地等の農
業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

種　類 数　量 種　類 数　量

採　草
放牧地

採　草
放牧地その他

農　地

農　地
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年
月

日

公
益

社
団

法
人

〒

私
は

、
上

記
の

振
替

支
払

先
か

ら
請

求
さ

れ
た

賃
借

料
等

の
口

座
振

替
支

払
い

に
関

し
、

農
業

協
同

組
合

に

対
し

て
、

次
の

通
り

依
頼

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

指
定

口
座

口
座

番
号

預
金

種
目

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

氏
　

名
　

フ
リ

ガ
ナ

農
協

名
店

舗
名

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

公
社

提
出

用

秋
田

県
農

業
公

社

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

振
替

支
払

先
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書

令
和

御
中

住
　

所

電
話

番
号

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

農 業 協 同 組 合 使 用 欄

確
認

日

確
認

印
備

　
考

日
年

月
令

和

秋 田 県 農 業 公 社 使 用 欄
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年
月

日

農
業

協
同

組
合

 
御

中

〒

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

記

1 2
．

私
は

振
替

日
に

指
定

口
座

の
残

高
が

、
請

求
金

額
に

対
し

不
足

し
な

い
よ

う
必

要
な

措
置

を
講

じ
ま

す
。

3 4

氏
　

名
　

 
 
私

は
、

上
記

の
振

替
支
払

先
か

ら
請

求
さ
れ

た
賃

借
料

等
を
次

の
口

座
振

替
に
よ

っ
て

支
払
う

こ

と
と

し
た

い
の

で
、

下
記
事

項
を

確
約

の
う
え

依
頼

し
ま

す
。

農
協

名
店

舗
名

預
金

種
目

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

指
定

口
座

口
座

番
号

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者
フ

リ
ガ

ナ

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

電
話

番
号

住
　

所

組
合

使
用

欄

．
貴

組
合

が
必

要
と

認
め

た
場

合
は

、
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

こ
の

口
座

振
替

契
約

を
解

除
さ

れ
て

も
異

議
あ

り
ま

せ
ん

。

．
本

取
扱

に
関

し
て

万
一

紛
議

が
生

じ
て

も
貴

組
合

に
は

一
切

迷
惑

を
お

か
け

し
ま

せ
ん

。

．
私

が
支

払
う

べ
き

賃
借

料
等

に
つ

い
て

は
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

毎
年

振
替

指
定

日
に

貴
組

合
所

定
の

方
法

で
支

払
っ

て
下

さ
い

。

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

農
協

用

賃
借

料
等

料
金

等
の

種
類

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書

令
和
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記

 
 
理

 
事

 
長

 
　

齋
　

藤
　

　
了

　
様

年
月

日

住
所

氏
名

（
自

署
） 地
　

目

大
字

字
登

記
簿

現
況

筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡

畑

承
　

諾
　

書

　
今

般
、

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
と

土
地

賃
貸

借
契

約
を

し
た

下
記

土
地

の
一

部
又

は
全

部

に
抵

当
権

等
が

設
定

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

競
売

等
の

申
し

立
て

に
よ

り
、

裁
判

所
か

ら
農

業
委

員
会

に

照
会

書
が

送
付

さ
れ

た
場

合
、

下
記

事
項

に
同

意
す

る
こ

と
を

確
約

し
ま

す
。

１
．

公
社

と
の

協
議

に
誠

意
を

持
っ

て
応

じ
る

こ
と

。

２
．

協
議

の
結

果
、

解
約

せ
ざ

る
を

得
な

い
事

態
と

な
っ

た
場

合
、

異
議

無
く

解
約

に
応

じ
る

こ
と

。

公
益

社
団

法
人

 
秋

田
県

農
業

公
社

令
和

土
地

の
表

示
： 所

　
在

面
　

積

m
2

合
　

計
地

番

田

転
借

人

計そ の 他
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

理
 
事

 
長

　
　

齋
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了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

(
㎡

)
原

因
時

期

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

組
合

員
番

号
氏

名

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

住
所

住
所

氏
名

電
話

番
号

 
 

生
年

月
日

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

大
字

字
地

番

賦
課

金
徴
収

補
助
簿

受
付

印

関
係

帳
簿

更
正

済
印

賦
課
金

シ
ス
テ

ム
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

(
㎡

)
原

因
時

期

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

賦
課
金
シ

ス
テ
ム

賦
課
金

徴
収
補

助
簿

維
持

管
理

賦
課

金

耕
作

者
支

払
所

有
者

支
払

賦
課

種
別

関
係

帳
簿

更
正

済
印

事
業

償
還

賦
課

金

決 裁

受
付

印

経
常

賦
課

金

大
字

字
地

番
土

地
の

所
在

地
地

目
用

途

生
年

月
日

電
話

番
号

氏
名

 
 

住
所

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

組
合

員
番

号
氏

名

住
所
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（
公

社
貸

付
）

◆
提

出
書

類
　
※
部

数
は
１

契
約
当

た
り

□
3
部

□
3
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

◆
そ

の
他

必
要

書
類

法
人

の
場

合

□
1
部

市
町

村
が

促
進

計
画

（
案

）
を

提
出

す
る

場
合

□
1
部

◆
書

類
提

出
前

の
確

認
事

項

□
今

回
契

約
す

る
農

地
は

地
域

計
画

の
区

域
外

（
未

策
定

も
含

む
）
で

す
か

。

□
契

約
手

続
き

時
に

運
転

免
許

証
等

の
身

分
証

明
書

に
よ

り
、

契
約

者
の

本
人

確
認

を
実

施
し

ま
し

た
か

。

□
契

約
者

に
対

し
て

、
手

数
料

の
徴

収
や

賃
料

精
算

時
期

等
に

つ
い

て
説

明
し

ま
し

た
か

。

□
契

約
者

の
住

所
を

農
家

台
帳

等
か

ら
正

確
に

記
載

し
ま

し
た

か
。

（
×

1
-
1
 
⇒

 
○

1
番

地
1
、

1
番

1
号

 
な

ど
）

□
促

進
計

画
は

、
自

署
を

し
て

い
ま

す
か

。
法

人
の

場
合

は
社

判
も

可
。

□
土

地
改

良
区

賦
課

金
等

の
負

担
区

分
を

出
し

手
・

受
け

手
に

確
認

し
、

促
進

計
画

に
記

載
し

ま
し

た
か

。

□
農

業
者

種
別

（
認

定
農

業
者

等
）

等
に

つ
い

て
、

漏
れ

な
く

記
載

し
ま

し
た

か
。

□
法

人
の

場
合

、
定

款
は

添
付

し
て

い
ま

す
か

。
ま

た
、

添
付

省
略

可
能

か
確

認
し

ま
し

た
か

。

上
記

の
内

容
に

つ
い

て
、

確
認

し
ま

し
た

。

所
属

令
和

年
月

日

氏
名

（
自

署
）

書
類

名
等

部
数

備
　

考

定
款

の
コ

ピ
ー

過
去

に
機

構
と

契
約

し
て

お
り

、
定

款
の

内
容

に
変

更
が

な
け

れ
ば

、
添

付
省

略
可

能
。

そ
の

場
合

は
、

各
筆

明
細

の
備

考
欄

に
「

定
款

変
更

な
し

」
と

記
入

書
類

名
等

部
数

備
　

考

農
業

委
員

会
へ

意
見

聴
取

し
た

結
果

市
町

村
が

計
画

（
案

）
を

提
出

す
る

場
合

の
み

。
農

業
委

員
会

か
ら

の
要

請
に

よ
る

場
合

は
不

要
。

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書
Ｊ

Ａ
の

確
認

印
を

押
印

し
た

上
、

提
出

。
過

去
に

機
構

と
契

約
し

て
お

り
同

一
口

座
を

使
用

す
る

場
合

不
要

通
帳

の
コ

ピ
ー

金
融

機
関

は
Ｊ

Ａ
の

み
可

。
過

去
に

機
構

と
契

約
し

て
お

り
同

一
口

座
を

使
用

す
る

場
合

不
要

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

土
地

改
良

区
の

受
益

地
は

必
要

貸
付

に
係

る
確

認
書

（
様

式
第

８
号

の
２

）

承
諾

書
１

筆
で

も
抵

当
権

が
設

定
さ

れ
て

い
れ

ば
必

要

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書
２

部
印

刷
。

１
部

は
Ｊ

Ａ
に

提
出

。
過

去
に

機
構

と
契

約
し

て
お

り
同

一
口

座
を

使
用

す
る

場
合

不
要

添
付

書
類

個
人

用
、

農
地

所
有

適
格

法
人

用
、

農
地

所
有

適
格

法
人

以
外

の
法

人
用

の
い

ず
れ

か

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

書
類

名
等

部
数

備
　

考

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
案

）
認

可
先

用
、

公
社

用
、

本
人

用

地
域

計
画

を
未

策
定

又
は

地
域

計
画

の
区

域
外
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● 作成枚数

書類送付鑑 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

促進計画（案） 3 部

促進計画（案）添付書類 3 部

共通事項 3 部

認可要件チェックリスト 1 部

様式第8号の2 1 部

●　用紙印刷ボタン 承諾書 1 部

振替依頼書 2 部

振替届出書 1 部

組合員資格得喪通知 1 部

チェックリスト 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

●その他の添付書類

・本エクセルデータはメールで提出してください。

【連絡先】

秋田県秋田市山王四丁目１番２号

秋田県農業公社　農地集積第一課

電話：018-893-6223

chukankanri@ak-agri.or.jp

・市町村の意見(農業委員会からの要請の場合)

・農業委員会へ意見聴取した結果(市町村が案を提出する場合)

様式第９号「再配分」　農地貸付用紙（農用地利用集積等促進計画案）作成ファイル

公社　　　受け手

●　シート別選択操作ボタン

シートの選択

●　情報の入力 印刷部数

・定款の写し（法人の場合）

地 域 計 画 の

区 域 内

１部 農協窓口に提出
１部 公社へ提出

農業委員会が認可要件
チェックリストを提出
した場合は省略可能
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年
月

日

公
益
社

団
法

人
 
秋

田
県
農

業
公

社

 
 
理
 
事

 
長

  
 
齋

　
藤
　

　
了

　
 
様

　

令
和

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
案

）
の

送
付

に
つ

い
て

0
0

長
 
 

 
 
農
地

中
間

管
理

事
業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
１

９
条

第
２

項
の

規
定
に

よ
り

、
農

用
地
利

用
集

積
等

促
進
計

画
の

案
を

提
出

し
ま

す
。

　
な
お

、
計

画
案

に
対
す

る
農

業
委

員
会

か
ら

の
意

見
は

別
紙

の
と

お
り
で

す
。

0(公
社

貸
付

）
地

域
計

画
の

区
域

内
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市町村控え用

第１　賃借権又は使用貸借による権利の設定関係

1．各筆明細

（氏名又は名称） （住所） 〒

(電話)

面積 借賃 借賃

市町村 大字 字 地番 登記簿 現況 ㎡ （円/10a） 円

田 筆 ㎡ 年借賃料 始期

畑 筆 ㎡ 筆

その他 筆 ㎡ ㎡

この計画に同意する。

利用権の設定を受ける者 住所 氏名又は名称（自署）

所在 地目

種類 内容

整理番号
権利の設定を受ける者の氏
名又は名称及び住所（Ａ）

権利を設定する土地（Ｂ）

借賃の支払方法
毎年11月20日に賃借人の指定口座

から引落しする。存続期間
(終期)

備考

設定する権利（Ｃ）

土地改良区名(D)

合　　計

（同上）

農用地利用集積等促進計画（再配分）

地 域 計 画 の

区 域 内
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２．共通事項

（１）権利設定
　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」という。）の権利は、本計画の公告により設定される。

（２）転貸又は譲渡

（３）借賃の増減額請求

（４）借賃の改訂

（５）賃借人の負担

（６）借賃の延滞金

（７）借賃の支払猶予　

（８）借賃の減額
ア

イ

（９）修繕及び改良
ア

イ　甲は、土地所有者の同意を得て当該土地の改良を行い又は乙に改良を行わせることができる。ただし、その改良が軽微である場合には土地所有者の同意を要しない。
ウ　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に定めたものを除き、民法、土地改良法（昭和24年法律第195号）等の法令に従う。

（10）附属物の設置等
ア

イ

ウ

（11）租税公課等の負担
ア　当該土地に対する固定資産税その他の租税は、土地所有者が負担する。
イ　当該土地に係る農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金は、乙が負担する。
ウ　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表２に定めるところによるほかは、乙が負担する。
エ　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、乙が負担する。

　甲は、乙が借賃を１の各筆明細に定める日までに納入しない場合は、納入期限の翌日から支払いまでの間、年利14.6パーセントの割合で計算した金額を延滞金として徴
収することができる。

　目的物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合で、甲又は乙の責めに帰することができない事由によるときは、賃料はその使
用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額され、目的物が使用及び収益をすることが可能となったときは減額前の賃料に戻る。なお、賃料の減額
の時期及び減額前の賃料に戻る時期並びに減額の割合については、作物の作付・収穫の状況を踏まえて土地所有者、甲及び乙が協議して定める。

　乙が、当該土地に果樹等の永年性作物、ハウス等の農業用施設（以下「附属物」という。）の設置を行う場合には、乙は市町村及び農業委員会に事前に相談を行い、
甲の同意を得る。また、乙が附属物の設置をした場合において、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、当該附属物を収去する義務は乙が負い、収去に要した経費も乙
の負担とする。

　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、甲及び乙が協議の上、相当と認められる期日までそ
の支払を猶予する。

　賃借権の目的物が農地である場合で、目的物の乙から甲に対して農地法第20条又は民法（明治29年法律第89号）第609条の規定に基づく借賃の減額請求があった場合
には、甲は土地所有者に対して、借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は、土地所有者、甲及び乙が協議して定める。

　土地所有者は、甲及び乙の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他土
地所有者において修繕することができない場合で土地所有者の同意を得たときは、甲が修繕し又は乙に修繕させることができる。この場合において、甲又は乙が修繕の
費用を支出したときは、土地所有者に対して、その費用の償還を請求することができる。

　甲は、アの同意を行う場合には、事前に乙が附属物の設置を行うことについて土地所有者の同意を得るとともに、乙に対してアの同意をする旨の通知を行う際には乙
が附属物の設置を行うことについて土地所有者も同意していることを併せて通知する。なお、乙が甲及び土地所有者の同意を得て附属物を設置した場合において、賃貸
借又は使用貸借が終了したときは、乙は土地所有者に対して直接当該附属物を収去する義務を負い、甲は土地所有者に対して収去の義務を負わない。
　ア及びイの規定にかかわらず、土地所有者が附属物を収去しないことに同意しているときに限り、甲及び乙は収去の義務を負わない。この場合、乙が支出した費用に
ついては、土地所有者が費用償還に同意している場合に限り、乙は土地所有者に対して償還の請求をすることができる。

　乙は、甲が本計画を実行するにつき必要とする諸経費として、１契約あたり5,000円の手数料を負担することとし、この手数料は、甲が乙の指定する口座から初回の借
賃に加えて引き落とすものとする。

　この農用地利用集積等促進計画（以下「本計画」という。）の定めるところにより設定される権利は、１の各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

　本計画により賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者（以下「乙」という。）は、当該土地について転貸し、又は設定を受けた権利を譲渡してはならない。

　公益社団法人 秋田県農業公社（以下「甲」という。）に権利の設定をする者（以下「土地所有者」という。）、甲及び乙は、当該土地の１の各筆明細に記載された面
積と実測面積との間に差異があっても、異議を述べず、また、借賃の増減を請求しない。

　本計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法（昭和27年法律第229号）第52条の農業委員会が提供する借賃の動向や地域関係者による協議結果等を勘案して、
土地所有者、甲及び乙が協議して定める額に改訂する。
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（12）賃貸借又は使用貸借の解除
　甲は、次のいずれかに該当するときは、知事の承認又は許可を受けて当該土地に係る賃貸借又は使用貸借を解除することができる。
ア　当該土地を適正に利用していないと認められるとき。
イ　正当な理由がなくて農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号。以下「機構法」という。）第21条第１項の規定による報告をしないとき。
ウ　農地法第６条の２第２項の規定による通知を受けたとき。
エ　正当な理由がなく賃料を支払わないときその他信義に反した行為をしたとき。
オ　その他民法及び関連法規に定める解除事由に該当したとき。

（13）賃貸借又は使用貸借の終了

（14）目的物の返還

（15）賃借権又は使用貸借による権利に関する事項の変更の禁止

（16）権利取得者の責務
ア　乙は、本計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。
イ

（17）農地中間管理機構関連農地整備事業の実施

（18）その他
　本計画に定めのない事項及び本計画に疑義が生じたときは、土地所有者、甲、乙及び本計画の認可者が協議して定める。

別表１　修繕費及び改良費の負担に係る特約事項

別表２　土地改良区の賦課金等に係る特約事項

　甲及び乙は、本計画に定めるところにより設定される権利に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び本計画の認可者が協議の上、真にやむを得ないと
認められる場合は、この限りでない。

　乙は、甲から機構法第21条第1項の規定により、賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況の報告を求められた場合には、甲に報告しなければならない。

　当該土地のうち、15年以上の期間で農地中間管理権が設定されているものについては、土地改良法第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。

賦課金等の種類 負担区分(実負担者) 備　　　　考

修繕又は改良の工事名
甲及び乙並びに土地所有者の費用に関する

支払区分の内容
甲及び乙の支払額について土地所有者の

償還すべき額及び方法
備　　　　考

　当該土地が、天災地変その他、甲及び乙並びに土地所有者の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができな
くなった場合には、当該土地に係る賃貸借又は使用貸借は終了する。

　賃貸借又は使用貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から３０日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する（附属物の取扱いについては（10）に
よる。）。ただし、災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。
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氏名 氏名

借受希望農家情報
農業者種別 農業者種別

認定農業者 認定農業者

農地所有適格法人 農地所有適格法人

農地中間管理事業規程による確認事項 基本構想水準到達者 基本構想水準到達者

（貸付先決定ルール） 認定就農者 認定就農者

（様式第８号の２）

貸付に係る確認書

借受希望者

地域計画 掲載・未掲載 地域計画 掲載・未掲載

確認事項 　農業を担う者として目標地図に位置付けられた者である。

例外規定
（上記の確認事項に
該当しない場合、右
記のいずれかを満た
す必要があります）

　農業を担う者が不測の事態により営農を継続することが困難となる等、農作物の作
付時期等の都合で迅速に貸付けを行う必要があり、かつ、事後的に実情に即して地域
計画の変更が行われると見込まれる。

　不測の事態により農業を担う者に農用地等を貸し付けることが困難となったときに
備えて、あらかじめ地域計画に代替者を定めている場合であって、当該代替者に農用
地等を貸し付ける。

　農業を担う者に貸し付けるまでの間に、農業委員会その他の関係機関が認めた者に
一時的に貸し付ける（目標地図の達成に支障を生じない場合に限る）。

順位 1

※該当事項に○を記入
※「確認事項」に該当しない場合は、例外規定のうち、いずれかを満たす必要があります。

地域計画の区域内
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【添付書類】
　賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

日

（ 人 ）

（ 人 ）

（ 人 ）

市町村控え用

肉用牛

乾燥機

田植機

賃借権の設定等を
受ける者の主な農
機具の所有状況

（Ｆ）

数　量 種　類 数　量

ｺﾝﾊﾞｲﾝ

肥育豚

乳用牛

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用
地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況

その他

農業
補助者

ﾄﾗｸﾀｰ

籾摺機

人

人

繁殖豚

人

農業専従者

主として農業
に従事する者

人 鶏

人日

 ㎡  ㎡

男

採　草

放牧地

農　　地

農　　地

採　草

放牧地
女

世帯員
農業従事者

（うち15歳以上65歳未満の者）
種　類

雇用労働力

（年間延べ労働日
数）

従として農業
に従事する者

人

（個人）

整理番号 氏名又は名称 年齢 歳 農作業従事日数

賃借権の設定等を受ける土地の
面積（Ａ）

賃借権の設定等を受ける者が耕
作又は養畜の事業に供している

農用地の面積（Ｂ）

賃借権の設定
等を受ける者の
主たる経営作

目（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける者の世帯員の農作業従事及び雇
用労働力の状況（Ｄ）

賃借権の設定等を
受ける者の主な家
畜の飼育状況（Ｅ）
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（農地所有適格法人）【添付書類】 市町村控え用

整理番号 人日

農 畜 産
物名
現在

権利取得後

種　類 数　量 種　類 数　量

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

3年前 3年前 肉用牛 田植機

2年前 2年前 繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

1年前 1年前 肥育豚 乾燥機

初年度 初年度 鶏 籾摺機

2年目 2年目

3年目 3年目

前年実績 見込み 前年実績 見込み

農　地

事業の実施状況及び事業計画（円）

採　草
放牧地

左記以外の事業の内容

権利取得後

関連事業等の内容

現在

権利取得後

左記以外の事業

農地所有適格法人の名称

採　草
放牧地

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の構成員の状況（Ｄ）

その他

法人と構成
員との取引
関係等の内
容

法人への農地等の権
利設定・移転

前年実績 見込み

農業

賃借権の設定等を受
ける土地の面積
（Ａ）

       　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける農地所有適格法
人が耕作又は養畜の
事業に供している農
用地の面積（Ｂ）
         　　　㎡

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の事業の状況（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の業務執行役員の状況（Ｅ）

　
雇用労働力

(年間延日数)

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な家畜
の 飼 育 状 況
（Ｆ）

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な農機
具の所有の状
況（Ｇ）

事業の種類

農　地

現在

議決権又
は株式の
数

年間農業従事日数
氏名・名

称

年間農業従事日数

年間農作業従事日数
氏　名 住　所

面　積
　　㎡

権利の
種　類

役職名

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の
農用地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況

84



（農地所有適格法人以外の法人） 市町村控え用

【添付書類】

整理番号 人日

前　年
実　績

見込み

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

肉用牛 田植機

繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

肥育豚 乾燥機

鶏 籾摺機

地域との役割分担の状況
賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用地等の農
業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

種　類 数　量 種　類 数　量

採　草
放牧地

採　草
放牧地その他

農　地

農　地

賃借権の設定等
を受ける法人の
主な農機具の所
有の状況（Ｇ）

法人の名称
雇用労働力

（年間延日数）

賃借権の設定等を受
け る 土 地 の 面 積
（Ａ）

　　　　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける法人が耕作又は
養畜の事業に供して
いる農用地の面積
（Ｂ）
　
㎡

賃借 権 の 設
定等 を 受 け
る法 人 の 主
たる 生 産 作
物（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける法人の業務執行役員等の状況（Ｄ）
賃借権の設定等
を受ける法人の
主な家畜の飼育
状況（Ｆ）

氏名 役職名 住所

年間農業従事日数
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（
個
人

用
）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２
号

イ
○

第
２
号

ロ
○

（
注
１

）
「

該
当

状
況

」
に

は
、

要
件

を
満

た
す

場
合

に
は

「
○
」

を
記

載
す

る
。

（
注
２

）
「

判
断

理
由

」
に

は
、

各
要

件
を

満
た

す
と

判
断

し
た
根

拠
を

記
載

す
る

。

権
利
設

定
等

を
受

け
る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
の
事

業
に

供
す

べ
き
農

用
地

の
全

て
を

効
率
的

に
利

用
し

て
耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
を
行

う
と

認
め

ら
れ
る

賃
借

権
・

使
用

貸
借

権
の

設
定

を
受

け
る

者
の

経
営

農
地

は
全

て
耕

作
さ

れ
て

お
り
、

保
有

す
る

機
械

、
農

作
業

に
従

事
す

る
者

の
状

況
等

か
ら

み
て

、
耕

作
の

事
業

に
供

す
べ

き
農

地
の

全
て

を
効

率
的

に
利

用
し

て
耕

作
事

業
を

行
う

と
見

込
ま

れ
る
。

権
利
設

定
等

を
受

け
る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
の
事

業
に

必
要

な
農
作

業
に

常
時

従
事

す
る
と

認
め

ら
れ

る

賃
借

権
・

使
用

貸
借

権
の

設
定

を
受

け
る

者
は

、
農

作
業

を
行

う
必

要
が

あ
る

日
数

に
つ

い
て

農
作

業
に

従
事

す
る

と
見

込
ま

れ
る

。

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

に
係

る
認

可
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
農
地

中
間

管
理

機
構

か
ら

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

）
（
確

認
者

）

 
 

認
可

要
件

（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
1
8
条

第
５

項
）

判
断

理
由

（
注
２
）
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（
農
地

所
有
適

格
法

人
用

）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２

号
イ

○

（
注
１

）
「
該

当
状

況
」

に
は

、
要

件
を

満
た

す
場
合

に
は

「
○

」
を

記
載

す
る

。

（
注
２

）
「
判

断
理

由
」

に
は

、
各

要
件

を
満

た
す
と

判
断

し
た

根
拠

を
記

載
す

る
。

認
可

要
件

（
農

地
中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第
1
8
条

第
５

項
）

判
断
理

由
（

注
２
）

権
利

設
定

等
を

受
け
る

者
が

耕
作

又
は

養
畜
の

事
業

に
供

す
べ
き

農
用

地
の

全
て

を
効
率

的
に

利
用

し
て
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業
を

行
う

と
認

め
ら
れ

る

賃
借
権

・
使

用
貸

借
権
の

設
定

を
受

け
る

者
の
経

営
農

地
は

全
て
耕

作
さ

れ
て

お
り

、
保

有
す

る
機

械
、
農

作
業

に
従

事
す

る
者
の

状
況

等
か

ら
み
て

、
耕

作
の

事
業

に
供
す

べ
き

農
地

の
全
て

を
効

率
的

に
利

用
し
て

耕
作

事
業

を
行
う

と
見

込
ま

れ
る

。

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

に
係

る
認

可
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
農
地

中
間
管

理
機

構
か

ら
権

利
設

定
等

を
受

け
る
者

）
（

確
認

者
）

  

上
記
の

者
に

つ
い

て
農
地

所
有

適
格

法
人

の
該

当
状

況
○
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（
農
地

所
有

適
格

法
人

以
外

の
法

人
用

）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２
号

イ
○

第
３
号

イ
○

第
３
号

ロ
○

（
注
１

）
「

該
当

状
況

」
に

は
、

要
件

を
満

た
す

場
合

に
は

「
○
」

を
記

載
す

る
。

（
注
２

）
「

判
断

理
由

」
に

は
、

各
要

件
を

満
た

す
と

判
断

し
た
根

拠
を

記
載

す
る

。

認
可

要
件

（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
1
8
条

第
５

項
）

判
断

理
由

（
注
２
）

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

に
係

る
認

可
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
農
地

中
間

管
理

機
構

か
ら

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

）
（
確

認
者

）

 
 

権
利
設

定
等

を
受

け
る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
の
事

業
に

供
す

べ
き
農

用
地

の
全

て
を

効
率
的

に
利

用
し

て
耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
を
行

う
と

認
め

ら
れ
る

賃
借

権
・

使
用

貸
借

権
の

設
定

を
受

け
る

者
の

経
営

農
地

は
全

て
耕

作
さ

れ
て

お
り
、

保
有

す
る

機
械

、
農

作
業

に
従

事
す

る
者

の
状

況
等

か
ら

み
て

、
耕

作
の

事
業

に
供

す
べ

き
農

地
の

全
て

を
効

率
的

に
利

用
し

て
耕

作
事

業
を

行
う

と
見

込
ま

れ
る
。

権
利
設

定
等

を
受

け
る
者

が
地

域
の

農
業

に
お
け

る
他

の
農

業
者
と

の
適

切
な

役
割

分
担
の

下
に

継
続

的
か
つ

安
定

的
に

農
業

経
営
を

行
う

と
見

込
ま
れ

る

道
路

、
水

路
、

た
め

池
等

の
共

同
利

用
施

設
の

取
り

決
め

を
遵

守
す

る
と

見
込

ま
れ

る
。

権
利
設

定
等

を
受

け
る
法

人
の

業
務

執
行

役
員
等

の
う

ち
１

人
以
上

の
者

が
そ

の
法

人
の
行

う
耕

作
又

は
養
畜

の
事

業
に

常
時

従
事
す

る
と

認
め

ら
れ
る

業
務

執
行

役
員

等
が

、
賃

借
権

・
使

用
貸

借
権

の
設

定
を

受
け

る
法

人
の

行
う

耕
作

の
事

業
に

常
時

従
事

す
る

と
見

込
ま

れ
る
。
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年
月

日

公
益

社
団

法
人

〒

私
は

、
上

記
の

振
替

支
払

先
か

ら
請

求
さ

れ
た

賃
借

料
等

の
口

座
振

替
支

払
い

に
関

し
、

農
業

協
同

組
合

に

対
し

て
、

次
の

通
り

依
頼

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

秋 田 県 農 業 公 社 使 用 欄

農 業 協 同 組 合 使 用 欄

確
認

日

確
認

印
備

　
考

日
年

月
令

和

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

公
社

提
出

用

秋
田

県
農

業
公

社

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

振
替

支
払

先
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書

令
和

御
中

住
　

所

電
話

番
号

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

氏
　

名
　

フ
リ

ガ
ナ

農
協

名
店

舗
名

指
定

口
座

口
座

番
号

預
金

種
目

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

89

年
月

日

農
業

協
同

組
合

 
御

中

〒

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

記

1 2
．

私
は

振
替

日
に

指
定

口
座

の
残

高
が

、
請

求
金

額
に

対
し

不
足

し
な

い
よ

う
必

要
な

措
置

を
講

じ
ま

す
。

3 4

農
協

用

賃
借

料
等

料
金

等
の

種
類

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書

令
和

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

組
合

使
用

欄

．
貴

組
合

が
必

要
と

認
め

た
場

合
は

、
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

こ
の

口
座

振
替

契
約

を
解

除
さ

れ
て

も
異

議
あ

り
ま

せ
ん

。

．
本

取
扱

に
関

し
て

万
一

紛
議

が
生

じ
て

も
貴

組
合

に
は

一
切

迷
惑

を
お

か
け

し
ま

せ
ん

。

．
私

が
支

払
う

べ
き

賃
借

料
等

に
つ

い
て

は
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

毎
年

振
替

指
定

日
に

貴
組

合
所

定
の

方
法

で
支

払
っ

て
下

さ
い

。

フ
リ

ガ
ナ

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

電
話

番
号

住
　

所

氏
　

名
　

 
 
私

は
、

上
記

の
振

替
支
払

先
か

ら
請

求
さ
れ

た
賃

借
料

等
を
次

の
口

座
振

替
に
よ

っ
て

支
払
う

こ

と
と

し
た

い
の

で
、

下
記
事

項
を

確
約

の
う
え

依
頼

し
ま

す
。

農
協

名
店

舗
名

預
金

種
目

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

指
定

口
座

口
座

番
号

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者
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記

 
 
理

 
事

 
長

 
　

齋
　

藤
　

　
了

　
様

年
月

日

住
所

氏
名

（
自

署
） 地
　

目

大
字

字
登

記
簿

現
況

筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡
計そ の 他畑

承
　

諾
　

書

　
今

般
、

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
と

土
地

賃
貸

借
契

約
を

し
た

下
記

土
地

の
一

部
又

は
全

部

に
抵

当
権

等
が

設
定

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

競
売

等
の

申
し

立
て

に
よ

り
、

裁
判

所
か

ら
農

業
委

員
会

に

照
会

書
が

送
付

さ
れ

た
場

合
、

下
記

事
項

に
同

意
す

る
こ

と
を

確
約

し
ま

す
。

１
．

公
社

と
の

協
議

に
誠

意
を

持
っ

て
応

じ
る

こ
と

。

２
．

協
議

の
結

果
、

解
約

せ
ざ

る
を

得
な

い
事

態
と

な
っ

た
場

合
、

異
議

無
く

解
約

に
応

じ
る

こ
と

。

公
益

社
団

法
人

 
秋

田
県

農
業

公
社

令
和

土
地

の
表

示
： 所

　
在

面
　

積

m
2

合
　

計
地

番

田

転
借

人

91

　
下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

賦
課

金
徴
収

補
助
簿

受
付

印

関
係

帳
簿

更
正

済
印

賦
課
金

シ
ス
テ

ム

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

大
字

字
地

番

生
年

月
日

住
所

氏
名

電
話

番
号

 
 

住
所

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

組
合

員
番

号
氏

名

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

(
㎡

)
原

因
時

期

決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

組
合

員
番

号
氏

名

住
所

住
所

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

電
話

番
号

氏
名

 
 

生
年

月
日

大
字

字
地

番
土

地
の

所
在

地
地

目
用

途

事
業

償
還

賦
課

金

決 裁

受
付

印

経
常

賦
課

金

賦
課

種
別

関
係

帳
簿

更
正

済
印

耕
作

者
支

払
所

有
者

支
払

維
持

管
理

賦
課

金

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

賦
課
金
シ

ス
テ
ム

賦
課
金

徴
収
補

助
簿

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

(
㎡

)
原

因
時

期

93

（公
社

貸
付

）

◆
提

出
書

類
　

※
部

数
は

１
契

約
当

た
り

□
3
部

□
3
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

◆
そ

の
他

必
要

書
類

法
人

の
場

合

□
1
部

市
町

村
が

促
進

計
画

（
案

）
を

提
出

す
る

場
合

□
1
部

農
業

委
員

会
か

ら
の

要
請

に
よ

る
場

合

□
1
部

◆
書

類
提

出
前

の
確

認
事

項

□
今

回
契

約
す

る
農

地
は

地
域

計
画

の
区

域
内

で
す

か
。

□
契

約
手

続
き
時

に
運
転

免
許
証

等
の
身

分
証

明
書
に

よ
り
、

契
約
者

の
本
人

確
認

を
実
施

し
ま
し

た
か
。

□
契

約
者

に
対
し

て
、
手

数
料
の

徴
収
や

賃
料

精
算
時

期
等
に

つ
い
て

説
明
し

ま
し

た
か
。

□
契

約
者

の
住
所

を
農
家

台
帳
等

か
ら
正

確
に

記
載
し

ま
し
た

か
。
（

×
1
-1
 
⇒
 
○
1
番
地

1、
1番

1号
 な

ど
）

□
促

進
計

画
は
、

自
署
を

し
て
い

ま
す
か

。
法

人
の
場

合
は
社

判
も
可

。

□
土

地
改

良
区
賦

課
金
等

の
負
担

区
分
を

出
し

手
・
受

け
手
に

確
認
し

、
促
進

計
画

に
記
載

し
ま
し

た
か
。

□
農

業
者

種
別
（

認
定
農

業
者
等

）
等
に

つ
い

て
、
漏

れ
な
く

記
載
し

ま
し
た

か
。

□
法

人
の

場
合
、

定
款
は

添
付
し

て
い
ま

す
か

。
ま
た

、
添
付

省
略
可

能
か
確

認
し

ま
し
た

か
。

上
記
の

内
容
に

つ
い
て

、
確
認

し
ま
し

た
。

所
属

令
和

年
月

日

氏
名

（
自
署
）

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

書
類

名
等

部
数

備
　
考

農
用
地

利
用
集

積
等
促

進
計
画

（
案
）

認
可
先

用
、
公

社
用
、

本
人

用

承
諾
書

１
筆
で

も
抵
当

権
が
設

定
さ
れ

て
い

れ
ば
必

要

貯
金
口

座
振
替

依
頼
書

２
部
印

刷
。
１

部
は
Ｊ

Ａ
に

提
出
。

過
去
に

機
構
と

契
約
し

て
お

り
同

一
口
座

を
使
用

す
る
場

合
不

要

添
付
書

類

個
人
用

、
農
地

所
有
適

格
法

人
用
、

農
地
所

有
適
格

法
人
以

外
の

法
人

用
の
い

ず
れ
か

。
た
だ
し

、
農
業

委
員
会

が
「

認
可
要

件
チ
ェ

ッ
ク
リ

ス
ト
」

を
提

出
し

た
場
合

、
省
略

可
能
。

賃
借
権

の
設
定

等
を
受

け
る

者
が
「

地
域
計

画
に
位

置
付
け

ら
れ

た
農

業
を
担

う
者
」

で
あ
り

、
か

つ
、
農

業
委
員

会
が
認

可
要
件

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス
ト

を
提
出

し
た
場

合
は

、
「
添

付
書
類

」
の
省

略
が
可

能
。

個
人
用

、
農
地

所
有
適

格
法

人
用
、

農
地
所

有
適
格

法
人
以

外
の

法
人

用
の
い

ず
れ
か

を
提
出

。

農
用
地

利
用
集

積
等
促

進
計
画

に
係
る

認
可
要

件
チ
ェ

ッ
ク
リ

ス
ト

貸
付
に

係
る
確

認
書
（

様
式
第

８
号
の

２
）

書
類

名
等

部
数

備
　
考

定
款
の

コ
ピ
ー

過
去
に

機
構
と

契
約
し

て
お

り
、
定

款
の
内

容
に
変

更
が
な

け
れ

ば
、

添
付
省

略
可
能

。
そ
の

場
合

は
、
各

筆
明
細

の
備
考

欄
に
「

定
款

変
更

な
し
」

と
記
入

書
類

名
等

部
数

備
　
考

農
業
委

員
会
へ

意
見
聴

取
し
た

結
果

市
町
村

が
計
画

（
案
）

を
提

出
す
る

場
合
の

み
。

農
業
委

員
会
か

ら
の
要

請
に

よ
る
場

合
は
不

要
。

書
類

名
等

部
数

備
　
考

市
町
村

の
意
見

農
業
委

員
会
か

ら
の
要

請
に

よ
る
場

合
の
み

。
市
町
村

が
計
画

（
案
）

を
提

出
す
る

場
合
は

不
要
。

貯
金
口

座
振
替

に
関
す

る
届
出

書
Ｊ
Ａ
の

確
認
印

を
押
印

し
た

上
、
提

出
。
過

去
に
機

構
と
契

約
し

て
お

り
同
一

口
座
を

使
用
す

る
場

合
不
要

通
帳
の

コ
ピ
ー

金
融
機

関
は
Ｊ

Ａ
の
み

可
。

過
去
に

機
構
と

契
約
し

て
お
り

同
一

口
座

を
使
用

す
る
場

合
不
要

組
合
員

資
格
得

喪
通
知

書
土
地
改

良
区
の

受
益
地

は
必
要

地
域

計
画

の

区
域

内
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（
様
式

第
１
０

号
）

１
．
利

用
条
件

改
善

を
実
施

す
る

農
地

面
積

地
目

（
㎡

）
（

田
・

畑
等

）

２
．
貸

借
権
の

設
定

期
間
　

　
　

令
和

　
　
年

　
　

月
か
ら

令
和

　
　
年

　
　

月
ま

で

３
．
賃

借
権
の

設
定

先
　
　

　
　

公
益

社
団
法

人
　

秋
田
県

農
業

公
社

理
事
長

　
　
齋

　
藤

　
　
了

　

４
．
利

用
条
件

改
善

の
実
施

に
際

し
て

の
条
件

　
（
１

）
　
利

用
条

件
改
善

を
実

施
し

た
農
地

の
原

状
回
復

は
求

め
ま
せ

ん
。

　
（
２

）
　
貸

借
期

間
中
は

農
地

を
戻

す
よ
う

に
求

め
ま
せ

ん
。

　
（
３

）
　
貸

借
期

間
中
に

や
む

を
得

ず
返
還

し
、

転
用
等

を
行

っ
た
場

合
は

、

　
　

国
の

補
助
金

返
還

相
当
分

等
を

一
括
し

て
支

払
い

ま
す
。

　
（
４

）
　
貸

借
終

了
後
、

又
は

機
構

か
ら
農

地
が

戻
っ
て

来
た

場
合
は

、

　
　

賦
課

金
等
の

支
払

を
行
い

ま
す

。

　
上

記
内

容
を
承

諾
し

ま
す
。

令
和

　
　

年
　
　

月
　

　
日

（
土

地
所

有
者
）

　
住

　
所

　
氏

　
名

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

計利
用

条
件

改
善
に

係
る

承
諾

書

下
記

農
地

に
係

る
利
用

条
件

改
善
の

実
施

に
つ

い
て
承

諾
し

ま
す
。

市
町

村
大

字
字

地
番

番
号

農
地

の
所

在
農

地
の

内
容

95

２
　
農

用
地

利
用
集

積
計
画

（
出
し

手
→
公

社
）
の

解
約

　
（
１

）
様

式
第
１

１
号
の

１
「
農

地
法
第

１
８
条

第
１

項
第
２

号
に
係

る
合
意

書
」
２

部

　
　
　
※
別
紙
農
地
明
細
・
集
積
計
画
書
（
写
）
を
添
付

　
（
２

）
様

式
第
１

１
号
の

２
「
農

地
法
第

１
８
条

第
６

項
の
規

定
に
よ

る
通
知

書
」
１

部

  
 
(３

）
「

組
合
員

資
格
得

喪
通
知

書
」
 
１
部

　
　
　
※
土
地
改
良
区
へ
の
届
け
出
が
必
要
な
場
合
の
み

３
　
農

用
地

利
用
配

分
計
画

ま
た
は

集
積
計

画
（
公

社
→

受
け
手

）
の
解

約

　
（
１

）
様

式
第
１

１
号
の

３
「
農

地
法
第

１
８
条

第
１

項
第
２

号
に
係

る
合
意

書
」
２

部

　
　
　
※
別
紙
農
地
明
細
・
配
分
計
画
（
写
）
を
添
付

　
（
２

）
様

式
第
１

１
号
の

４
「
農

地
法
第

１
８
条

第
６

項
の
規

定
に
よ

る
通
知

書
」
１

部

  
 
(３

）
「

組
合
員

資
格
得

喪
通
知

書
」
 
１
部

　
　

　
※

土
地

改
良

区
へ

の
届
け

出
が

必
要

な
場

合
の

み

※
黄
色

セ
ル

に
必
要

事
項
を

入
力
　

→
　
一

括
印
刷

ボ
タ

ン
で
必

要
部
数

が
印
刷

さ
れ
ま

す
。

市
町

村
名

申
請

日

受
託

機
関

名
代

表
者

役
職

氏
名

出
し

手
氏

名
出

し
手

公
告

日
公
告
番
号

1
2
3
4

出
し

手
住

所

出
し

手
Ｔ

Ｅ
Ｌ

出
し

手
生

年
月

日

受
け

手
氏

名
受

け
手

公
告

日
公
告
番
号

2
0
0
0

受
け

手
住

所

受
け

手
Ｔ

Ｅ
Ｌ

受
け

手
生

年
月

日

土
地
改

良
区

名
①

土
地
改

良
区

名
②

土
地
改

良
区

名
③

※
農

地
明

細
は

「
別

紙
農

地
明

細
（

共
通

）
」

シ
ー

ト
に

直
接

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。

中
間

　
次

郎

0
1
2
-
3
4
5
-
6
7
8
9

S
4
0
.
5
.
1

※
土

地
改

良
区

へ
の

届
け

出
が

必
要

な
場

合
は

「
得

喪
通

知
印

刷
」

ボ
タ

ン
に

よ
り

、
必

要
書

類
を

印
刷

し
公

社
へ

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
（

出
し

手
又

は
受

け
手

を
個

別
に

印
刷

す
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
ボ

タ
ン

を
押

し
て

く
だ

さ
い

。

※
様

式
第

1
1
号

～
様

式
第

1
1
号

の
4
ま

で
を

ま
と

め
て

印
刷

す
る

場
合

は
「

一
括

印
刷

」
ボ

タ
ン

、
個

別
に

印
刷

す
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
ボ

タ
ン

を
押

し
て

く
だ

さ
い

。

○
○

市

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

S
3
7
.
4
.
1

H
3
1
.
2
.
2
7

○
○
○

H
3
1
.
1
.
1
5

１
　
様

式
第

１
１
号

「
農
用

地
貸
借

契
約
の

解
約
に

関
す

る
届
け

出
に
つ

い
て
（

通
知
）

」
１

部

R
1
.
7
.
1

1
2
3
-
9
8
7
-
6
5
4
3

会
長

　
中

間
　

一
郎

様
式

第
１

１
号

の
入

力
シ

ー
ト

農
地
賃

貸
借

契
約

の
解
約

に
関

す
る

送
付
書

類

○
○

市
○

○
○

○
9
8
7
番

地

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

中
間

　
太

郎

一
括

印
刷

得
喪

通
知

印
刷

様
式

第
11

号
の

1・
2

（
出

し
手

分
）
印

刷
様

式
第

11
号

の
3・

4（
受

け
手

分
）
印

刷

様
式

第
11

号
（
鏡

文
）

印
刷

得
喪

通
知

（
出

し
手

）
印

刷

得
喪

通
知

（
受

け
手

）
印

刷
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様
式
第

１
１

号
（

受
託

機
関

→
公

社
　

1
部

）

公
益
社

団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

 
 
理
 
事
 
長

　
齋

　
藤

　
　

了
　

様

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

会
長

　
中

間
　

一
郎

農
地

貸
借

契
約

の
解

約
に

関
す

る
届

け
出

に
つ

い
て

（
通

知
）

　
貴
公

社
と

農
地

貸
借

契
約

を
締

結
し

て
い

る
者

か
ら

、
別

紙
の

と
お

り
契

約
を

解
約

し
た

い
旨

の
届
け

出
が

あ
り

ま
し

た
の

で
、

手
続

き
に

つ
い

て
よ

ろ
し

く
お

願
い

し
ま

す
。

令
和

元
年

７
月

１
日

97

様
式

第
１

１
号

の
１

（
出

し
手

→
公

社
　

２
部

）

令
和

年
月

日

賃
貸

人
住

　
所

氏
　

名
（
自
　
　
署
）

賃
借

人
住

　
所

氏
　

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
1

別
紙

農
地

明
細

の
と

お
り

2
賃

貸
借

契
約

の
内

容

3
令

和
年

月
日

4
令

和
年

月
日

5
令

和
年

月
日

6

中
間
　太
郎

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

別
紙

集
積

計
画

書
（

写
）

の
と

お
り

土
地

の
引

渡
し

の
時

期

賃
借

人

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

賃
貸

借
の

合
意

解
約

の
合

意
が

成
立

し
た

日

　
賃

貸
人

と
賃

借
人

の
間

で
締

結
し

て
い

る
農

地
賃

貸
借

契
約

に
つ

い
て

、
下

記
の

と
お

り
当

事

者
合

意
の

う
え

解
約

い
た

し
ま

す
。

賃
貸

借
の

合
意

に
よ

る
解

約
を

し
た

日

　
な

お
、

別
紙

解
約

農
地

が
、

両
名

の
賃

貸
借

契
約

農
地

の
内

の
一

部
で

あ
る

場
合

は
、

こ
の

解

約
に

伴
い

平
成

３
１

年
１

月
１

５
日

付
け

○
○

市
公

告
第

1
2
3
4
号

の
各

筆
明

細
か

ら
、

別
紙

解
約

農
地

を
抹

消
し

ま
す

。

　
ま

た
、

本
合

意
書

は
後

日
の

証
の

た
め

２
通

作
成

し
、

貸
主

お
よ

び
借

主
が

そ
れ

ぞ
れ

１
通

ず

つ
保

持
し

ま
す

。

農
地

法
第
１
８

条
第
１
項

第
２
号
に

係
る
合

意
書

当
事

者
氏

名
（

名
称

）
現

住
所

賃
貸

人
中

間
　

太
郎

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
 
理

事
長

　
　

 
齋

　
藤

　
　

了
秋

田
市

山
王

四
丁

目
１

番
２

号

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
 
理

事
長

　
 
 
 
齋

　
藤

　
　

了

秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

２
号

合
意

解
約

す
る

土
地

の
所

在
、

地
番

、
地

目
及

び
面

積

98



様
式

第
１

１
号

の
２

（
出

し
手

→
公

社
→

農
委

　
1
部

）

令
和

年
月

日

農
業

委
員

会
会

長
　

様 通
知

者
(
賃

貸
人

)
住

　
所

氏
　

名
（
自
　
　
署
）

通
知

者
(
賃

借
人

)
住

　
所

氏
　

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　

1
賃

貸
借

の
当

事
者

の
氏

名
（

名
称

）
お

よ
び

住
所

2
別

紙
合

意
書

（
写

）
の

と
お

り

3
賃

貸
借

契
約

の
内

容

4
農

地
法

第
１

８
条

第
１

項
第

２
号

に
該

当

5
令

和
年

月
日

令
和

年
月

日
令

和
年

月
日

令
和

年
月

日

6
令

和
年

月
日

7

賃
貸

借
の

合
意

解
約

の
合

意
が

成
立

し
た

日

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

中
間
　太
郎

氏
名

（
名

称
）

賃
貸

借
の

更
新

拒
絶

の
通

知
を

し
た

日

土
地

の
所

在
、

地
番

、
地

目
及

び
面

積

賃
貸

借
の

合
意

に
よ

る
解

約
を

し
た

日

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
 
理

事
長

　
 
 
 
齋

　
藤

　
　

了

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
 
理

事
長

　
　

 
齋

　
藤

　
　

了

賃
貸

人

○
○

市

当
事

者
の

別

別
紙

集
積

計
画

書
（

写
）

の
と

お
り

　
下

記
土

地
に

つ
い

て
賃

貸
借

の
合

意
解

約
を

し
た

の
で

、
農

地
法

第
１

８
条

第
６

項
お

よ
び

同
法

施
行

規
則

第
６

８
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

現
住

所

農
地

法
第
１
８

条
第
６
項

の
規
定

に
よ
る
通

知
書

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

２
号

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

農
地

法
第

１
８

条
第

１
項

た
だ

し
書

き
に

該
当

す
る

事
由

の
詳

細

秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

２
号

中
間

　
太

郎

賃
借

人

賃
貸

借
の

解
約

の
申

入
れ

、
合

意
解

約
ま

た
は

更
新

拒
絶

の
通

知
を

し
た

日
賃

貸
借

の
解

約
の

申
入

れ
を

し
た

日

土
地

の
引

渡
し

の
時

期

99

様
式

第
１

１
号

の
３

（
受

け
手

→
公

社
　

２
部

）

令
和

年
月

日

賃
貸

人
住

　
所

氏
　

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
転

借
人

住
　

所

氏
　

名
　
（
自
署
）

1
別

紙
農

地
明

細
の

と
お

り

2
賃

貸
借

契
約

の
内

容

3
令

和
年

月
日

4
令

和
年

月
日

5
令

和
年

月
日

6

賃
貸

借
の

合
意

解
約

の
合

意
が

成
立

し
た

日

賃
貸

借
の

合
意

に
よ

る
解

約
を

し
た

日

土
地

の
引

渡
し

の
時

期

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

中
間

　
次

郎
○

○
市

○
○

○
○

9
8
7
番

地

　
賃

貸
人

と
賃

借
人

の
間

で
締

結
し

て
い

る
農

地
賃

貸
借

契
約

に
つ

い
て

、
下

記
の

と
お

り
当

事

者
合

意
の

う
え

解
約

い
た

し
ま

す
。

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
 
理

事
長

　
 
 
 
齋

　
藤

　
　

了

　
ま

た
、

本
合

意
書

は
後

日
の

証
の

た
め

２
通

作
成

し
、

貸
主

お
よ

び
借

主
が

そ
れ

ぞ
れ

１
通

ず

つ
保

持
し

ま
す

。

合
意

解
約

す
る

土
地

の
所

在
、

地
番

、
地

目
及

び
面

積

別
紙

配
分

計
画

（
写

）
の

と
お

り

秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

２
号

中
間
　次
郎

転
借

人

　
な

お
、

別
紙

解
約

農
地

が
、

両
名

の
賃

貸
借

契
約

農
地

の
内

の
一

部
で

あ
る

場
合

は
、

こ
の

解

約
に

伴
い

平
成

３
１

年
２

月
２

７
日

付
け

秋
田

県
公

告
第

2
0
0
0
号

の
各

筆
明

細
か

ら
、

別
紙

解
約

農
地

を
抹

消
し

ま
す

。

○
○

市
○

○
○

○
9
8
7
番

地

農
地
法

第
１
８
条

第
１
項
第

２
号
に
係

る
合
意
書

当
事

者
氏

名
（

名
称

）
現

住
所

賃
貸

人
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社
　

 
理

事
長

　
　

 
齋

　
藤

　
　

了
秋

田
市

山
王

四
丁

目
１

番
２

号

出
し

手
公

告
日

と
受

け
手

公
告

日
が

同
一

の
場

合
：市

町
村

公
告

出
し

手
公

告
日

と
受

け
手

公
告

日
が

異
な

る
場

合
：秋

田
県

公
告

10
0



様
式

第
１

１
号

の
４

（
受

け
手

→
公

社
→

農
委

　
1
部

）

令
和

年
月

日

農
業

委
員

会
会

長
　

様 通
知

者
(
賃

貸
人

)
住

　
所

氏
　

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　

通
知

者
(
転

借
人

)
住

　
所

氏
　

名
　
（
自
署
）

1
賃

貸
借

の
当

事
者

の
氏

名
（

名
称

）
お

よ
び

住
所

2
別

紙
合

意
書

（
写

）
の

と
お

り

3
賃

貸
借

契
約

の
内

容

4
農

地
法

第
１

８
条

第
１

項
第

２
号

に
該

当

5
令

和
年

月
日

令
和

年
月

日
令

和
年

月
日

令
和

年
月

日

6
令

和
年

月
日

7
そ

の
他

参
考

と
な

る
べ

き
事

項

土
地

の
所

在
、

地
番

、
地

目
及

び
面

積

別
紙

配
分

計
画

（
写

）
の

と
お

り

農
地

法
第

１
８

条
第

１
項

た
だ

し
書

き
に

該
当

す
る

事
由

の
詳

細

賃
貸

借
の

解
約

の
申

入
れ

、
合

意
解

約
ま

た
は

更
新

拒
絶

の
通

知
を

し
た

日

賃
貸

借
の

更
新

拒
絶

の
通

知
を

し
た

日

賃
貸

借
の

合
意

に
よ

る
解

約
を

し
た

日

土
地

の
引

渡
し

の
時

期

賃
貸

借
の

解
約

の
申

入
れ

を
し

た
日

　
下

記
土

地
に

つ
い

て
賃

貸
借

の
合

意
解

約
を

し
た

の
で

、
農

地
法

第
１

８
条

第
６

項
お

よ
び

同
法

施
行

規
則

第
６

８
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。中
間
　次
郎

当
事

者
の

別
氏

名
（

名
称

）
現

住
所

農
地
法

第
１
８
条

第
６
項
の

規
定
に

よ
る
通
知

書

○
○

市

賃
貸

借
の

合
意

解
約

の
合

意
が

成
立

し
た

日

賃
貸

人
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社
　

 
理

事
長

　
　

 
齋

　
藤

　
　

了
秋

田
市

山
王

四
丁

目
１

番
２

号

転
借

人
中

間
　

次
郎

○
○

市
○

○
○

○
9
8
7
番

地

秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

２
号

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
 
理

事
長

　
 
 
 
齋

　
藤

　
　

了

○
○

市
○

○
○

○
9
8
7
番

地

10
1

　
下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

○
○

○
土

地
改

良
区

　
理

事
長

　
　

様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

△
△
△
町

〇
〇

□
□

□
1
0
0

田
田

利
用

権
解

除

昭
和

4
0
年

5
月

1
日

決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

中
間

　
太

郎

1
,
0
1
5

利
用

権
解

除

△
△
△
町

〇
〇

□
□

□
1
0
2

田
田

△
△
△
町

〇
〇

□
□

□
1
0
3

田
田

原
因

時
期

付
記

1
,
5
0
0

利
用

権
解

除

2
,
0
0
0

3
,
8
5
8

△
△
△
町

〇
〇

□
□

□
1
0
1

田
田

利
用

権
解

除

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

大
字

字
地

番
(
㎡

)

組
合

員
番

号
氏

名

生
年

月
日

○
○

市

氏
名

電
話

番
号

0
1
2
-
3
4
5
-
6
7
8
9

住
所

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

住
所

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

受
付

印

関
係

帳
簿

更
正

済
印

賦
課

金
シ

ス
テ

ム
賦

課
金

徴
収

補
助

簿

10
2



　
下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

○
○

○
土

地
改

良
区

　
理

事
長

　
　

様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

賦
課

金
シ

ス
テ

ム
賦

課
金

徴
収

補
助

簿
決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

関
係

帳
簿

更
正

済
印

○
受

付
印

経
常

賦
課

金
○

賦
課

種
別

耕
作

者
支

払
所

有
者

支
払

昭
和

4
0
年

5
月

1
日

中
間

　
太

郎

住
所

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

維
持

管
理

賦
課

金
○

事
業

償
還

賦
課

金

△
△

△
町
〇

〇
□

□
□

1
0
3

田
田

利
用

権
解

除

1
,
5
0
0

1
,
0
1
5

利
用

権
解

除

△
△

△
町
〇

〇
□

□
□

1
0
1

田
田

△
△

△
町
〇

〇
□

□
□

1
0
2

田
田

利
用

権
解

除

利
用

権
解

除

(
㎡

)
原

因
時

期
付

記

2
,
0
0
0

△
△

△
町
〇

〇
□

□
□

1
0
0

田
田

3
,
8
5
8

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

大
字

字
地

番

生
年

月
日

○
○

市

氏
名

電
話

番
号

0
1
2
-
3
4
5
-
6
7
8
9

住
所

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

組
合

員
番

号
氏

名

准
組

合
員

制
度

を
使

用
す

る
改

良
区

へ

の
得

喪
通

知
は

、
本

様
式

を
使

用

10
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

○
○

○
土

地
改

良
区

　
理

事
長

　
　

様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1
-
2

組
合

員
番

号
公

益
社

団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

（
　

　
　

　
）

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-
８

９
３

-
６

２
２

３

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

住
所

氏
名

○
○

市
○

○
○

○
9
8
7
番

地

中
間

　
次

郎

組
合

員
番

号
電

話
番

号
1
2
3
-
9
8
7
-
6
5
4
3

住
所

（
　

　
　

　
）

生
年

月
日

昭
和

3
7
年

4
月

1
日

電
話

番
号

氏
名

○
○

市

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

大
字

字
地

番
(
㎡

)
原

因
時

期
△

△
△
町

〇
〇

□
□

□
1
0
0

田
田

3
,
8
5
8

利
用

権
解

除

△
△
△
町

〇
〇

□
□

□
1
0
1

田
田

2
,
0
0
0

利
用

権
解

除

△
△
△
町

〇
〇

□
□

□
1
0
2

田
田

1
,
5
0
0

利
用

権
解

除

△
△
△
町

〇
〇

□
□

□
1
0
3

田
田

1
,
0
1
5

利
用

権
解

除

決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

受
付

印

関
係

帳
簿

更
正

済
印

賦
課

金
シ

ス
テ

ム
賦

課
金

徴
収

補
助

簿

10
4



　
下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

○
○

○
土

地
改

良
区

　
理

事
長

　
　

様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）
秋

田
市

山
王

四
丁

目
1-

2

組
合

員
番

号
公

益
社

団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

（
　

　
　

　
）

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

０
１

８
-８

９
３

-
６

２
２

３

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

係
(係

員
)

関
係

帳
簿

更
正

済
印

賦
課

金
シ

ス
テ

ム
賦
課

金
徴

収
補
助

簿
決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長

○
受

付
印

経
常

賦
課

金
○

賦
課

種
別

耕
作

者
支

払
所

有
者

支
払

中
間

　
次

郎

1
23

-9
8
7-

6
54

3

維
持

管
理

賦
課

金
○

事
業

償
還

賦
課

金

利
用

権
解

除
△
△
△

町
〇
〇

□
□

□
1
03

田
田

1,
01

5

△
△
△

町
〇
〇

□
□

□
1
02

田
田

1,
50

0
利

用
権

解
除

△
△
△

町
〇
〇

□
□

□
1
01

田
田

2,
00

0
利

用
権

解
除

△
△
△

町
〇
〇

□
□

□
1
00

田
田

3,
85

8
利

用
権

解
除

大
字

字
地

番
(㎡

)
原

因
時

期
付

記
土

地
の

所
在

地
地

目
用

途
地

積
資

格
得

喪
資

格
得

喪

○
○

市

電
話

番
号

氏
名

昭
和

37
年

4
月

1日

住
所

（
　

　
　

　
）

生
年

月
日

氏
名

○
○

市
○

○
○

○
98

7番
地

組
合

員
番

号
電

話
番

号

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

住
所

准
組

合
員

制
度

を
使

用
す

る
改

良
区

へ

の
得

喪
通

知
は

、
本

様
式

を
使

用

10
5

１
　

様
式

第
１

２
号

「
農

地
賃

貸
借

料
の

変
更

に
伴

う
同

意
願

い
に
つ

い
て

（
通

知
）

」
１

部

２
 
 
様
式

第
１

２
号

の
１

「
農

地
賃

借
貸

料
の

変
更

に
伴

う
同

意
願
い

に
つ

い
て

（
依

頼
）

」
１

部

３
 
 
様
式

第
１

２
号

の
２

「
同

意
書

」
４

部
（

関
係

３
者

及
び

農
業
委

員
会

用
）

　
※

２
、

３
に

は
別

紙
土

地
明

細
を

添
付

※
黄

色
セ

ル
に

必
要

事
項

を
入

力
　

→
　

一
括

印
刷

ボ
タ

ン
で

必
要
部

数
が

印
刷

さ
れ

ま
す

。

市
町

村
名

申
請
日

受
託

機
関

名
代

表
者

役
職

氏
名

出
し

手
氏

名
出
し
手

公
告
日

出
し

手
住

所

受
け

手
氏

名
受
け
手

公
告
日

受
け

手
住

所

賃
料

(
変

更
前

)
8
0
,
0
0
0
1
0
ａ
単
価

1
0
,
0
0
0

賃
料

(
変

更
後

)
5
6
,
0
0
0
1
0
ａ
単
価

7
,
0
0
0

変
更

の
理

由

※
農

地
明

細
は

「
別

紙
共

通
」

シ
ー

ト
に

直
接

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。

○
○
市

○
○
○

○
9
8
7
番
地

○
○
市

○
○
○

○
1
0
番
地

中
間

　
太
郎

中
間

　
次
郎

○
○
○

○
○
○

○
に
よ
り

変
更
す
る

も
の
で

あ
る
。

様
式

第
１

２
号

の
入

力
シ

ー
ト

○
○
市

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

会
長
　

中
間
　
一

郎

農
地

賃
貸

借
料

の
変
更

に
関

す
る
送

付
書

類

H
3
1
.
2
.
2
7

H
3
1
.
1
.
1
5

R
1
.
6
.
1

一
括

印
刷

10
6



様
式
第
１

２
号

（
受

託
機

関
→

公
社

　
1
部

）

公
益
社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
 
 
理
 
事

 
長
　

齋
　

藤
　

　
了

　
様

　
　

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

会
長

　
中

間
　

一
郎

令
和

元
年

６
月

１
日

　
貴
公
社

と
農

地
賃

貸
借

契
約

を
締

結
し

て
い

る
出

し
手

　
中

間
　

太
郎

及
び

受
け

手
　

中
間

次
郎
か
ら

、
別

紙
の

と
お

り
農

地
賃

貸
借

料
を

変
更

し
た

い
旨

の
同

意
願

い
が

あ
り

ま
し

た
の

で
、
手
続

き
に

つ
い

て
よ

ろ
し

く
お

願
い

し
ま

す
。

農
地

賃
貸

借
料

の
変

更
に

伴
う

同
意

願
い

に
つ

い
て

（
通

知
）

10
7

様
式

第
１

２
号

の
１
（

出
し
手

・
受
け
手

→
公
社
　

1
部
）

公
益

社
団

法
人

秋
田
県

農
業
公

社

 
 
理

 
事

 
長

　
齋

　
藤

　
　
了

　
様

(
出

し
手
)

住
　
所

氏
　
名

 
（
自
署

）

(
受

け
手
)

住
　
所

氏
　
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
 
（
自
署

）

　
１

　
賃

貸
借

料
変
更
前

円
　
　
変

更
後

円

(
1
0
ａ
：

円
)
　
(
1
0
ａ
：

円
)

　
２

　
変

更
の

理
由

　
３

　
土

地
の

表
示

別
紙

の
と
お

り記 8
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0

5
6
,
0
0
0

○
○
市
○

○
○
○
9
8
7
番
地

　
平

成
３

１
年

１
月
１

５
日
付

け
○
○
市

公
告
の
農

用
地
利

用
集
積
計

画
及
び

、
平
成
３

１

年
２

月
２

７
日

付
け
秋

田
県
公

告
の
農
用

地
利
用
配

分
計
画

に
よ
り
設

定
さ
れ

た
利
用
権

に

関
す

る
事

項
に

つ
い
て

、
下
記

の
理
由
に

よ
り
そ
の

賃
貸
借

料
を
変
更

し
た
く

申
出
し
ま

す

の
で

、
同

意
く

だ
さ
る

よ
う
お

願
い
し
ま

す
。

中
間
　次
郎

令
和
元

年
６
月

１
日

農
地

賃
貸
借
料
の

変
更
に

伴
う
同
意

願
い
に
つ

い
て
（

依
頼
）

○
○
市
○

○
○
○
1
0
番
地

○
○

○
○
○

○
○
に
よ

り
変
更
す

る
も
の

で
あ
る
。

中
間
　太
郎

出
し

手
公

告
日

と
受

け
手

公
告

日
が

同
一

の
場

合
：
市

町
村

公
告

出
し

手
公

告
日

と
受

け
手

公
告

日
が

異
な

る
場

合
：秋

田
県

公
告

10
8



様
式
第
１

２
号

の
２

（
出

し
手

・
受

け
手

→
公

社
　

４
部

）

　
１
　
土

地
の

所
在

、
地

番
、

地
目

、
面

積
（

別
紙

の
と

お
り

）

　
２
　
上

記
１

に
係

る
土

地
賃

貸
借

料
を

 
8
0
,
0
0
0
 
円

か
ら

 
5
6
,
0
0
0
 
円

に
変

更
す

る
。

　
３
　
変

更
の

効
力

発
生

年
月

日
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
令
和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

(
出

し
手

)

住
　
所

 
 
 

氏
　

名
 （

自
署
）

住
　

所
秋

田
市

山
王

四
丁

目
１

番
２

号

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

氏
　

名
理

 
事

 
長

 
 
齋

　
藤

　
　

了
　

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
(
受

け
手

)

住
　
所

 
 
 

氏
　

名
 （

自
署
）
中
間
　次
郎

同
　

　
意

　
　

書

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

　
平
成
３

１
年

１
月

１
５

日
付

け
○

○
市

公
告

の
農

用
地

利
用

集
積

計
画

及
び

、
平

成
３

１

年
２
月
２

７
日

付
け

秋
田

県
公

告
の

農
用

地
利

用
配

分
計

画
に

よ
り

設
定

さ
れ

た
利

用
権

に

関
す
る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
変

更
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

○
○

市
○

○
○

○
9
8
7
番

地

中
間
　太
郎

出
し

手
公

告
日

と
受

け
手

公
告

日
が

同
一

の
場

合
：市

町
村

公
告

出
し

手
公

告
日

と
受

け
手

公
告

日
が

異
な

る
場

合
：秋

田
県

公
告

10
9

１
　

様
式

第
１

２
号

「
農

地
賃

貸
借

料
の
変

更
に

伴
う

同
意

願
い

に
つ

い
て

（
通

知
）

」
１

部

２
 
 
様
式

第
１

２
号

の
１

「
農

地
賃

借
貸
料

の
変

更
に

伴
う

同
意

願
い

に
つ

い
て

（
依

頼
）

」
１

部

３
 
 
様
式

第
１

２
号

の
２

「
同

意
書

」
３
部

（
関

係
２

者
及

び
農

業
委

員
会

用
）

　
※

２
、

３
に

は
別

紙
土

地
明

細
を

添
付

※
黄

色
セ

ル
に

必
要

事
項

を
入

力
　

→
　
一

括
印

刷
ボ

タ
ン

で
必

要
部

数
が

印
刷

さ
れ

ま
す

。

市
町

村
名

申
請

日

受
託

機
関

名
代
表
者
役

職
氏
名

出
し

手
氏

名
出
し
手
公

告
日

出
し

手
住

所

受
け

手
氏

名
受
け
手
公

告
日

受
け

手
住

所

賃
料

(
変

更
前

)
8
0
,
0
0
0
1
0
ａ
単
価

1
0
,
0
0
0

賃
料

(
変

更
後

)
5
6
,
0
0
0
1
0
ａ
単
価

7
,
0
0
0

変
更

の
理

由
※

農
地

明
細

は
「

別
紙

共
通

」
シ

ー
ト

に
直

接
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

※
鏡

文
の

要
否

に
応

じ
て

、
「

一
括

印
刷

」
ボ

タ
ン

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

※
１

人
の

受
け

手
に

対
し

て
、

複
数

の
出

し
手

の
賃

借
料

を
変

更
す

る
場

合
等

で
、

　

　
鏡

文
を

１
部

に
ま

と
め

る
場

合
は

、
受

け
手

の
様

式
（

様
式

第
1
2
号

Ⅱ
）

で

　
作

成
し

て
く

だ
さ

い
。

様
式

第
１

２
号

Ⅰ
の

入
力

シ
ー

ト

○
○
市

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

会
長
　
中

間
　
一
郎

農
地
賃
貸
借
料
の
変

更
に
関
す
る
送
付

書
類
（
出
し
手
）

H
3
1
.
1
.
1
5

R
1
.
6
.
1

○
○

市
○
○
○

○
1
0
番

地

中
間

　
太
郎

○
○

○
○
○
○

○
に
よ

り
変
更
す

る
も
の

で
あ
る
。 一

括
印

刷
（
様

式
第

12
号

（
鏡

文
）
な

し
）

一
括

印
刷

（
様

式
第

12
号

（
鏡

文
）
あ

り
）

11
0



様
式
第

１
２
号

（
受

託
機

関
→

公
社

　
1
部

）

公
益
社

団
法
人

秋
田

県
農

業
公

社

 
 
理
 
事
 
長
　

齋
　

藤
　

　
了

　
様

　
　

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

会
長

　
中

間
　

一
郎

　
貴
公

社
と
農

地
賃

貸
借

契
約

を
締

結
し

て
い

る
出

し
手

　
中

間
　

太
郎

か
ら

、
別

紙
の

と
お

り

農
地
賃

貸
借
料

を
変

更
し

た
い

旨
の

同
意

願
い

が
あ

り
ま

し
た

の
で

、
手

続
き

に
つ

い
て

よ
ろ

し

く
お
願

い
し
ま

す
。農
地

賃
貸

借
料

の
変

更
に

伴
う

同
意

願
い

に
つ

い
て

（
通

知
）

令
和

元
年

６
月

１
日

11
1

様
式

第
１

２
号

の
１

（
出

し
手

→
公

社
　

1
部

）

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

 
 
理

 
事

 
長

　
齋

　
藤

　
　

了
　

様

(
出

し
手

)
住

　
所

氏
　

名
 （

自
署
）

　
１

　
賃

貸
借

料
変

更
前

円
　

　
変

更
後

円
(
1
0
ａ

：
円

)
　

(
1
0
ａ

：
円

)

　
２

　
変

更
の

理
由

　
３

　
土

地
の

表
示

別
紙

の
と

お
り

　
平

成
３

１
年

１
月

１
５

日
付

け
○

○
市

公
告

の
農

用
地

利
用

集
積

計
画

に
よ

り
設

定
さ

れ
た

利
用

権
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

下
記

の
理

由
に

よ
り

そ
の

賃
貸

借
料

を
変

更
し

た
く

申
出

し
ま

す
の

で
、

同
意

く
だ

さ
る

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。

令
和

元
年

６
月

１
日

農
地

賃
貸

借
料

の
変

更
に

伴
う

同
意

願
い

に
つ

い
て

（
依

頼
）

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

○
○

○
○

○
○

○
に

よ
り

変
更

す
る

も
の

で
あ

る
。

中
間
　太
郎

記 8
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0

5
6
,
0
0
0

11
2



様
式

第
１

２
号

の
２

（
出

し
手

→
公

社
　

３
部

）

　
１

　
土

地
の

所
在

、
地

番
、

地
目

、
面

積
（

別
紙

の
と

お
り

）

　
２

　
上

記
１

に
係

る
土

地
賃

貸
借

料
を

 
8
0
,
0
0
0
 
円

か
ら

 
5
6
,
0
0
0
 
円

に
変

更
す

る
。

　
３

　
変

更
の

効
力

発
生

年
月

日
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

(
出

し
手

)

住
　

所
 
 
 

氏
　

名
 
（
自

署
）

住
　

所
秋

田
市

山
王

四
丁

目
１

番
２

号
公

益
社

団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

氏
　

名
理

 
事

 
長

 
 
齋

　
藤

　
　

了
　

同
　

　
意
　

　
書

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

　
平

成
３

１
年

１
月

１
５

日
付

け
○

○
市

公
告

の
農

用
地

利
用

集
積

計
画

に
よ

り
設

定
さ

れ
た

利
用

権
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
変

更
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

中
間
　太
郎

11
3

１
　

様
式

第
１

２
号

「
農

地
賃

貸
借

料
の
変

更
に

伴
う

同
意

願
い

に
つ

い
て

（
通

知
）

」
１

部

２
 
 
様
式

第
１

２
号

の
１

「
農

地
賃

借
貸
料

の
変

更
に

伴
う

同
意

願
い

に
つ

い
て

（
依

頼
）

」
１

部

３
 
 
様
式

第
１

２
号

の
２

「
同

意
書

」
３
部

（
関

係
２

者
及

び
農

業
委

員
会

用
）

　
※

２
、

３
に

は
別

紙
土

地
明

細
を

添
付

※
黄

色
セ

ル
に

必
要

事
項

を
入

力
　

→
　
一

括
印

刷
ボ

タ
ン

で
必

要
部

数
が

印
刷

さ
れ

ま
す

。

市
町

村
名

申
請

日

受
託

機
関

名
代
表
者
役

職
氏
名

出
し

手
氏

名
出
し
手
公

告
日

出
し

手
住

所

受
け

手
氏

名
受
け
手
公

告
日

受
け

手
住

所

賃
料

(
変

更
前

)
8
0
,
0
0
0
1
0
ａ
単
価

1
0
,
0
0
0

賃
料

(
変

更
後

)
5
6
,
0
0
0
1
0
ａ
単
価

7
,
0
0
0

変
更

の
理

由
※

農
地

明
細

は
「

別
紙

共
通

」
シ

ー
ト

に
直

接
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

※
鏡

文
の

要
否

に
応

じ
て

、
「

一
括

印
刷

」
ボ

タ
ン

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

※
１

人
の

受
け

手
に

対
し

て
、

複
数

の
出

し
手

の
賃

借
料

を
変

更
す

る
場

合
等

で
、

　

　
鏡

文
を

１
部

に
ま

と
め

る
場

合
は

、
本

様
式

（
様

式
第

1
2
号

の
Ⅱ

）
で

　
作

成
し

て
く

だ
さ

い
。

出
し
手
人
数

8

○
○

市
○
○
○

○
9
8
7
番

地

中
間

　
太
郎

中
間

　
次
郎

○
○

○
○
○
○

○
に
よ

り
変
更
す

る
も
の

で
あ
る
。

様
式

第
１

２
号

Ⅱ
の

入
力

シ
ー

ト

○
○
市

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

会
長
　
中

間
　
一
郎

農
地
賃
貸
借
料
の
変

更
に
関
す
る
送
付

書
類
（
受
け
手
）

H
3
1
.
2
.
2
7

H
3
1
.
1
.
1
5

R
1
.
6
.
1

受
け

手
と

の
契

約
が

集
積

計
画

か
配

分
計

画

か

一
括

印
刷

（
様

式
第

12
号

（
鏡

文
）
な

し
）

一
括

印
刷

（
様

式
第

12
号

（
鏡

文
）
あ

り
）

１
人

の
受

け
手

に
対

し
て

複
数

の
出

し
手

が
い

る
場

合
等

で
鏡

文
を

１
部

に
ま

と
め

て
作

成
す

る
場

合
、

賃
借

料
変

更
す

る
出

し
手

の
人

数
を

入
力

11
4



様
式
第

１
２
号

（
受

託
機

関
→

公
社

　
1
部

）

公
益
社

団
法
人

秋
田

県
農

業
公

社

 
 
理
 
事
 
長
　

齋
　

藤
　

　
了

　
様

　
　

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

会
長

　
中

間
　

一
郎

令
和

元
年

６
月

１
日

　
貴
公

社
と
農

地
賃

貸
借

契
約

を
締

結
し

て
い

る
出

し
手

　
中

間
　

太
郎

ほ
か

７
名

及
び

受
け

手

中
間
　

次
郎
か

ら
、

別
紙

の
と

お
り

農
地

賃
貸

借
料

を
変

更
し

た
い

旨
の

同
意

願
い

が
あ

り
ま

し

た
の
で

、
手
続

き
に

つ
い

て
よ

ろ
し

く
お

願
い

し
ま

す
。

農
地

賃
貸

借
料

の
変

更
に

伴
う

同
意

願
い

に
つ

い
て

（
通

知
）

出
し

手
氏

名
が

入
力

さ
れ

た
場

合
、

出
し

手

と
受

け
手

両
方

の
氏

名
が

表
示

さ
れ

ま
す

ま
た

、
出

し
手

人
数

が
入

力
さ

れ
た

場
合

、
人

数
に

応
じ

て
「
ほ

か
○

名
」と

表
示

さ
れ

ま
す

11
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様
式

第
１

２
号

の
１

（
受

け
手

→
公

社
　

1
部

）

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

 
 
理

 
事

 
長

　
齋

　
藤

　
　

了
　

様

(
受

け
手

)

住
　

所

氏
　

名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
 （

自
署
）

　
１

　
賃

貸
借

料
変

更
前

円
　

　
変

更
後

円

(
1
0
ａ

：
円

)
　

(
1
0
ａ

：
円

)

　
２

　
変

更
の

理
由

　
３

　
土

地
の

表
示

別
紙

の
と

お
り

○
○

市
○

○
○

○
9
8
7
番

地

　
平

成
３

１
年

２
月

２
７

日
付

け
秋

田
県

公
告

の
農

用
地

利
用

配
分

計
画

に
よ

り
設

定
さ

れ
た

利
用

権
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

下
記

の
理

由
に

よ
り

そ
の

賃
貸

借
料

を
変

更
し

た
く

申
出

し
ま

す
の

で
、

同
意

く
だ

さ
る

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。

令
和

元
年

６
月

１
日

記 8
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0

5
6
,
0
0
0

中
間
　次
郎

農
地

賃
貸

借
料

の
変

更
に

伴
う

同
意

願
い

に
つ

い
て

（
依

頼
）

○
○

○
○

○
○

○
に

よ
り

変
更

す
る

も
の

で
あ

る
。

出
し

手
公

告
日

と
受

け
手

公
告

日
が

同
一

の
場

合
：
市

町
村

公
告

出
し

手
公

告
日

と
受

け
手

公
告

日
が

異
な

る
場

合
：秋

田
県

公
告

11
6



様
式

第
１

２
号

の
２

（
受

け
手

→
公

社
　

３
部

）

　
１

　
土

地
の

所
在

、
地

番
、

地
目

、
面

積
（

別
紙

の
と

お
り

）

　
２

　
上

記
１

に
係

る
土

地
賃

貸
借

料
を

 
8
0
,
0
0
0
 
円

か
ら

 
5
6
,
0
0
0
 
円

に
変

更
す

る
。

　
３

　
変

更
の

効
力

発
生

年
月

日
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

住
　

所
秋

田
市

山
王

四
丁

目
１

番
２

号

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

氏
　

名
理

 
事

 
長

 
 
齋

　
藤

　
　

了
　

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　

(
受

け
手

)

住
　

所
 
 
 

氏
　

名
 
（
自

署
）

同
　

　
意
　

　
書

中
間
　次
郎

　
平

成
３

１
年

２
月

２
７

日
付

け
秋

田
県

公
告

の
農

用
地

利
用

配
分

計
画

に
よ

り
設

定
さ

れ
た

利
用

権
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
変

更
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

○
○

市
○

○
○

○
9
8
7
番

地

出
し

手
公

告
日

と
受

け
手

公
告

日
が

同
一

の
場

合
：
市

町
村

公
告

出
し

手
公

告
日

と
受

け
手

公
告

日
が

異
な

る
場

合
：
秋

田
県

公
告

11
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１
　

相
続

登
記

完
了

の
場

合

（
１

）
  
様

式
第

１
３

号
の

１
「
土

地
貸

借
契

約
の

名
義

変
更

と
送

金
先

の
変

更
に

つ
い

て
（
通

知
）
」
１

部
　

（
２

）
  
様

式
第

１
３

号
の

２
「
土

地
貸

借
契

約
の

名
義

変
更

と
送

金
先

の
変

更
に

つ
い

て
（
依

頼
）
」
１

部

（
３

）
　

公
社

借
入

代
金

支
払

明
細

書

（
４

）
　

添
付

書
類

　
①

登
記

全
部

事
項

証
明

書
ま

た
は

、
登

記
完

了
証

及
び

登
記

識
別

情
報

通
知

の
写

し
（
契

約
対

象
地

全
筆

）

２
　

相
続

登
記

未
了

の
場

合
(他

の
法

定
相

続
人

全
員

の
同

意
又

は
共

有
持

分
の

過
半

の
同

意
が

必
要

で
す

。
)

（
１

）
  
様

式
第

１
３

号
の

３
「
土

地
貸

借
契

約
の

名
義

変
更

と
送

金
先

の
変

更
に

つ
い

て
（
通

知
）
」
１

部
　

（
２

）
  
様

式
第

１
３

号
の

４
「
土

地
貸

借
契

約
の

名
義

変
更

と
送

金
先

の
変

更
に

つ
い

て
（
依

頼
）
」
１

部

（
３

）
　

公
社

借
入

代
金

支
払

明
細

書

（
４

）
　

添
付

書
類

　
①

相
続

を
証

す
る

書
面

（
戸

籍
（
除

籍
）
謄

本
等

、
相

続
関

係
図

）

　
②

他
の

法
定

相
続

人
の

印
鑑

証
明

書
　

各
１

通
（
様

式
第

１
３

号
の

４
に

実
印

を
押

印
）

※
黄

色
セ

ル
に

必
要

事
項

を
入

力
　

→
　

一
括

印
刷

ボ
タ

ン
で

必
要

部
数

が
印

刷
さ

れ
ま

す
。

市
町

村
名

申
請

日

受
託

機
関

名
代

表
者

役
職

氏
名

出
し

手
氏

名
（

被
相

続
人

）
契

約
日

契
約

年
数

1
0

出
し

手
住

所
（

被
相

続
人

）
複

数
契

約

相
続

人
ま

た
は

法
定

相
続

人
代

表
氏

名
相

続
発

生
日

フ
リ

ガ
ナ

続
柄

住
所

電
話

番
号

口
座

情
報

金
融

機
関

名
●

×
銀

行

金
融

機
関

区
分

2
店

舗
区

分

金
融

機
関

コ
ー

ド

口
座

番
号

備
考

他
の

法
定

相
続

人

法
定

相
続

人
続

柄

〃
住

所

法
定

相
続

人
続

柄

〃
住

所

法
定

相
続

人
続

柄

〃
住

所

様
式

第
１

３
号

の
１

～
４

入
力

シ
ー

ト

会
長

　
中

間
　

一
郎

中
間

　
五

郎

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

子

相
続

（
出

し
手

の
死

亡
）
に

よ
る

名
義

変
更

に
関

す
る

送
付

書
類

妻

生
年

月
日

○
○

市

中
間

　
太

郎

0
1
2
-
3
4
5
-
6
7
8
9

ﾁ
ｭ
ｳ
ｶ
ﾝ

　
ｺ
ﾞﾛ

ｳ

代
金

受
領

H
3
1
.1

.1
5

R
1
.6

.1

S
3
0
.1

2
.1

5

H
3
1
.3

.1
5

支
店

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

×
×

市
×

×
×

×
2
0
番

地

1

口
座

の
種

類

×
●

農
地

　
育

郎
子

2
3
4
5
6
7
8

中
間

　
花

子

4

5
6
7

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

店
舗

コ
ー

ド
1
2
3
4

1

一
括

印
刷

（相
続

未
登

記
）

一
括

印
刷

（
相

続
登

記
済

）

契
約

が
複

数
あ

る

場
合

は
「
１

」
を

入

相
続

登
記

未
了

の
場

合
入

力

11
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様
式
第
１

３
号

の
１

（
受

託
機

関
→

公
社

　
1
部

）

公
益
社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
理
 
事
 
長
　
 
 
齋

　
藤

　
　

了
　

様

令
和

元
年

６
月

１
日

土
地

貸
借

契
約

の
名

義
変

更
と

送
金

先
の

変
更

に
つ

い
て

（
通

知
）

　
会
長

　
中
間

　
一
郎

　
　

　

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

　
貴
公
社

と
農

地
貸

借
契

約
を

締
結

し
て

い
る

中
間

　
太

郎
が

死
亡

し
た

た
め

、
相

続
人

　
中

間

五
郎
よ
り

そ
の

権
利

を
承

継
し

た
い

旨
の

依
頼

が
あ

り
ま

し
た

の
で

、
手

続
き

に
つ

い
て

よ
ろ

し
く

お
願
い
し

ま
す

。

11
9

様
式

第
１

３
号

の
２

（
相

続
人

→
公
社

　
1
部
）

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
理

 
事
 
長
　

 
 齋

　
藤

　
　

了
　
様

住
　
　

所

氏
　
　

名
(
自
　
　

署
）

電
　
　

話

生
年
月

日

中
間
　五
郎

　
平

成
３

１
年

１
月

１
５

日
付

け
で
貴

公
社

と
中

間
　

太
郎

と
の

間
で

1
0年

間
の

貸
借

契
約

を
締

結
し
て

い
ま

し
た

が
、

本
人

は
平

成
３

１
年

３
月
１

５
日

に
死

亡
し

ま
し

た
。

　
つ

き
ま

し
て

は
、

相
続

人
で

あ
る
私

が
契

約
の

残
存

期
間

を
契

約
時

と
同

様
の

条
件

で
承

継
し

ま
す
の

で
、

今
後

の
賃

貸
料

は
別

紙
の

送
金

先
へ
お

振
込

み
く

だ
さ

い
。

令
和
元

年
６

月
１

日

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番
地

土
地
貸

借
契

約
の
名

義
変

更
と

送
金

先
の

変
更

に
つ

い
て

（
依

頼
）

0
1
2
-
34
5
-
67
8
9

昭
和

30
年

12
月

15
日

12
0



様
式

第
１

３
号

の
３

（
受

託
機

関
→

公
社

　
1
部

）

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
理

 
事

 
長

　
 
 
齋

　
藤

　
　

了
　

様

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

令
和

元
年

６
月

１
日

土
地

貸
借

契
約

の
名

義
変

更
と

送
金

先
の

変
更

に
つ

い
て

（
通

知
）

　
会

長
　

中
間

　
一

郎
　

　
　

　
貴

公
社

と
農

地
貸

借
契

約
を

締
結

し
て

い
る

中
間

　
太

郎
が

死
亡

し
た

た
め

、
法

定
相

続
人

（
代

表
　

中
間

　
五

郎
）

よ
り

そ
の

権
利

を
承

継
し

た
い

旨
の

依
頼

が
あ

り
ま

し
た

の
で

、
手

続

き
に

つ
い

て
よ

ろ
し

く
お

願
い

し
ま

す
。

12
1

様
式

第
１

３
号

の
４

（
法

定
相

続
人

代
表

→
公

社
　

1
部

）

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
理

 
事

 
長

　
 
 
齋

　
藤

　
　

了
　

様

住
　

所

続
柄

（
子

）
氏

　
名

(自
署

）

電
　

話

　
な

お
、

下
記

の
と

お
り

他
の

法
定

相
続

人
も

同
意

し
て

お
り

ま
す

。

被
相

続
人

：
亡

住
　

所

続
柄

（
）

氏
　

名
(自

署
）

住
　

所

続
柄

（
）

氏
　

名
(自

署
）

住
　

所

続
柄

（
）

氏
　

名
(自

署
）

令
和

元
年

６
月

１
日

　
平

成
３

１
年

１
月

１
５

日
付

け
で

貴
公

社
と

中
間

　
太

郎
と

の
間

で
1
0
年

間
の

貸
借

契
約

を
締

結
し

て

い
ま

し
た

が
、

本
人

は
平

成
３

１
年

３
月

１
５

日
に

死
亡

し
ま

し
た

。

　
つ

き
ま

し
て

は
、

法
定

相
続

人
代

表
で

あ
る

私
が

契
約

の
残

存
期

間
を

契
約

時
と

同
様

の
条

件
で

承
継

し
ま

す
の

で
、

今
後

の
賃

貸
料

は
別

紙
の

送
金

先
へ

お
振

込
み

く
だ

さ
い

。

中
間

　
太

郎

土
地

貸
借

契
約

の
名

義
変

更
と

送
金

先
の

変
更

に
つ

い
て

（
依

頼
）

中
間
　五
郎

印 印

中
間
　花
子

農
地
　育
郎

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

印

0
1
2
-
3
4
5
-
6
7
8
9

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

妻

×
×

市
×

×
×

×
2
0
番

地

子

実 印 実 印

12
2



「
公

社
借

入
：

年
払

い
用

」

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
　

宛

○
○

市

●
×

銀
行

店
舗

名

普
通

預
金

口
座

番
号

1 2 3

フ
リ

ガ
ナ

　
通

帳
の
写

し
を

添
付

し
て
く

だ
さ

い
。
（

送
金

先
が
明

確
に

わ
か

る
も
の

）

　
フ

リ
ガ
ナ

は
必

ず
記

入
し
て

下
さ

い
。
（

記
入

が
な
い

場
合

、
送

金
が
遅

れ
る

こ
と
が

あ
り

ま
す

。
）

　
「

本
人
受

領
」

で
す

。
（
代

理
受

領
は
成

年
後

見
人
等

に
限

り
ま

す
。
）

2
3
4
5
6
7
8

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド
1
2
3
4
－

5
6
7

口
座

名
義

人

送 金 先

公
社

借
入

代
金

支
払

明
細
書

ﾁ
ｭ
ｳ
ｶ
ﾝ
　

ｺ
ﾞ
ﾛ
ｳ

備
考

市
町

村
名

中
間

　
五

郎

金
融

機
関

名

口
座

の
種

類

×
●

支
店

12
3

１
　

相
続

登
記

完
了

の
場

合

（１
）
  

様
式

第
１

３
号

の
５

「
土

地
貸

借
契

約
の

名
義

変
更

と
送

金
先

の
変

更
に

つ
い

て
（
通

知
）
」１

部
　

（２
）
  

様
式

第
１

３
号

の
６

「
土

地
貸

借
契

約
の

名
義

変
更

と
送

金
先

の
変

更
に

つ
い

て
（
依

頼
）
」１

部

（３
）
　

公
社

借
入

代
金

支
払

明
細

書

（４
）
　

添
付

書
類

　
①

登
記

全
部

事
項

証
明

書
ま

た
は

、
登

記
完

了
証

及
び

登
記

識
別

情
報

通
知

の
写

し
（契

約
対

象
地

全
筆

）

※
黄

色
セ

ル
に

必
要

事
項

を
入

力
　

→
　

一
括

印
刷

ボ
タ

ン
で

必
要

部
数

が
印

刷
さ

れ
ま

す
。

市
町

村
名

申
請

日

受
託

機
関

名
代

表
者

役
職

氏
名

法
定

相
続

人
代

表
氏

名
（

現
契

約
者

）
契

約
日

契
約

年
数

1
0

法
定

相
続

人
代

表
住

所
（

現
契

約
者

）
複

数
契

約
1

相
続

人
氏

名
フ

リ
ガ

ナ

住
所

電
話

番
号

口
座

情
報

金
融

機
関

名
●

×
銀

行

金
融

機
関

区
分

2
店

舗
区

分

金
融

機
関

コ
ー

ド

口
座

番
号

備
考

0
12

-
3
45

-
67

8
9

×
●生

年
月

日

支
店

4
1

口
座

の
種

類

代
金

受
領

1

S
3
0
.1

2.
15

98
7
6
54

3

1
2
34

店
舗

コ
ー

ド
5
6
7

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

H
3
1
.1

.1
5

R
1
.5

.1

中
間

　
花

子

中
間

　
五

郎

ﾁ
ｭ
ｳ
ｶ
ﾝ

　
ﾊ

ﾅ
ｺ

様
式

第
１

３
号

の
５

・
６

の
入

力
シ

ー
ト

相
続

（
法

定
相

続
人

代
表

→
登

記
完

了
→

相
続

人
）に

よ
る

名
義

変
更

に
関

す
る

送
付

書
類

○
○

市

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

会
長

　
中

間
　

一
郎

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

一
括

印
刷

契
約

が
複

数
あ

る

場
合

は
「
１

」を
入

12
4



様
式
第
１

３
号
の

５
（

受
託

機
関

→
公

社
　

1
部

）

公
益
社
団

法
人
　

秋
田

県
農

業
公

社

　
理
 
事

 
長
　

 
 
齋

　
藤

　
　

了
　

様

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

　
会

長
　

中
間

　
一

郎
　

　
　

令
和

元
年

５
月

１
日

土
地

貸
借

契
約

の
名

義
変

更
と

送
金

先
の

変
更

に
つ

い
て

（
通

知
）

　
貴
公
社

と
法
定

相
続

人
代

表
　

中
間

　
五

郎
と

の
間

で
締

結
し

て
い

る
農

地
貸

借
契

約
に

つ
い

て
、
相
続

人
　
中

間
　

花
子

よ
り

そ
の

権
利

を
承

継
し

た
い

旨
の

依
頼

が
あ

り
ま

し
た

の
で

、
手

続

き
に
つ
い

て
よ
ろ

し
く

お
願

い
し

ま
す

。

12
5

様
式

第
１

３
号

の
６

（
相

続
人

→
公

社
　

1
部

）

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
理

 
事

 
長

　
 
 
齋

　
藤

　
　

了
　

様

住
　

 
 
所

氏
　

　
名

(
自

　
　

　
署

）

住
　

　
所

氏
　

　
名

(
自

　
　

　
署

）

電
　

　
話

生
年

月
日

　
つ

き
ま

し
て

は
、

相
続

人
で

あ
る

私
が

契
約

の
残

存
期

間
を

契
約

時
と

同
様

の
条

件
で

承
継

し
ま

す
の

で
、

今
後

の
賃

貸
料

は
別

紙
の

送
金

先
へ

お
振

込
み

く
だ

さ
い

。

　
平

成
３

１
年

１
月

１
５

日
付

け
ほ

か
で

貴
公

社
と

法
定

相
続

人
代

表
　

中
間

　
五

郎
と

の
間

で
1
0
年

間

の
貸

借
契

約
を

締
結

し
て

い
ま

し
た

が
、

今
般

当
該

農
地

の
相

続
登

記
が

完
了

し
、

相
続

人
　

中
間

　
花

子
が

所
有

権
を

取
得

し
ま

し
た

。（
現

契
約

者
）

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

（
新

契
約

者
）

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

中
間
　花
子

令
和

元
年

５
月

１
日

土
地

貸
借

契
約

の
名

義
変

更
と

送
金

先
の

変
更

に
つ

い
て

（
依

頼
）

0
1
2
-
3
4
5
-
6
7
8
9

昭
和

3
0
年

1
2
月

1
5
日

中
間
　五
郎

12
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「
公

社
借

入
：

年
払

い
用

」

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
　

宛

○
○

市

●
×

銀
行

店
舗

名

普
通

預
金

口
座

番
号

1 2 3
　
「

本
人
受

領
」

で
す

。
（
代

理
受

領
は
成

年
後

見
人
等

に
限

り
ま

す
。
）

ﾁ
ｭ
ｳ
ｶ
ﾝ
　

ﾊ
ﾅ
ｺ

口
座

名
義

人

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

フ
リ

ガ
ナ

　
通

帳
の
写

し
を

添
付

し
て
く

だ
さ

い
。
（

送
金

先
が
明

確
に

わ
か

る
も
の

）

中
間

　
花

子

金
融

機
関

名
×

●
支

店

1
2
3
4
－

5
6
7

　
フ

リ
ガ
ナ

は
必

ず
記

入
し
て

下
さ

い
。
（

記
入

が
な
い

場
合

、
送

金
が
遅

れ
る

こ
と
が

あ
り

ま
す

。
）

公
社

借
入

代
金

支
払

明
細
書

市
町

村
名

送 金 先

口
座

の
種

類
9
8
7
6
5
4
3

備
考

12
7

（
１
）
  
様

式
第

１
４

号
の

１
「
土

地
貸

借
契

約
の

名
義

変
更

と
振

替
口

座
の

変
更

に
つ

い
て

（
通

知
）
」
１
部

　

（
２
）
  
様

式
第

１
４

号
の

２
「
土

地
貸

借
契

約
の

名
義

変
更

と
振

替
口

座
の

変
更

に
つ

い
て

（
依

頼
）
」
１
部

（
３
）
　

「
貯

金
口

座
振

替
依

頼
書

（
農

協
控

え
用

、
公

社
提

出
用

）
」
各

1
部

（
４
）
　

「
貯

金
口

座
振

替
に

関
す

る
届

出
書

」
１
部

(農
協

確
認

印
が

押
印

さ
れ

て
い

る
も

の
)

（
５
）
　

添
付

書
類

　
　

農
業

経
営

を
継

承
し

た
こ

と
が

わ
か

る
書

類
(
農

地
台

帳
の

写
し

等
）

　
１

通

※
黄

色
セ

ル
に

必
要

事
項

を
入

力
　

→
　

一
括

印
刷

ボ
タ

ン
で

必
要

部
数

が
印

刷
さ

れ
ま

す
。

市
町

村
名

申
請

日

受
託

機
関

名
代

表
者

役
職

氏
名

受
け

手
氏

名
（

被
相

続
人

）
契

約
日

契
約

年
数

1
0

相
続

人
氏

名
相

続
発

生
日

複
数

契
約

1

相
続

人
フ

リ
ガ

ナ
郵

便
番

号

住
所

電
話

番
号

生
年

月
日

口
座

情
報

金
融

機
関

名
農

協

店
舗

区
分

4

口
座

番
号

振
替

日
1
1

月
2
0

口
座

の
種

類
1

▽
▽

△
△

会
長

　
　

中
間

　
一

郎

0
1
4
-
0
8
0
5

相
続

（
受

け
手

の
死

亡
）
に

よ
る

名
義

変
更

に
関

す
る

送
付

書
類

○
○

市

中
間

　
太

郎

中
間

　
次

郎

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

1
2
3
4

S
3
0
.1

2
.1

5

振
替

開
始

年

様
式

第
１

４
号

の
入

力
シ

ー
ト

（
※

相
続

人
が

農
業

後
継

者
と

な
り

、
営

農
を

継
続

す
る

場
合

）

H
3
1
.4

.1

H
3
0
.1

2
.1

R
1
.6

.1

ﾁ
ｭ
ｳ
ｶ
ﾝ
　

ｼ
ﾞﾛ

ｳ

※
土

地
改

良
区

の
組

合
員

資
格

に
つ

い
て

は
、

別
途

、
土

地
改

良
区

へ
必

要
な

手
続

き
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

日
元

支
店

○
○

市
○

○
字

○
○

1
2
3
番

地

1
2
3
4
5
6
7

金
融

機
関

コ
ー

ド
店

舗
コ

ー
ド

5
6
7

1
2
3
-
4
5
6
-
7
8
9

一
括

印
刷

契
約

が
複

数
あ

り
、
振

替
月

日
が

異
な

る
場

合
は

振
替

日
を

削
除

契
約

日
H
2
8
. 
8
.3

1
以

前
：
毎

年
1
0
月

2
5
日

契
約

日
H
2
8
. 
9
. 
1
以

降
：
毎

年
1
1
月

2
0
日

契
約

が
複

数
あ

る
場

合
は

「
１

」
を

入
力

12
8



様
式
第
１

４
号

の
１

（
受

託
機

関
→

公
社

　
1
部

）

公
益
社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
理
 
事
 
長
　
 
 
齋

　
藤

　
　

了
　

様

○
○

市
農

業
再

生
協

議
会

　
会

長
　

　
中
間

　
一

郎
　

　

土
地

貸
借

契
約

の
名

義
変

更
と

振
替

口
座

の
変

更
に

つ
い

て
（

通
知

）

　
貴
公
社

と
農

地
貸

借
契

約
を

締
結

し
て

い
る

中
間

　
太

郎
が

死
亡

し
た

た
め

、
相

続
人

　
中

間
　
次
郎

よ
り

そ
の

権
利

を
承

継
し

た
い

旨
の

依
頼

が
あ

り
ま

し
た

の
で

、
手

続
き

に
つ

い
て

よ
ろ
し
く

お
願

い
し

ま
す

。

令
和

元
年

６
月

１
日

12
9

様
式

第
１

４
号

の
２

（
相

続
人

→
公

社
　

1
部

）

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
理

 
事

 
長

　
 
 
齋

　
藤

　
　

了
　

様

住
　

　
所

氏
　

　
名

(
自

　
　

署
）

電
　

　
話

生
年

月
日

中
間
　次
郎

土
地

貸
借

契
約

の
名

義
変

更
と

振
替

口
座

の
変

更
に

つ
い

て
（

依
頼

）

1
2
3
-
4
5
6
-
7
8
9

昭
和

3
0
年

1
2
月

1
5
日

　
な

お
、

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

は
、

他
の

法
定

相
続

人
も

同
意

し
て

お
り

ま
す

。

令
和

元
年

６
月

１
日

　
平

成
３

０
年

１
２

月
１

日
付

け
ほ

か
で

貴
公

社
と

中
間

　
太

郎
と

の
間

で
1
0
年

間
の

貸
借

契
約

を
締

結
し

て
い

ま
し

た
が

、
本

人
は

平
成

３
１

年
４

月
１

日
に

死
亡

し
ま

し
た

。

　
ま

た
、

契
約

の
残

存
期

間
に

つ
い

て
も

契
約

時
と

同
様

の
条

件
で

承
継

し
ま

す
。

今
後

の
賃

借
料

の

振
替

口
座

は
別

紙
の

と
お

り
で

す
。

　
つ

き
ま

し
て

は
、

親
族

で
あ

る
私

が
農

業
経

営
を

承
継

す
る

の
で

届
出

し
ま

す
。

○
○

市
○

○
字

○
○

1
2
3
番

地

13
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農
業

協
同

組
合

 
御

中

〒

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

記

1 2
．

私
は

振
替

日
に

指
定

口
座

の
残

高
が

、
請

求
金

額
に

対
し

不
足

し
な

い
よ

う
必

要
な

措
置

を
講
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農地貸付用紙（農用地利用集積等促進計画案）作成ファイル
● 作成枚数

書類送付鑑 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

促進計画（案） 3 部

促進計画（案）添付書類 3 部

共通事項 3 部

様式第8号の2 1 部

承諾書 1 部

●　用紙印刷ボタン 振替依頼書 2 部

振替届出書 1 部

組合員資格得喪通知 1 部

チェックリスト 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

●その他の添付書類

・本エクセルデータはメールで提出してください。

【連絡先】

秋田県秋田市山王四丁目１番２号

秋田県農業公社　農地集積第一課

電話：018-893-6223

chukankanri@ak-agri.or.jp

様式第15号
「権利移転」

●　シート別選択操作ボタン

シートの選択

・定款の写し（法人の場合）

・農業委員会へ意見聴取した結果(市町村が案を提出
　する場合。農業委員会からの要請の場合は不要。)

【転借権の移転条件】
　移転前の配分計画（または促進計画）の
　残存期間を同一条件（賃料・共通事項内
　容等）で承継すること

●　情報の入力 印刷部数現在の受け手　　　新たな受け手
地域計画を未策定

又は

地域計画の区域外

１部 農協窓口に提出
１部 公社へ提出
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市町村控え用

1．各筆明細

（氏名又は名称） （住所） 〒

(電話)

（氏名又は名称） （住所） 〒

(電話)

面積 借賃 借賃

市町村 大字 字 地番 登記簿 現況 ㎡ （円/10a） 円

田 筆 ㎡ 年借賃料 移転の時期

畑 筆 ㎡ 筆

その他 筆 ㎡ ㎡

　　　　この計画に同意する。

権利の設定を受ける者 住所 氏名又は名称（自署）

権利の移転をする者 住所 氏名又は名称（自署）

（同上）

合　　計

（同上）

借賃の支払方法
毎年11月20日に賃借人の指定口座

から引落しする。残存期間
(終期)

移転する権利（Ｄ）
現に農地中間管理機構か
ら権利の設定を受けてい

る者(Ｆ)
備考

氏名又は名
称

住所

土地改良区
名(Ｅ)所在 地目

種類 内容

権利を移転する土地（Ｃ）

権利を移転する者の氏名又
は名称及び住所（Ｂ）

権利の移転を受ける者の氏
名又は名称及び住所（Ａ）

整理番号

農用地利用集積等促進計画（権利移転） 地域計画を未策定

又は

地域計画の区域外

135

２．共通事項

（１）権利設定
　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」という。）の権利は、本計画の公告により設定される。

（２）転貸又は譲渡

（３）借賃の増減額請求

（４）借賃の改訂

（５）借賃の延滞金

（６）借賃の支払猶予　

（７）借賃の減額
ア

イ

（８）修繕及び改良
ア

イ　甲は、土地所有者の同意を得て当該土地の改良を行い又は乙に改良を行わせることができる。ただし、その改良が軽微である場合には土地所有者の同意を要しない。
ウ　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に定めたものを除き、民法、土地改良法（昭和24年法律第195号）等の法令に従う。

（９）附属物の設置等
ア

イ

ウ

（10）租税公課等の負担
ア　当該土地に対する固定資産税その他の租税は、土地所有者が負担する。
イ　当該土地に係る農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金は、乙が負担する。
ウ　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表２に定めるところによるほかは、乙が負担する。
エ　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、乙が負担する。

　乙が、当該土地に果樹等の永年性作物、ハウス等の農業用施設（以下「附属物」という。）の設置を行う場合には、乙は市町村及び農業委員会に事前に相談を行い、
甲の同意を得る。また、乙が附属物の設置をした場合において、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、当該附属物を収去する義務は乙が負い、収去に要した経費も乙
の負担とする。
　甲は、アの同意を行う場合には、事前に乙が附属物の設置を行うことについて土地所有者の同意を得るとともに、乙に対してアの同意をする旨の通知を行う際には乙
が附属物の設置を行うことについて土地所有者も同意していることを併せて通知する。なお、乙が甲及び土地所有者の同意を得て附属物を設置した場合において、賃貸
借又は使用貸借が終了したときは、乙は土地所有者に対して直接当該附属物を収去する義務を負い、甲は土地所有者に対して収去の義務を負わない。
　ア及びイの規定にかかわらず、土地所有者が附属物を収去しないことに同意しているときに限り、甲及び乙は収去の義務を負わない。この場合、乙が支出した費用に
ついては、土地所有者が費用償還に同意している場合に限り、乙は土地所有者に対して償還の請求をすることができる。

　この農用地利用集積等促進計画（以下「本計画」という。）の定めるところにより設定される権利は、１の各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

　本計画により賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者（以下「乙」という。）は、当該土地について転貸し、又は設定を受けた権利を譲渡してはならない。

　公益社団法人 秋田県農業公社（以下「甲」という。）に権利の設定をする者（以下「土地所有者」という。）、甲及び乙は、当該土地の１の各筆明細に記載された面
積と実測面積との間に差異があっても、異議を述べず、また、借賃の増減を請求しない。

　甲は、乙が借賃を１の各筆明細に定める日までに納入しない場合は、納入期限の翌日から支払いまでの間、年利14.6パーセントの割合で計算した金額を延滞金として徴
収することができる。

　本計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法（昭和27年法律第229号）第52条の農業委員会が提供する借賃の動向や地域関係者による協議結果等を勘案して、
土地所有者、甲及び乙が協議して定める額に改訂する。

　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、甲及び乙が協議の上、相当と認められる期日までそ
の支払を猶予する。

　賃借権の目的物が農地である場合で、目的物の乙から甲に対して農地法第20条又は民法（明治29年法律第89号）第609条の規定に基づく借賃の減額請求があった場合
には、甲は土地所有者に対して、借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は、土地所有者、甲及び乙が協議して定める。
　目的物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合で、甲又は乙の責めに帰することができない事由によるときは、賃料はその使
用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額され、目的物が使用及び収益をすることが可能となったときは減額前の賃料に戻る。なお、賃料の減額
の時期及び減額前の賃料に戻る時期並びに減額の割合については、作物の作付・収穫の状況を踏まえて土地所有者、甲及び乙が協議して定める。

　土地所有者は、甲及び乙の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他土
地所有者において修繕することができない場合で土地所有者の同意を得たときは、甲が修繕し又は乙に修繕させることができる。この場合において、甲又は乙が修繕の
費用を支出したときは、土地所有者に対して、その費用の償還を請求することができる。
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（11）賃貸借又は使用貸借の解除
　甲は、次のいずれかに該当するときは、知事の承認又は許可を受けて当該土地に係る賃貸借又は使用貸借を解除することができる。
ア　当該土地を適正に利用していないと認められるとき。
イ　正当な理由がなくて農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号。以下「機構法」という。）第21条第１項の規定による報告をしないとき。
ウ　農地法第６条の２第２項の規定による通知を受けたとき。
エ　正当な理由がなく賃料を支払わないときその他信義に反した行為をしたとき。
オ　その他民法及び関連法規に定める解除事由に該当したとき。

（12）賃貸借又は使用貸借の終了

（13）目的物の返還

（14）賃借権又は使用貸借による権利に関する事項の変更の禁止

（15）権利取得者の責務
ア　乙は、本計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。
イ

（16）農地中間管理機構関連農地整備事業の実施

（17）その他
　本計画に定めのない事項及び本計画に疑義が生じたときは、土地所有者、甲、乙及び本計画の認可者が協議して定める。

別表１　修繕費及び改良費の負担に係る特約事項

別表２　土地改良区の賦課金等に係る特約事項

　当該土地が、天災地変その他、甲及び乙並びに土地所有者の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができな
くなった場合には、当該土地に係る賃貸借又は使用貸借は終了する。

　賃貸借又は使用貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から３０日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する（附属物の取扱いについては（９）に
よる。）。ただし、災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。

修繕又は改良の工事名
甲及び乙並びに土地所有者の費用に関する

支払区分の内容
甲及び乙の支払額について土地所有者の

償還すべき額及び方法
備　　　　考

　甲及び乙は、本計画に定めるところにより設定される権利に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び本計画の認可者が協議の上、真にやむを得ないと
認められる場合は、この限りでない。

　乙は、甲から機構法第21条第1項の規定により、賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況の報告を求められた場合には、甲に報告しなければならない。

　当該土地のうち、15年以上の期間で農地中間管理権が設定されているものについては、土地改良法第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。

賦課金等の種類 負担区分(実負担者) 備　　　　考
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氏名 氏名

借受希望農家情報
農業者種別 農業者種別

認定農業者 認定農業者

農地所有適格法人 農地所有適格法人

農地中間管理事業規程による確認事項 基本構想水準到達者 基本構想水準到達者

（貸付先決定ルール） 認定就農者 認定就農者

借受希望者

確認事項

　農業経営の規模拡大又は経営耕地の分散錯圃の解消に資するものである。

　既に効率的かつ安定的な農業経営を行っている者の農業経営に支障を及ぼさないも
のである。

　新規参入者である場合は、効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるものであ
る。

　地域農業の健全な発展を旨としつつ、公平・適正に調整されたものである。

1順位

※該当事項に○を記入。

（様式第８号の２）

貸付に係る確認書

地域計画 未掲載 地域計画 未掲載

地域計画を未策定 又は 地域計画の区域外
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【添付書類】
　賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

日

（ 人 ）

（ 人 ）

（ 人 ）

（個人）

整理番号 氏名又は名称 年齢 歳 農作業従事日数

賃借権の設定等を受ける土地の
面積（Ａ）

賃借権の設定等を受ける者が耕
作又は養畜の事業に供している

農用地の面積（Ｂ）

賃借権の設定
等を受ける者の
主たる経営作

目（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける者の世帯員の農作業従事及び雇
用労働力の状況（Ｄ）

賃借権の設定等を
受ける者の主な家
畜の飼育状況（Ｅ）

賃借権の設定等を
受ける者の主な農
機具の所有状況

（Ｆ）

世帯員 数　量 種　類 数　量
農業従事者

（うち15歳以上65歳未満の者）
種　類

雇用労働力

（年間延べ労働日
数）

 ㎡  ㎡

男

採　草

放牧地

農　　地

農　　地

採　草

放牧地
女

田植機

繁殖豚

人

農業専従者

主として農業
に従事する者

ｺﾝﾊﾞｲﾝ人

人

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用
地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況

その他

農業
補助者

ﾄﾗｸﾀｰ

籾摺機

人

従として農業
に従事する者

人

市町村控え用

肉用牛

乾燥機

鶏

肥育豚

人日

乳用牛
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（農地所有適格法人）【添付書類】 市町村控え用

整理番号 人日

農 畜 産
物名
現在

権利取得後

種　類 数　量 種　類 数　量

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

3年前 3年前 肉用牛 田植機

2年前 2年前 繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

1年前 1年前 肥育豚 乾燥機

初年度 初年度 鶏 籾摺機

2年目 2年目

3年目 3年目

前年実績 見込み 前年実績 見込み

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の
農用地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況

議決権又
は株式の
数

年間農業従事日数
氏名・名

称

年間農業従事日数

年間農作業従事日数
氏　名 住　所

面　積
　　㎡

権利の
種　類

役職名

農地所有適格法人の名称

採　草
放牧地

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の構成員の状況（Ｄ）

その他

法人と構成
員との取引
関係等の内
容

法人への農地等の権
利設定・移転

前年実績 見込み

農業

賃借権の設定等を受
ける土地の面積
（Ａ）

       　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける農地所有適格法
人が耕作又は養畜の
事業に供している農
用地の面積（Ｂ）
         　　　㎡

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の事業の状況（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の業務執行役員の状況（Ｅ）

　
雇用労働力

(年間延日数)

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な家畜
の 飼 育 状 況
（Ｆ）

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な農機
具の所有の状
況（Ｇ）

事業の種類

農　地

現在

農　地

事業の実施状況及び事業計画（円）

採　草
放牧地

左記以外の事業の内容

権利取得後

関連事業等の内容

現在

権利取得後

左記以外の事業
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（農地所有適格法人以外の法人） 市町村控え用

【添付書類】

整理番号 人日

前　年
実　績

見込み

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

肉用牛 田植機

繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

肥育豚 乾燥機

鶏 籾摺機

地域との役割分担の状況

賃借権の設定等を受
け る 土 地 の 面 積
（Ａ）

　　　　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける法人が耕作又は
養畜の事業に供して
いる農用地の面積
（Ｂ）
　
㎡

賃借 権 の 設
定等 を 受 け
る法 人 の 主
たる 生 産 作
物（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける法人の業務執行役員等の状況（Ｄ）
賃借権の設定等
を受ける法人の
主な家畜の飼育
状況（Ｆ）

氏名 役職名 住所

年間農業従事日数

賃借権の設定等
を受ける法人の
主な農機具の所
有の状況（Ｇ）

法人の名称
雇用労働力

（年間延日数）

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用地等の農
業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

種　類 数　量 種　類 数　量

採　草
放牧地

採　草
放牧地その他

農　地

農　地
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年
月

日

公
益

社
団

法
人

〒

私
は

、
上

記
の

振
替

支
払

先
か

ら
請

求
さ

れ
た

賃
借

料
等

の
口

座
振

替
支

払
い

に
関

し
、

農
業

協
同

組
合

に

対
し

て
、

次
の

通
り

依
頼

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

指
定

口
座

口
座

番
号

預
金

種
目

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

農
協

名
店

舗
名

住
　

所

フ
リ

ガ
ナ

電
話

番
号

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

氏
　

名
　

公
社

提
出

用

秋
田

県
農

業
公

社

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

振
替

支
払

先
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書

令
和

御
中

農 業 協 同 組 合 使 用 欄

確
認

日

確
認

印
備

　
考

日
年

月
令

和

秋 田 県 農 業 公 社 使 用 欄

14
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年
月

日

農
業

協
同

組
合

 
御

中

〒

私
は

、
上

記
の

振
替

支
払

先
か

ら
請

求
さ

れ
た

賃
借

料
等

の
口

座
振

替
支

払
い

に
関

し
、

農
業

協
同

組
合

に

対
し

て
、

次
の

通
り

依
頼

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

記

1 2
．

私
は

振
替

日
に

指
定

口
座

の
残

高
が

、
請

求
金

額
に

対
し

不
足

し
な

い
よ

う
必

要
な

措
置

を
講

じ
ま

す
。

3 4

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

電
話

番
号

預
金

種
目

農
協

名
店

舗
名

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

氏
　

名
　

住
　

所

．
私

が
支

払
う

べ
き

賃
借

料
等

に
つ

い
て

は
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

毎
年

振
替

指
定

日
に

貴
組

合
所

定
の

方
法

で
支

払
っ

て
下

さ
い

。

組
合

使
用

欄

．
貴

組
合

が
必

要
と

認
め

た
場

合
は

、
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

こ
の

口
座

振
替

契
約

を
解

除
さ

れ
て

も
異

議
あ

り
ま

せ
ん

。

．
本

取
扱

に
関

し
て

万
一

紛
議

が
生

じ
て

も
貴

組
合

に
は

一
切

迷
惑

を
お

か
け

し
ま

せ
ん

。

農
協

用

賃
借

料
等

料
金

等
の

種
類

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書

令
和

フ
リ

ガ
ナ

指
定

口
座

口
座

番
号

14
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記

 
 
理

 
事

 
長

 
　

齋
　

藤
　

　
了

　
様

年
月

日

住
所

氏
名

（
自

署
） 地
　

目

大
字

字
登

記
簿

現
況

筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡

承
　

諾
　

書

　
今

般
、

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
と

土
地

賃
貸

借
契

約
を

し
た

下
記

土
地

の
一

部
又

は
全

部

に
抵

当
権

等
が

設
定

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

競
売

等
の

申
し

立
て

に
よ

り
、

裁
判

所
か

ら
農

業
委

員
会

に

照
会

書
が

送
付

さ
れ

た
場

合
、

下
記

事
項

に
同

意
す

る
こ

と
を

確
約

し
ま

す
。

１
．

公
社

と
の

協
議

に
誠

意
を

持
っ

て
応

じ
る

こ
と

。

２
．

協
議

の
結

果
、

解
約

せ
ざ

る
を

得
な

い
事

態
と

な
っ

た
場

合
、

異
議

無
く

解
約

に
応

じ
る

こ
と

。

公
益

社
団

法
人

 
秋

田
県

農
業

公
社

令
和

土
地

の
表

示
： 所

　
在

面
　

積

m
2

合
　

計
地

番

田

転
借

人

畑 そ の 他 計
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

住
所

電
話

番
号

生
年

月
日

組
合

員
番

号
氏

名

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

住
所

 
 

氏
名

 
 

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

大
字

字
地

番

賦
課
金

徴
収
補

助
簿

受
付

印

関
係

帳
簿

更
正

済
印

賦
課
金
シ

ス
テ
ム

決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

原
因

資
格

得
喪

(
㎡

)
地

積
付

記
資

格
得

喪
時

期

14
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

経
常

賦
課

金

賦
課

種
別

耕
作

者
支

払
所

有
者

支
払

受
付

印

副
理

事
長

担
当

理
事

事
務

局
長

係
(
係

員
)

維
持

管
理

賦
課

金

事
業

償
還

賦
課

金

決 裁

理
事

長
賦
課
金

シ
ス
テ

ム
賦
課

金
徴
収

補
助
簿

関
係

帳
簿

更
正

済
印

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

(
㎡

)
原

因
時

期
大

字
字

地
番

生
年

月
日

住
所

電
話

番
号

氏
名

 
 

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

組
合

員
番

号
氏

名
 
 

住
所

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

14
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（
公

社
貸

付
）

◆
提

出
書

類
　
※

部
数
は

１
契

約
当
た

り

□
3
部

□
3
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

◆
そ

の
他

必
要

書
類

法
人

の
場

合

□
1
部

市
町

村
が

促
進

計
画

（
案

）
を

提
出

す
る

場
合

□
1
部

◆
書

類
提

出
前

の
確

認
事

項

□
今

回
契

約
す

る
農

地
は

地
域

計
画

の
区

域
外

（
未

策
定

も
含

む
）
で

す
か

。

□
契

約
手

続
き

時
に

運
転

免
許

証
等

の
身

分
証

明
書

に
よ

り
、

契
約

者
の

本
人

確
認

を
実

施
し

ま
し

た
か

。

□
契

約
者

に
対

し
て

、
手

数
料

の
徴

収
や

賃
料

精
算

時
期

等
に

つ
い

て
説

明
し

ま
し

た
か

。

□
契

約
者

の
住

所
を

農
家

台
帳

等
か

ら
正

確
に

記
載

し
ま

し
た

か
。

（
×

1
-
1
 
⇒

 
○

1
番

地
1
、

1
番

1
号

 
な

ど
）

□
促

進
計

画
は

、
自

署
を

し
て

い
ま

す
か

。
法

人
の

場
合

は
社

判
も

可
。

□
土

地
改

良
区

賦
課

金
等

の
負

担
区

分
を

出
し

手
・

受
け

手
に

確
認

し
、

促
進

計
画

に
記

載
し

ま
し

た
か

。

□
農

業
者

種
別

（
認

定
農

業
者

等
）

等
に

つ
い

て
、

漏
れ

な
く

記
載

し
ま

し
た

か
。

□
法

人
の

場
合

、
定

款
は

添
付

し
て

い
ま

す
か

。
ま

た
、

添
付

省
略

可
能

か
確

認
し

ま
し

た
か

。

上
記

の
内

容
に

つ
い

て
、

確
認

し
ま

し
た

。

所
属

令
和

年
月

日

氏
名

（
自
署

）

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書
Ｊ

Ａ
の

確
認

印
を

押
印

し
た

上
、

提
出

。
過

去
に

機
構

と
契

約
し

て
お

り
同

一
口

座
を

使
用

す
る

場
合

不
要

通
帳

の
コ

ピ
ー

金
融

機
関

は
Ｊ

Ａ
の

み
可

。
過

去
に

機
構

と
契

約
し

て
お

り
同

一
口

座
を

使
用

す
る

場
合

不
要

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

土
地

改
良

区
の

受
益

地
は

必
要

書
類

名
等

部
数

備
　

考

定
款

の
コ

ピ
ー

過
去

に
機

構
と

契
約

し
て

お
り

、
定

款
の

内
容

に
変

更
が

な
け

れ
ば

、
添

付
省

略
可

能
。

そ
の

場
合

は
、

各
筆

明
細

の
備

考
欄

に
「

定
款

変
更

な
し

」
と

記
入

書
類

名
等

部
数

備
　

考

農
業

委
員

会
へ

意
見

聴
取

し
た

結
果

市
町

村
が

計
画

（
案

）
を

提
出

す
る

場
合

の
み

。
農

業
委

員
会

か
ら

の
要

請
に

よ
る

場
合

は
不

要
。

承
諾

書
１

筆
で

も
抵

当
権

が
設

定
さ

れ
て

い
れ

ば
必

要

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書
２

部
印

刷
。

１
部

は
Ｊ

Ａ
に

提
出

。
過

去
に

機
構

と
契

約
し

て
お

り
同

一
口

座
を

使
用

す
る

場
合

不
要

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
権

利
移

転
）

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

書
類

名
等

部
数

備
　

考

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
案

）
認

可
先

用
、

公
社

用
、

本
人

用

添
付

書
類

個
人

用
、

農
地

所
有

適
格

法
人

用
、

農
地

所
有

適
格

法
人

以
外

の
法

人
用

の
い

ず
れ

か

貸
付

に
係

る
確

認
書

（
様

式
第

８
号

の
２

）

地
域

計
画

を
未

策
定

又
は

地
域

計
画

の
区

域
外

14
7

農地貸付用紙（農用地利用集積等促進計画案）作成ファイル
● 作成枚数

書類送付鑑 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

促進計画（案） 3 部

促進計画（案）添付書類 3 部

共通事項 3 部

認可要件チェックリスト 1 部

様式第8号の2 1 部

●　用紙印刷ボタン 承諾書 1 部

振替依頼書 2 部

振替届出書 1 部

組合員資格得喪通知 1 部

チェックリスト 1 部 ⇒各月の契約書類一式に対して、１部

●その他の添付書類

・本エクセルデータはメールで提出してください。

【連絡先】

秋田県秋田市山王四丁目１番２号

秋田県農業公社　農地集積第一課

電話：018-893-6223

chukankanri@ak-agri.or.jp

●　情報の入力 印刷部数現在の受け手　　　新たな受け手

【転借権の移転条件】
　移転前の配分計画（または促進計画）の
　残存期間を同一条件（賃料・共通事項内
　容等）で承継すること

・市町村の意見(農業委員会からの要請の場合)

様式第15号
「権利移転」

●　シート別選択操作ボタン

シートの選択

・定款の写し（法人の場合）

・農業委員会へ意見聴取した結果(市町村が案を提出する場合)

地 域 計 画 の

区 域 内

１部 農協窓口に提出
１部 公社へ提出

農業委員会が認可要件
チェックリストを提出
した場合は省略可能
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年
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日
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社
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法
人

 
秋
田

県
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業
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理

 
事
 
長
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様
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社
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）

0

　
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進
に

関
す

る
法

律
第

１
９

条
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２
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の
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用
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用

集
積
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進
計

画
の
案

を
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。
　

な
お
、

計
画

案
に

対
す

る
農
業

委
員

会
か

ら
の

意
見

は
別

紙
の

と
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り
で

す
。

長
 
 

0
0

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
案

）
の

送
付

に
つ

い
て

令
和

地
域

計
画

の

区
域

内

14
9

市町村控え用

1．各筆明細

（氏名又は名称） （住所） 〒

(電話)

（氏名又は名称） （住所） 〒

(電話)

面積 借賃 借賃

市町村 大字 字 地番 登記簿 現況 ㎡ （円/10a） 円

田 筆 ㎡ 年借賃料 移転の時期

畑 筆 ㎡ 筆

その他 筆 ㎡ ㎡

　　　　この計画に同意する。

権利の設定を受ける者 住所 氏名又は名称（自署）

権利の移転をする者 住所 氏名又は名称（自署）

所在 地目
種類 内容

権利を移転する土地（Ｃ）

権利を移転する者の氏名又
は名称及び住所（Ｂ）

権利の移転を受ける者の氏
名又は名称及び住所（Ａ）

整理番号

借賃の支払方法
毎年11月20日に賃借人の指定口座

から引落しする。残存期間
(終期)

移転する権利（Ｄ）
現に農地中間管理機構か
ら権利の設定を受けてい

る者(Ｆ)
備考

氏名又は名
称

住所

土地改良区
名(Ｅ)

（同上）

合　　計

（同上）

農用地利用集積等促進計画（権利移転） 地 域 計 画 の

区 域 内
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２．共通事項

（１）権利設定
　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」という。）の権利は、本計画の公告により設定される。

（２）転貸又は譲渡

（３）借賃の増減額請求

（４）借賃の改訂

（５）借賃の延滞金

（６）借賃の支払猶予　

（７）借賃の減額
ア

イ

（８）修繕及び改良
ア

イ　甲は、土地所有者の同意を得て当該土地の改良を行い又は乙に改良を行わせることができる。ただし、その改良が軽微である場合には土地所有者の同意を要しない。
ウ　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に定めたものを除き、民法、土地改良法（昭和24年法律第195号）等の法令に従う。

（９）附属物の設置等
ア

イ

ウ

（10）租税公課等の負担
ア　当該土地に対する固定資産税その他の租税は、土地所有者が負担する。
イ　当該土地に係る農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金は、乙が負担する。
ウ　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表２に定めるところによるほかは、乙が負担する。
エ　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費は、乙が負担する。

　目的物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合で、甲又は乙の責めに帰することができない事由によるときは、賃料はその使
用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額され、目的物が使用及び収益をすることが可能となったときは減額前の賃料に戻る。なお、賃料の減額
の時期及び減額前の賃料に戻る時期並びに減額の割合については、作物の作付・収穫の状況を踏まえて土地所有者、甲及び乙が協議して定める。

　乙が、当該土地に果樹等の永年性作物、ハウス等の農業用施設（以下「附属物」という。）の設置を行う場合には、乙は市町村及び農業委員会に事前に相談を行い、
甲の同意を得る。また、乙が附属物の設置をした場合において、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、当該附属物を収去する義務は乙が負い、収去に要した経費も乙
の負担とする。

　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場合には、甲及び乙が協議の上、相当と認められる期日までそ
の支払を猶予する。

　賃借権の目的物が農地である場合で、目的物の乙から甲に対して農地法第20条又は民法（明治29年法律第89号）第609条の規定に基づく借賃の減額請求があった場合
には、甲は土地所有者に対して、借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は、土地所有者、甲及び乙が協議して定める。

　土地所有者は、甲及び乙の責に帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗について、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他土
地所有者において修繕することができない場合で土地所有者の同意を得たときは、甲が修繕し又は乙に修繕させることができる。この場合において、甲又は乙が修繕の
費用を支出したときは、土地所有者に対して、その費用の償還を請求することができる。

　甲は、アの同意を行う場合には、事前に乙が附属物の設置を行うことについて土地所有者の同意を得るとともに、乙に対してアの同意をする旨の通知を行う際には乙
が附属物の設置を行うことについて土地所有者も同意していることを併せて通知する。なお、乙が甲及び土地所有者の同意を得て附属物を設置した場合において、賃貸
借又は使用貸借が終了したときは、乙は土地所有者に対して直接当該附属物を収去する義務を負い、甲は土地所有者に対して収去の義務を負わない。
　ア及びイの規定にかかわらず、土地所有者が附属物を収去しないことに同意しているときに限り、甲及び乙は収去の義務を負わない。この場合、乙が支出した費用に
ついては、土地所有者が費用償還に同意している場合に限り、乙は土地所有者に対して償還の請求をすることができる。

　本計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農地法（昭和27年法律第229号）第52条の農業委員会が提供する借賃の動向や地域関係者による協議結果等を勘案して、
土地所有者、甲及び乙が協議して定める額に改訂する。

　この農用地利用集積等促進計画（以下「本計画」という。）の定めるところにより設定される権利は、１の各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

　本計画により賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者（以下「乙」という。）は、当該土地について転貸し、又は設定を受けた権利を譲渡してはならない。

　公益社団法人 秋田県農業公社（以下「甲」という。）に権利の設定をする者（以下「土地所有者」という。）、甲及び乙は、当該土地の１の各筆明細に記載された面
積と実測面積との間に差異があっても、異議を述べず、また、借賃の増減を請求しない。

　甲は、乙が借賃を１の各筆明細に定める日までに納入しない場合は、納入期限の翌日から支払いまでの間、年利14.6パーセントの割合で計算した金額を延滞金として徴
収することができる。
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（11）賃貸借又は使用貸借の解除
　甲は、次のいずれかに該当するときは、知事の承認又は許可を受けて当該土地に係る賃貸借又は使用貸借を解除することができる。
ア　当該土地を適正に利用していないと認められるとき。
イ　正当な理由がなくて農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号。以下「機構法」という。）第21条第１項の規定による報告をしないとき。
ウ　農地法第６条の２第２項の規定による通知を受けたとき。
エ　正当な理由がなく賃料を支払わないときその他信義に反した行為をしたとき。
オ　その他民法及び関連法規に定める解除事由に該当したとき。

（12）賃貸借又は使用貸借の終了

（13）目的物の返還

（14）賃借権又は使用貸借による権利に関する事項の変更の禁止

（15）権利取得者の責務
ア　乙は、本計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければならない。
イ

（16）農地中間管理機構関連農地整備事業の実施

（17）その他
　本計画に定めのない事項及び本計画に疑義が生じたときは、土地所有者、甲、乙及び本計画の認可者が協議して定める。

別表１　修繕費及び改良費の負担に係る特約事項

別表２　土地改良区の賦課金等に係る特約事項

　甲及び乙は、本計画に定めるところにより設定される権利に関する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び本計画の認可者が協議の上、真にやむを得ないと
認められる場合は、この限りでない。

　乙は、甲から機構法第21条第1項の規定により、賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況の報告を求められた場合には、甲に報告しなければならない。

　当該土地のうち、15年以上の期間で農地中間管理権が設定されているものについては、土地改良法第87条の3第1項の土地改良事業が行われることがある。

賦課金等の種類 負担区分(実負担者) 備　　　　考

修繕又は改良の工事名
甲及び乙並びに土地所有者の費用に関する

支払区分の内容
甲及び乙の支払額について土地所有者の

償還すべき額及び方法
備　　　　考

　当該土地が、天災地変その他、甲及び乙並びに土地所有者の責に帰すべからざる理由により当該土地の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができな
くなった場合には、当該土地に係る賃貸借又は使用貸借は終了する。

　賃貸借又は使用貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から３０日以内に、甲に対して、当該土地を原状に回復して返還する（附属物の取扱いについては（９）に
よる。）。ただし、災害その他の不可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生ずる形質の変更については、乙は、原状回復の義務を負わない。
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氏名 氏名

借受希望農家情報
農業者種別 農業者種別

認定農業者 認定農業者

農地所有適格法人 農地所有適格法人

農地中間管理事業規程による確認事項 基本構想水準到達者 基本構想水準到達者

（貸付先決定ルール） 認定就農者 認定就農者

（様式第８号の２）

貸付に係る確認書

地域計画 掲載・未掲載 地域計画 掲載・未掲載

1

※「確認事項」に該当しない場合は、例外規定のうち、いずれかを満たす必要があります。

順位

※該当事項に○を記入

借受希望者

確認事項 　農業を担う者として目標地図に位置付けられた者である。

例外規定
（上記の確認事項に
該当しない場合、右
記のいずれかを満た
す必要があります）

　農業を担う者に貸し付けるまでの間に、農業委員会その他の関係機関が認めた者に
一時的に貸し付ける（目標地図の達成に支障を生じない場合に限る）。

　不測の事態により農業を担う者に農用地等を貸し付けることが困難となったときに
備えて、あらかじめ地域計画に代替者を定めている場合であって、当該代替者に農用
地等を貸し付ける。

　農業を担う者が不測の事態により営農を継続することが困難となる等、農作物の作
付時期等の都合で迅速に貸付けを行う必要があり、かつ、事後的に実情に即して地域
計画の変更が行われると見込まれる。

地域計画の区域内
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【添付書類】
　賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

日

（ 人 ）

（ 人 ）

（ 人 ）

肉用牛

人

乾燥機

鶏

肥育豚

人日

乳用牛人

従として農業
に従事する者

人

ｺﾝﾊﾞｲﾝ人

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用
地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況

その他

農業
補助者

ﾄﾗｸﾀｰ

籾摺機

田植機

繁殖豚

人

農業専従者

主として農業
に従事する者

 ㎡  ㎡

男

採　草

放牧地

農　　地

農　　地

採　草

放牧地
女

賃借権の設定等を
受ける者の主な家
畜の飼育状況（Ｅ）

賃借権の設定等を
受ける者の主な農
機具の所有状況

（Ｆ）

世帯員 数　量 種　類 数　量
農業従事者

（うち15歳以上65歳未満の者）
種　類

雇用労働力

（年間延べ労働日
数）

市町村控え用

（個人）

整理番号 氏名又は名称 年齢 歳 農作業従事日数

賃借権の設定等を受ける土地の
面積（Ａ）

賃借権の設定等を受ける者が耕
作又は養畜の事業に供している

農用地の面積（Ｂ）

賃借権の設定
等を受ける者の
主たる経営作

目（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける者の世帯員の農作業従事及び雇
用労働力の状況（Ｄ）
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（農地所有適格法人）【添付書類】 市町村控え用

整理番号 人日

農 畜 産
物名
現在

権利取得後

種　類 数　量 種　類 数　量

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

3年前 3年前 肉用牛 田植機

2年前 2年前 繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

1年前 1年前 肥育豚 乾燥機

初年度 初年度 鶏 籾摺機

2年目 2年目

3年目 3年目

前年実績 見込み 前年実績 見込み

農　地

事業の実施状況及び事業計画（円）

採　草
放牧地

左記以外の事業の内容

権利取得後

関連事業等の内容

現在

権利取得後

左記以外の事業

農地所有適格法人の名称

採　草
放牧地

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の構成員の状況（Ｄ）

その他

法人と構成
員との取引
関係等の内
容

法人への農地等の権
利設定・移転

前年実績 見込み

農業

賃借権の設定等を受
ける土地の面積
（Ａ）

       　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける農地所有適格法
人が耕作又は養畜の
事業に供している農
用地の面積（Ｂ）
         　　　㎡

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の事業の状況（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける農地所有適格法人の業務執行役員の状況（Ｅ）

　
雇用労働力

(年間延日数)

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な家畜
の 飼 育 状 況
（Ｆ）

賃借権の設定
等を受ける農
地所有適格法
人の主な農機
具の所有の状
況（Ｇ）

事業の種類

農　地

現在

議決権又
は株式の
数

年間農業従事日数
氏名・名

称

年間農業従事日数

年間農作業従事日数
氏　名 住　所

面　積
　　㎡

権利の
種　類

役職名

賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の
農用地等の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

地域との役割分担の状況
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（農地所有適格法人以外の法人） 市町村控え用

【添付書類】

整理番号 人日

前　年
実　績

見込み

乳用牛 ﾄﾗｸﾀｰ

肉用牛 田植機

繁殖豚 ｺﾝﾊﾞｲﾝ

肥育豚 乾燥機

鶏 籾摺機

地域との役割分担の状況
賃借権の設定等を受ける農用地等での農業経営が、周辺の農用地等の農
業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

種　類 数　量 種　類 数　量

採　草
放牧地

採　草
放牧地その他

農　地

農　地

賃借権の設定等
を受ける法人の
主な農機具の所
有の状況（Ｇ）

法人の名称
雇用労働力

（年間延日数）

賃借権の設定等を受
け る 土 地 の 面 積
（Ａ）

　　　　　　　㎡

賃借権の設定等を受
ける法人が耕作又は
養畜の事業に供して
いる農用地の面積
（Ｂ）
　
㎡

賃借 権 の 設
定等 を 受 け
る法 人 の 主
たる 生 産 作
物（Ｃ）

賃借権の設定等を受ける法人の業務執行役員等の状況（Ｄ）
賃借権の設定等
を受ける法人の
主な家畜の飼育
状況（Ｆ）

氏名 役職名 住所

年間農業従事日数
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（
個
人

用
）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２

号
イ

○

第
２

号
ロ

○

（
注
１

）
「
該

当
状

況
」

に
は

、
要

件
を

満
た

す
場
合

に
は

「
○

」
を

記
載

す
る

。

（
注
２

）
「
判

断
理

由
」

に
は

、
各

要
件

を
満

た
す
と

判
断

し
た

根
拠

を
記

載
す

る
。

権
利

設
定

等
を

受
け
る

者
が

耕
作

又
は

養
畜
の

事
業

に
供

す
べ
き

農
用

地
の

全
て

を
効
率

的
に

利
用

し
て
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業
を

行
う

と
認

め
ら
れ

る

賃
借
権

・
使

用
貸

借
権
の

設
定

を
受

け
る

者
の
経

営
農

地
は

全
て
耕

作
さ

れ
て

お
り

、
保

有
す

る
機

械
、
農

作
業

に
従

事
す

る
者
の

状
況

等
か

ら
み
て

、
耕

作
の

事
業

に
供
す

べ
き

農
地

の
全
て

を
効

率
的

に
利

用
し
て

耕
作

事
業

を
行
う

と
見

込
ま

れ
る

。

権
利

設
定

等
を

受
け
る

者
が

耕
作

又
は

養
畜
の

事
業

に
必

要
な
農

作
業

に
常

時
従

事
す
る

と
認

め
ら

れ
る

賃
借
権

・
使

用
貸

借
権
の

設
定

を
受

け
る

者
は
、

農
作

業
を

行
う
必

要
が

あ
る

日
数

に
つ
い

て
農

作
業

に
従
事

す
る

と
見

込
ま

れ
る
。

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

に
係

る
認

可
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
農
地

中
間
管

理
機

構
か

ら
権

利
設

定
等

を
受

け
る
者

）
（

確
認

者
）

  

認
可

要
件

（
農

地
中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第
1
8
条

第
５

項
）

判
断
理

由
（

注
２
）

15
7

（
農
地

所
有

適
格

法
人

用
）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２
号

イ
○

（
注
１

）
「

該
当

状
況

」
に

は
、

要
件

を
満

た
す

場
合

に
は

「
○
」

を
記

載
す

る
。

（
注
２

）
「

判
断

理
由

」
に

は
、

各
要

件
を

満
た

す
と

判
断

し
た
根

拠
を

記
載

す
る

。

認
可

要
件

（
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
1
8
条

第
５

項
）

判
断

理
由

（
注
２
）

権
利
設

定
等

を
受

け
る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
の
事

業
に

供
す

べ
き
農

用
地

の
全

て
を

効
率
的

に
利

用
し

て
耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
を
行

う
と

認
め

ら
れ
る

賃
借

権
・

使
用

貸
借

権
の

設
定

を
受

け
る

者
の

経
営

農
地

は
全

て
耕

作
さ

れ
て

お
り
、

保
有

す
る

機
械

、
農

作
業

に
従

事
す

る
者

の
状

況
等

か
ら

み
て

、
耕

作
の

事
業

に
供

す
べ

き
農

地
の

全
て

を
効

率
的

に
利

用
し

て
耕

作
事

業
を

行
う

と
見

込
ま

れ
る
。

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

に
係

る
認

可
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
農
地

中
間

管
理

機
構

か
ら

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

）
（
確

認
者

）

 
 

上
記

の
者

に
つ
い

て
農

地
所

有
適

格
法

人
の

該
当

状
況

○

15
8



（
農
地

所
有
適

格
法

人
以

外
の

法
人

用
）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２

号
イ

○

第
３

号
イ

○

第
３

号
ロ

○

（
注
１

）
「
該

当
状

況
」

に
は

、
要

件
を

満
た

す
場
合

に
は

「
○

」
を

記
載

す
る

。

（
注
２

）
「
判

断
理

由
」

に
は

、
各

要
件

を
満

た
す
と

判
断

し
た

根
拠

を
記

載
す

る
。

認
可

要
件

（
農

地
中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第
1
8
条

第
５

項
）

判
断
理

由
（

注
２
）

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

に
係

る
認

可
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
農
地

中
間
管

理
機

構
か

ら
権

利
設

定
等

を
受

け
る
者

）
（

確
認

者
）

  

権
利

設
定

等
を

受
け
る

者
が

耕
作

又
は

養
畜
の

事
業

に
供

す
べ
き

農
用

地
の

全
て

を
効
率

的
に

利
用

し
て
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業
を

行
う

と
認

め
ら
れ

る

賃
借
権

・
使

用
貸

借
権
の

設
定

を
受

け
る

者
の
経

営
農

地
は

全
て
耕

作
さ

れ
て

お
り

、
保

有
す

る
機

械
、
農

作
業

に
従

事
す

る
者
の

状
況

等
か

ら
み
て

、
耕

作
の

事
業

に
供
す

べ
き

農
地

の
全
て

を
効

率
的

に
利

用
し
て

耕
作

事
業

を
行
う

と
見

込
ま

れ
る

。

権
利

設
定

等
を

受
け
る

者
が

地
域

の
農

業
に
お

け
る

他
の

農
業
者

と
の

適
切

な
役

割
分
担

の
下

に
継

続
的
か

つ
安

定
的

に
農

業
経
営

を
行

う
と

見
込
ま

れ
る

道
路
、

水
路

、
た

め
池
等

の
共

同
利

用
施

設
の
取

り
決

め
を

遵
守
す

る
と

見
込

ま
れ

る
。

権
利

設
定

等
を

受
け
る

法
人

の
業

務
執

行
役
員

等
の

う
ち

１
人
以

上
の

者
が

そ
の

法
人
の

行
う

耕
作

又
は
養

畜
の

事
業

に
常

時
従
事

す
る

と
認

め
ら
れ

る

業
務
執

行
役

員
等

が
、
賃

借
権

・
使

用
貸

借
権
の

設
定

を
受

け
る
法

人
の

行
う

耕
作

の
事
業

に
常

時
従

事
す
る

と
見

込
ま

れ
る

。

15
9

年
月

日

公
益

社
団

法
人

〒

私
は

、
上

記
の

振
替

支
払

先
か

ら
請

求
さ

れ
た

賃
借

料
等

の
口

座
振

替
支

払
い

に
関

し
、

農
業

協
同

組
合

に

対
し

て
、

次
の

通
り

依
頼

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

秋 田 県 農 業 公 社 使 用 欄

農 業 協 同 組 合 使 用 欄

確
認

日

確
認

印
備

　
考

日
年

月
令

和

公
社

提
出

用

秋
田

県
農

業
公

社

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

振
替

支
払

先
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書

令
和

御
中

農
協

名
店

舗
名

住
　

所

フ
リ

ガ
ナ

電
話

番
号

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

氏
　

名
　

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

指
定

口
座

口
座

番
号

預
金

種
目

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

16
0



年
月

日

農
業

協
同

組
合

 
御

中

〒

私
は

、
上

記
の

振
替

支
払

先
か

ら
請

求
さ

れ
た

賃
借

料
等

の
口

座
振

替
支

払
い

に
関

し
、

農
業

協
同

組
合

に

対
し

て
、

次
の

通
り

依
頼

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

－

1
1

月
2
0

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

記

1 2
．

私
は

振
替

日
に

指
定

口
座

の
残

高
が

、
請

求
金

額
に

対
し

不
足

し
な

い
よ

う
必

要
な

措
置

を
講

じ
ま

す
。

3 4

フ
リ

ガ
ナ

指
定

口
座

口
座

番
号

農
協

用

賃
借

料
等

料
金

等
の

種
類

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書

令
和

．
私

が
支

払
う

べ
き

賃
借

料
等

に
つ

い
て

は
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

毎
年

振
替

指
定

日
に

貴
組

合
所

定
の

方
法

で
支

払
っ

て
下

さ
い

。

組
合

使
用

欄

．
貴

組
合

が
必

要
と

認
め

た
場

合
は

、
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

こ
の

口
座

振
替

契
約

を
解

除
さ

れ
て

も
異

議
あ

り
ま

せ
ん

。

．
本

取
扱

に
関

し
て

万
一

紛
議

が
生

じ
て

も
貴

組
合

に
は

一
切

迷
惑

を
お

か
け

し
ま

せ
ん

。

電
話

番
号

預
金

種
目

農
協

名
店

舗
名

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

氏
　

名
　

住
　

所

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

16
1

記

 
 
理

 
事

 
長

 
　

齋
　

藤
　

　
了

　
様

年
月

日

住
所

氏
名

（
自

署
） 地
　

目

大
字

字
登

記
簿

現
況

筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡ 筆 ㎡
計そ の 他畑

承
　

諾
　

書

　
今

般
、

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
と

土
地

賃
貸

借
契

約
を

し
た

下
記

土
地

の
一

部
又

は
全

部

に
抵

当
権

等
が

設
定

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

競
売

等
の

申
し

立
て

に
よ

り
、

裁
判

所
か

ら
農

業
委

員
会

に

照
会

書
が

送
付

さ
れ

た
場

合
、

下
記

事
項

に
同

意
す

る
こ

と
を

確
約

し
ま

す
。

１
．

公
社

と
の

協
議

に
誠

意
を

持
っ

て
応

じ
る

こ
と

。

２
．

協
議

の
結

果
、

解
約

せ
ざ

る
を

得
な

い
事

態
と

な
っ

た
場

合
、

異
議

無
く

解
約

に
応

じ
る

こ
と

。

公
益

社
団

法
人

 
秋

田
県

農
業

公
社

令
和

土
地

の
表

示
： 所

　
在

面
　

積

m
2

合
　

計
地

番

田

転
借

人
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

原
因

資
格

得
喪

(
㎡

)
地

積
付

記
資

格
得

喪
時

期

決 裁

理
事

長
副

理
事

長
担

当
理

事
事

務
局

長
係

(
係

員
)

賦
課
金

徴
収
補

助
簿

受
付

印

関
係

帳
簿

更
正

済
印

賦
課
金
シ

ス
テ
ム

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

大
字

字
地

番

電
話

番
号

生
年

月
日

組
合

員
番

号
氏

名

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

住
所

 
 

氏
名

 
 

住
所

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

16
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下

記
の

と
お

り
土

地
の

（
全

部
・

一
部

）
に

つ
い

て
、

組
合

員
た

る
資

格
を

取
得

並
び

に
喪

失
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
な

お
、

こ
れ

に
伴

う
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
切

の
権

利
義

務
を

資
格

取
得

者
が

承
継

し
ま

す
。

令
和

年
月

日

土
地

改
良

区
　

理
事

長
　

　
様

資
格

喪
失

者
（

現
資

格
者

）

資
格

取
得

者
（

新
資

格
者

）

組
合

員
番

号

（
　

　
　

　
）

年
月

日

記

資
格

得
喪

の
対

象
た

る
土

地

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

←
ど

ち
ら

か
に

「
○

」
を

記
入

組
合

員
資

格
得

喪
通

知
書

住
所

組
合

員
番

号
氏

名
 
 

（
　

　
　

　
）

電
話

番
号

住
所

電
話

番
号

氏
名

 
 

生
年

月
日

土
地

の
所

在
地

地
目

用
途

地
積

資
格

得
喪

資
格

得
喪

付
記

(
㎡

)
原

因
時

期
大

字
字

地
番

副
理

事
長

担
当

理
事

事
務

局
長

係
(
係

員
)

維
持

管
理

賦
課

金

事
業

償
還

賦
課

金

決 裁

理
事

長
賦
課
金

シ
ス
テ

ム
賦
課

金
徴
収

補
助
簿

関
係

帳
簿

更
正

済
印

受
付

印

経
常

賦
課

金

賦
課

種
別

耕
作

者
支

払
所

有
者

支
払
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（
公

社
貸

付
）

◆
提

出
書

類
　

※
部

数
は

１
契

約
当

た
り

□
3
部

□
3
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

□
1
部

◆
そ

の
他

必
要

書
類

法
人

の
場

合

□
1
部

市
町

村
が

促
進

計
画

（
案

）
を

提
出

す
る

場
合

□
1
部

農
業

委
員

会
か

ら
の

要
請

に
よ

る
場

合

□
1
部

◆
書

類
提

出
前

の
確

認
事

項

□
今

回
契

約
す

る
農

地
は

地
域

計
画

の
区

域
内

で
す

か
。

□
契
約

手
続
き

時
に
運

転
免

許
証
等

の
身
分

証
明

書
に
よ

り
、
契

約
者
の

本
人

確
認
を

実
施
し

ま
し
た

か
。

□
契
約

者
に
対

し
て
、

手
数

料
の
徴

収
や
賃

料
精

算
時
期

等
に
つ

い
て
説

明
し

ま
し
た

か
。

□
契
約

者
の
住

所
を
農

家
台

帳
等
か

ら
正
確

に
記

載
し
ま

し
た
か

。
（
×

1
-1
 
⇒
 
○
1
番
地
1
、
1
番
1
号

 な
ど
）

□
促
進

計
画
は

、
自
署

を
し

て
い
ま

す
か
。

法
人

の
場
合

は
社
判

も
可
。

□
土
地

改
良
区

賦
課
金

等
の

負
担
区

分
を
出

し
手

・
受
け

手
に
確

認
し
、

促
進

計
画
に

記
載
し

ま
し
た

か
。

□
農
業

者
種
別

（
認
定

農
業

者
等
）

等
に
つ

い
て

、
漏
れ

な
く
記

載
し
ま

し
た

か
。

□
法
人

の
場
合

、
定
款

は
添

付
し
て

い
ま
す

か
。

ま
た
、

添
付
省

略
可
能

か
確

認
し
ま

し
た
か

。

上
記

の
内
容

に
つ
い

て
、

確
認
し

ま
し
た

。

所
属

令
和

年
月

日

氏
名

（
自
署
）

承
諾

書
１

筆
で
も

抵
当
権

が
設

定
さ
れ

て
い
れ

ば
必
要

貯
金

口
座
振

替
依
頼

書
２

部
印
刷

。
１
部

は
Ｊ

Ａ
に
提

出
。
過

去
に
機

構
と

契
約
し

て
お
り

同
一

口
座
を

使
用
す

る
場

合
不
要

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
権

利
移

転
）

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

書
類
名
等

部
数

備
　

考

農
用

地
利
用

集
積
等

促
進

計
画
（

案
）

認
可
先
用

、
公
社

用
、

本
人
用

添
付

書
類

個
人
用
、

農
地
所

有
適

格
法
人

用
、
農

地
所
有

適
格

法
人
以

外
の
法

人
用

の
い
ず

れ
か
。

た
だ
し
、

農
業
委

員
会

が
「
認

可
要
件

チ
ェ
ッ

ク
リ

ス
ト
」

を
提
出

し
た

場
合
、

省
略
可

能
。

貸
付

に
係
る

確
認
書

（
様

式
第
８

号
の
２

）

農
用

地
利
用

集
積
等

促
進

計
画
に

係
る

認
可

要
件
チ

ェ
ッ
ク

リ
ス

ト

賃
借
権
の

設
定
等

を
受

け
る
者

が
「
地

域
計
画

に
位

置
付
け

ら
れ
た

農
業

を
担
う

者
」
で

あ
り

、
か
つ

、
農
業

委
員
会

が
認

可
要
件

チ
ェ
ッ

ク
リ

ス
ト
を

提
出
し

た
場

合
は
、

「
添
付

書
類
」

の
省

略
が
可

能
。

個
人
用
、

農
地
所

有
適

格
法
人

用
、
農

地
所
有

適
格

法
人
以

外
の
法

人
用

の
い
ず

れ
か
を

提
出

。

書
類
名
等

部
数

備
　

考

定
款

の
コ
ピ

ー
過

去
に
機

構
と
契

約
し

て
お
り

、
定
款

の
内
容

に
変

更
が
な

け
れ
ば

、
添

付
省
略

可
能
。

そ
の

場
合
は

、
各
筆

明
細
の

備
考

欄
に
「

定
款
変

更
な

し
」
と

記
入

書
類
名
等

部
数

備
　

考

農
業

委
員
会

へ
意
見

聴
取

し
た
結

果
市

町
村
が

計
画
（

案
）

を
提
出

す
る
場

合
の
み

。
農

業
委
員

会
か
ら

の
要

請
に
よ

る
場
合

は
不
要

。

書
類
名
等

部
数

備
　

考

市
町

村
の
意

見
農

業
委
員

会
か
ら

の
要

請
に
よ

る
場
合

の
み
。

市
町
村
が

計
画
（

案
）

を
提
出

す
る
場

合
は
不

要
。

貯
金

口
座
振

替
に
関

す
る

届
出
書

Ｊ
Ａ
の
確

認
印
を

押
印

し
た
上

、
提
出

。
過
去

に
機

構
と
契

約
し
て

お
り

同
一
口

座
を
使

用
す

る
場
合

不
要

通
帳

の
コ
ピ

ー
金

融
機
関

は
Ｊ
Ａ

の
み

可
。
過

去
に
機

構
と
契

約
し

て
お
り

同
一
口

座
を

使
用
す

る
場
合

不
要

組
合

員
資
格

得
喪
通

知
書

土
地
改
良

区
の
受

益
地

は
必
要

地
域

計
画

の

区
域

内

16
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※
 
住

所
を

変
更

す
る
場

合

※
 
氏

名
を

変
更

す
る
場

合

※
　

金
融

機
関
口

座
を

変
更

す
る
場

合
　

（
全

項
目
記

入
く

だ
さ

い
。
）

様
式

第
１

６
号

の
１

　
出

し
手

　
住

所
・

氏
名

・
金

融
機

関
口

座
変

更
　

入
力

シ
ー
ト

平
成

２
８

年
１

月
１

５
日

出 し 手
番
号

令
和
２

年
５
月

１
５

日
令

和
2
年

5
月
1
5
日

○
○
市

申
し
出

年
月

日

郵
便
番

号

住
 
所

令
和
2
年

5月
1
日

平
成
2
8
年

1月
1
5
日

○
○
市

農
業
委

員
会

事
務

局

市
外
局

番
市

内
局

番

3
45

複
数
契

約
有

4
56
7

1

6
78
9

01
2

令
和
２

年
５

月
１

日

1
23 ○
○
市

○
○
字

○
○

1
23
番

地

ﾁ
ｭ
ｳ
ｶﾝ
 
ﾀ
ﾛ
ｳ

中
間
　

太
郎

農
協

○
○

○
○

1
2
3
4

1
2
3
4-
5
6
7

添
付

書
類

：
①

公
社
借

入
代

金
支

払
明
細

書
　
　

　
　

　
②

貯
金
通

帳
の

写
し

支
店

普
通

○
○ 1

○
○ 4

5
6
7

1

12
3
4
5
67

金
融

機
関
名

金
融
機

関
区

分

店
舗

名

店
舗

区
分

金
融
機

関
コ
ー

ド

店
舗

コ
ー
ド

通
知

年
月
日

通
知

者

集
積

公
告
日

公
告

市
町
村

複
数

契
約

口
座

種
類

口
座

番
号

(
ﾌ
ﾘｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

連
絡

先
(
電

話
番

号
)

従
前

の
住
所

添
付

書
類

：
戸

籍
抄
本

従
前

の
氏
名

秋
田
　

太
郎

※
　
携
帯
電
話
は
　
3
桁
 
4
桁
 
4
桁

　
で
入
力
く
だ
さ
い
。

○
○
市

○
○
字

○
○

4
56
番

地

添
付

書
類

：
住

民
票
（

変
更

前
の

住
所
が

記
載

さ
れ

て
い
る

も
の

）

1
2
3
45
6
7

一
括
印
刷

オ
ー
ル
ク
リ
ア

契
約

が
複

数
あ

る
場

合
は

「
１

」
を

入
力

16
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様
式
第
１
６

号
の

１
（

受
託

機
関

→
公

社
）

令
和

２
年

５
月

１
５

日

事
務

連
絡

　
貴
公
社
と

農
地

賃
貸

借
契

約
を

締
結

し
て

い
る

者
か

ら
、

別
添

の
と

お
り

住
所

・
氏

名
・

金
融

機
関
口
座
を

変
更

し
た

い
旨

の
届

け
出

が
提

出
さ

れ
た

の
で

、
手

続
き

に
つ

い
て

よ
ろ

し
く

お
願

い
し
ま
す
。

公
益
社
団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

　
農
地
管
理

部
農

地
集

積
課

　
　

御
中

○
○

市
農

業
委

員
会

事
務

局

住
所

・
氏

名
・

金
融

機
関

口
座

の
変

更
に

つ
い

て

変
更

す
る

項
目

の
み

表
示

さ
れ

ま
す

e
x
)
住

所
変

更
の

み
→

表
題

「住
所

の
変

更
に

つ
い

て
」

文
中

「～
別

添
の

と
お

り
住

所
を

変
更

し
た

い
旨

～
」
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様
式

第
１

６
号

の
１

（
出

し
手

→
公

社
）

添
付

書
類

１
．

住
所

変
更

住
民

票

（
変

更
前

の
住

所
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
）

２
．

氏
名

変
更

戸
籍

抄
本

３
．

金
融

機
関

口
座

の
変

更
①

公
社

借
入

代
金

支
払

明
細

書

②
貯

金
通

帳
の

写
し

※
　

従
前

の
住

所
・

氏
名

氏
名

○
○

市
○

○
字

○
○

4
5
6
番

地

秋
田

　
太

郎

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

　
農

地
管

理
部

農
地

集
積

課
　

　
御

中

氏
　

名

住
所

・
氏

名
・

金
融

機
関

口
座

の
変

更
に

つ
い

て

(
自

署
)

(
電

話
番

号
 
 
 
 
0
1
2
 
-
 
3
4
5
 
-
 
6
7
8
9
 
)

住
　

所
(
賃

貸
人

)

○
○

市
○

○
字

○
○

1
2
3
番

地

〒
1
2
3
-
4
5
6
7

中
間
　太
郎

令
和

２
年

５
月

１
日

　
平

成
２

８
年

１
月

１
５

日
付

け
○

○
市

公
告

ほ
か

の
農

用
地

利
用

集
積

計
画

に
よ

り
設

定
さ

れ
た

利

用
権

の
住

所
・

氏
名

・
金

融
機

関
口

座
を

変
更

し
た

い
の

で
、

次
の

書
類

を
添

え
て

申
し

出
ま

す
。

住
所

変
更

す
る

項
目

の
み

表
示

さ
れ

ま
す

e
x
)
住

所
変

更
の

み
→

表
題

「住
所

の
変

更
に

つ
い

て
」

文
中

「
～

利
用

権
の

住
所

を
変

更

し
た

い
の

で
～

」

添
付

書
類

「
１

．
住

所
変

更
」の

み

16
8



◎
３

「
本
人

受
領
」

で
す

。
（

代
理
受

領
は

成
年
後

見
人

等
に
限

り
ま

す
。

）

公
社

借
入

代
金

支
払
明

細
書

市
町
村

名

金
融

機
関

名

備 　 考送 　 金 　 先

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

口
座

の
種

類

口
座

番
号

フ
リ

ガ
ナ

口
座

名
義

人

○
○
市

○
○
農

協
　

　
　

　
○
○

支
店

普
通

1
2
3
4
-5
6
7

1
2
3
45
6
7

◎
１

通
帳
の

写
し
を

添
付

し
て

く
だ
さ

い
。

(
送
金

先
が
明

確
に

わ
か

る
も
の

)

◎
２

記
入
の

際
は
、

フ
リ

ガ
ナ

は
必
ず

記
入

し
て
下

さ
い

。
（

記
入

が
な
い

場
合

、
送

金
が
遅

れ
る

こ
と
が

あ
り

ま
す
。

）

ﾁ
ｭ
ｳ
ｶ
ﾝ 
ﾀ
ﾛ
ｳ

中
間

　
太

郎

16
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※
 
住

所
を

変
更
す

る
場

合

※
 
氏

名
を

変
更
す

る
場

合

※
　

金
融
機

関
口

座
を

変
更
す

る
場

合
　

（
全
項

目
記

入
く

だ
さ
い

。
）

様
式

第
１

６
号

の
２

　
受

け
手

（
個

人
)
　

住
所

・
氏

名
・

金
融

機
関

口
座

変
更
　

入
力

シ
ー

ト

平
成

２
８

年
１

月
２
８

日

受 け 手
6
7
89

令
和
２

年
５
月

１
５

日

令
和
2
年

5月
1
日

1

令
和
2
年

5
月
1
5
日

平
成

28
年

1月
2
8
日

○
○
市

農
業
委

員
会

事
務
局

0
12

3
45

3
45
6

7
8
90

0
12

添
付

書
類

：
住

民
票

（
変

更
前

の
住

所
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
）

添
付

書
類

：
戸

籍
抄

本○
○
市

○
○
字

○
○

1
2
3番

地

ﾁ
ｭ
ｳ
ｶﾝ
 
ﾀ
ﾛ
ｳ

中
間
　

太
郎

○
○
市

○
○
字

○
○

4
5
6番

地

秋
田
　

太
郎

連 絡 先

電
話

番
号

携
帯

番
号

 ←
 
３

桁
 
４

桁
　

４
桁

　
と

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。

 ←
 市

外
局
番

 市
内
局
番
 
番
号

　
の
順

に
入
力

し
て
く
だ

さ
い
。

添
付

書
類

：
①

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書
　

　
　

　
　

②
貯

金
口

座
振

替
依

頼
書

　
　

　
　

　
③

貯
金

通
帳

の
写

し

○
○

農
協

○
○

○
○

○
○

1
2
3
45
6
7

1
0
月

25
日

10
25

2
令

和
2
年

12
3
4
5
67

支
店

4

普
通

1

通
知
年

月
日

通
知

者

集
積

・
配

分
公

告
日

公
告
市

町
村

複
数

契
約

複
数

契
約

有

住
 
所

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

申
し
出

年
月
日

郵
便
番

号

令
和
２

年
５

月
１
日

1
2
3

4
5
67

口
座

種
類

口
座

番
号

振
替
開

始
年

振
替

月
日

従
前
の

住
所

金
融

機
関

コ
ー

ド
1
2
3
4

1
2
3
4
-5
6
7

店
舗
コ

ー
ド

5
6
7

従
前
の

氏
名

金
融
機

関
名

店
舗

名

店
舗

区
分

一
括
印
刷

オ
ー
ル
ク
リ
ア

契
約

が
複

数
あ

る
場

合
は

「
１

」
を

入
力

一
括

方
式

の
場

合
は

市
町

村
名

を
入

力

配
分

計
画

の
場

合
は

空
欄

契
約

が
複

数
あ

り
、
振

替
月

日
が

異
な

る
場

合
は

振
替

月
日

を
削

除

契
約

日
H
2
8
. 
8
.3

1
以

前
：毎

年
1
0
月

2
5
日

契
約

日
H
2
8
. 
9
. 
1
以

降
：
毎

年
1
1
月

2
0
日

17
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様
式
第
１
６

号
の

２
（

受
託

機
関

→
公

社
）

事
務

連
絡

令
和

２
年

５
月

１
５

日

　
貴
公
社
と

農
地

賃
貸

借
契

約
を

締
結

し
て

い
る

者
か

ら
、

別
添

の
と

お
り

住
所

・
氏

名
・

金
融

機
関
口
座
を

変
更

し
た

い
旨

の
届

け
出

が
提

出
さ

れ
た

の
で

、
手

続
き

に
つ

い
て

よ
ろ

し
く

お
願

い
し
ま
す
。

公
益
社
団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

　
農
地
管
理

部
農

地
集

積
課

　
　

御
中

○
○

市
農

業
委

員
会

事
務

局

住
所

・
氏

名
・

金
融

機
関

口
座

の
変

更
に

つ
い

て

変
更

す
る

項
目

の
み

表
示

さ
れ

ま
す

e
x
)
住

所
変

更
の

み
→

表
題

「住
所

の
変

更
に

つ
い

て
」

文
中

「～
別

添
の

と
お

り
住

所
を

変
更

し
た

い
旨

～
」

17
1

様
式

第
１

６
号

の
２

（
受

け
手

（
個

人
）

→
公

社
）

添
付

書
類

１
．

住
所

変
更

住
民

票

（
変

更
前

の
住

所
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
）

２
．

氏
名

変
更

戸
籍

抄
本

３
．

金
融

機
関

口
座

の
変

更
①

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書

②
貯

金
口

座
振

替
依

頼
書

③
貯

金
通

帳
の

写
し

※
　

従
前

の
住

所
・

氏
名

　
平

成
２

８
年

１
月

２
８

日
付

け
秋

田
県

公
告

の
農

用
地

利
用

配
分

計
画

等
に

よ
り

設
定

さ
れ

た
利

用

権
の

住
所

・
氏

名
・

金
融

機
関

口
座

を
変

更
し

た
い

の
で

、
次

の
書

類
を

添
え

て
申

し
出

ま
す

。

令
和

２
年

５
月

１
日

中
間
　太
郎

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

　
農

地
管

理
部

農
地

集
積

課
　

　
御

中

氏
　

名

住
所

・
氏

名
・

金
融

機
関

口
座

の
変

更
に

つ
い

て

(
自

署
)

(
電

話
番

号
 
 
 
 
0
1
2
 
-
 
3
4
5
 
-
 
6
7
8
9
 
)

住
　

所
(
転

借
人

)

○
○

市
○

○
字

○
○

1
2
3
番

地

〒
1
2
3
-
4
5
6
7

住
所

○
○

市
○

○
字

○
○

4
5
6
番

地

変
更

す
る

項
目

の
み

表
示

さ
れ

ま
す

e
x
)
住

所
変

更
の

み
→

表
題

「
住

所
の

変
更

に
つ

い
て

」

文
中

「
～

利
用

権
の

住
所

を
変

更

し
た

い
の

で
～

」

添
付

書
類

「
１

．
住

所
変

更
」の

み

電
話

番
号

記
入

の
場

合
：電

話
番

号

電
話

番
号

未
記

入
の

場
合

：携
帯

番
号

17
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公
益

社
団

法
人

〒

私
は

、
上

記
の

振
替

支
払

先
か

ら
請

求
さ

れ
た

賃
借

料
等

の
口

座
振

替
支

払
い

に
関

し
、

農
業

協
同

組
合

に

対
し

て
、

次
の

通
り

依
頼

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

1
0

月
2
5

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年
振

替
開

始
令

和
2

公
社

提
出

用

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書

秋
田

県
農

業
公

社
御

中

令
和

２
年

５
月
１

日

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

住
　

所

1
2
3
-
4
5
6
7

電
話

番
号

年

農
協

名
○

○
農

協
店

舗
名

○
○
支

店

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド
12
3
4
-
56
7

指
定

口
座

預
金

種
目

普
通

口
座

番
号

1
2
34
5
6
7

振
替

日
毎

年

秋 田 県 農 業 公 社 使 用 欄

農 業 協 同 組 合 使 用 欄

確
認

印
備

　
考

月
1
5

日
確

認
日

令
和

2
5

氏
　

名
中
間

　
太

郎

0
1
2
 
-
 
3
4
5
 
-
 
6
7
8
9

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

○
○

市
○

○
字

○
○

1
2
3
番

地

フ
リ

ガ
ナ

ﾁ
ｭ
ｳ
ｶ
ﾝ
 
ﾀﾛ
ｳ

届 出 印

農
協
確

認
印

17
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農
業

協
同

組
合

 
御

中

〒

1
0

月
2
5

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

記

1 2
．

私
は

振
替

日
に

指
定

口
座

の
残

高
が

、
請

求
金

額
に

対
し

不
足

し
な

い
よ

う
必

要
な

措
置

を
講

じ
ま

す
。

3 4

１
部

農
協

保
管

・
１

部
公

社
提

出

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書

○
○

令
和
２

年
５
月

１
日

 
 
私

は
、

上
記

の
振

替
支
払

先
か

ら
請
求

さ
れ

た
賃

借
料
等

を
次

の
口

座
振
替

に
よ

っ
て

支
払
う

こ

と
と

し
た

い
の

で
、

下
記
事

項
を

確
約
の

う
え

依
頼

し
ま
す

。

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

○
○

市
○

○
字

○
○

1
2
3
番

地

フ
リ

ガ
ナ

ﾁ
ｭ
ｳ
ｶ
ﾝ 
ﾀ
ﾛ
ｳ

氏
　

名
中

間
　

太
郎

．
本

取
扱

に
関

し
て

万
一

紛
議

が
生

じ
て

も
貴

組
合

に
は

一
切

迷
惑

を
お

か
け

し
ま

せ
ん

。

組
合

使
用

欄

2

口
座

番
号

1
23
4
5
6
7

．
私

が
支

払
う

べ
き

賃
借

料
等

に
つ

い
て

は
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

毎
年

振
替

指
定

日
に

貴
組

合
所

定
の

方
法

で
支

払
っ

て
下

さ
い

。

．
貴

組
合

が
必

要
と

認
め

た
場

合
は

、
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

こ
の

口
座

振
替

契
約

を
解

除
さ

れ
て

も
異

議
あ

り
ま

せ
ん

。

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド
1
2
3
4-
5
6
7

指
定

口
座

預
金

種
目

普
通

住
　

所

1
2
3
-
4
5
6
7

電
話

番
号

0
1
2
 
-
 
3
4
5
 
-
 
6
7
8
9

農
協

名
○
○

農
協

店
舗

名
○
○

支
店

届 出 印

17
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←
 
市
外

局
番
 
市
内

局
番
 
番
号

　
の

順
に
入

力
し
て

く
だ

さ
い

。

 
←
 
３
桁

 ４
桁
　
４

桁
　
と

入
力

し
て
く

だ
さ
い

。

※
 
所

在
地

を
変

更
す

る
場

合

※
 
名

称
を

変
更

す
る

場
合

※
 
代

表
者

を
変

更
す

る
場

合

※
　

金
融

機
関

口
座

を
変

更
す

る
場

合
　

（
全

項
目

記
入

く
だ

さ
い

。
）

複
数

契
約

有

従
前

の
所

在
地

従
前

の
名

称

振
替

月
日

振
替

開
始

年

口
座

番
号

口
座

種
類

金
融

機
関

コ
ー

ド

店
舗

区
分

店
舗

名

金
融

機
関

名

令
和

２
年

５
月

１
日

秋
田

　
太

郎

○
○

○
○

氏
名

通
知

年
月

日

通
知

者

集
積

・
配

分
公

告
日

公
告

市
町

村

複
数

契
約

1

令
和

2
年

5
月

1
日

4
5
6
7

1
2
3

添
付

書
類

：
①

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書
　

　
　

　
　

②
貯

金
口

座
振

替
依

頼
書

　
　

　
　

　
③

貯
金

通
帳

の
写

し

○
○

農
協

○
○

1
2
3
4
5
6
7

1
0
月

2
5
日

令
和

2
年

支
店

普
通

1
2
3
4

1

1
2
3
4
5
6
7

2

1
0

4

2
5

添
付
書

類
：
「

法
人
登

記
全

部
事
項

証
明
書

」
等
　

変
更

を
証
す

る
書
類

添
付
書

類
：
「

法
人
登

記
全

部
事
項

証
明
書

」
等
　

変
更

を
証
す

る
書
類

　
　
　

　
　
　

※
農
事

組
合

法
人
の

場
合
は

、
総
会

議
事

録
の
写

し
又
は

印
鑑
証

明
書

を
添
付

添
付
書

類
：
「

法
人
登

記
全

部
事
項

証
明
書

」
等
　

変
更

を
証
す

る
書
類

ﾉ
ｳ
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾐ
ｱ
ｲ
ﾎ
ｳ
ｼ
ﾞ
ﾝ
 
ｼ
ﾓ
ﾀ
ﾞ
ﾌ
ｧ
ｰ
ﾑ

農
事

組
合

法
人

下
田

フ
ァ

ー
ム

ｱ
ｷ
ﾀ
 
ｼ
ﾞ
ﾛ
ｳ

秋
田

　
次

郎

○
○

市
○

○
字

○
○

4
5
6
番

地

農
事

組
合

法
人

下
田

農
園

3
4
5
6

7
8
9
0

0
1
2

連 絡 先

職
名

(
ﾌ
ﾘｶ
ﾞﾅ
)

様
式
第
１
６

号
の
３

　
受
け

手
（
法

人
)
　
所
在
地

・
名
称

・
代
表

者
・
金

融
機
関

口
座
変
更

　
入
力

シ
ー
ト

平
成

２
８

年
１

月
２

８
日

受 け 手

6
7
8
9

令
和

２
年

５
月

１
５

日

0
1
2

3
4
5

申
し

出
年

月
日

郵
便

番
号

所
在

地

(ﾌ
ﾘ
ｶﾞ
ﾅ
)

名
称

○
○

市
○

○
字

○
○

1
2
3
番

地

令
和

2
年

5
月

1
5
日

○
○

市
農

業
委

員
会

事
務

局

平
成
2
8
年
1
月
2
8
日

代
表

理
事

店
舗

コ
ー

ド
5
6
7

1
2
3
4
-
5
6
7

代 表 者

(
ﾌ
ﾘｶ
ﾞﾅ
)

ﾀ
ﾞ
ｲ
ﾋ
ｮ
ｳ
ﾘ
ｼ
ﾞ

職
名

氏
名

従
前

の
代

表
者

代
表

理
事

電
話

番
号

携
帯

番
号

一
括
印
刷

オ
ー
ル
ク
リ
ア

契
約

が
複

数
あ

る
場

合
は

「１
」
を

入
力

一
括

方
式

の
場

合
は

市
町

村
名

を
入

力

配
分

計
画

の
場

合
は

空
欄

契
約

が
複

数
あ

り
、

振
替

月
日

が
異

な
る

場
合

は
振

替
月

日
を

削
除

契
約

日
H
2
8
. 
8
.3

1
以

前
：
毎

年
1
0
月

2
5
日

契
約

日
H
2
8
. 
9
. 
1
以

降
：
毎

年
1
1
月

2
0
日

17
5

様
式

第
１

６
号

の
３

（
受

託
機
関
→

公
社
）

令
和

２
年

５
月

１
５

日

事
務

連
絡

　
貴

公
社

と
農

地
賃

貸
借

契
約
を
締

結
し
て

い
る
者
か

ら
、
別
添

の
と
お

り
所
在
地

・
名
称

・
代

表
者

・
金

融
機

関
口

座
を

変
更
し
た

い
旨
の

届
け
出
が

提
出
さ
れ

た
の
で

、
手
続
き

に
つ
い

て
よ

ろ
し

く
お

願
い

し
ま

す
。

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公
社

　
農

地
管

理
部

農
地

集
積

課
　
　
御

中

○
○
市
農

業
委
員
会

事
務
局

所
在

地
・
名
称
・

代
表
者

・
金
融
機

関
口
座
の

変
更
に

つ
い
て

変
更

す
る

項
目

の
み

表
示

さ
れ

ま
す

e
x)

名
称

変
更

の
み

→
表

題
「名

称
の

変
更

に
つ

い
て

」

文
中

「
～

別
添

の
と

お
り

名
称

を

変
更

し
た

い
旨

～
」

17
6



様
式

第
１

６
号

の
３

（
受

け
手

(
法

人
)
→

公
社

）

添
付

書
類

１
．

所
在

地
変

更

２
．

名
称

変
更

３
．

代
表

者
変

更

４
．

※
　

従
前

の
所

在
地

・
名

称
・

代
表

者
(
職

、
氏

名
)

令
和

２
年

５
月

１
日

代
表

理
事

　
　

秋
田

　
次

郎

　
平

成
２

８
年

１
月

２
８

日
付

け
秋

田
県

公
告

の
農

用
地

利
用

配
分

計
画

等
に

よ
り

設
定

さ
れ

た
利

用

権
の

所
在

地
・

名
称

・
代

表
者

・
金

融
機

関
口

座
を

変
更

し
た

い
の

で
、

次
の

書
類

を
添

え
て

申
し

出

ま
す

。 所
在

地

法
人

登
記

全
部

事
項

証
明

書

法
人

登
記

全
部

事
項

証
明

書

法
人

登
記

全
部

事
項

証
明

書

（
農

事
組

合
法

人
の

場
合

、
総

会
議

事
録

の
写

し
又

は
印

鑑
証

明
書

）

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

　
農

地
管

理
部

農
地

集
積

課
　

　
御

中

名
　

称

代
表

者

○
○

市
○

○
字

○
○

4
5
6
番

地

代
表

理
事

　
　

秋
田

　
太

郎

金
融

機
関

口
座

の
変

更
①

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書

②
貯

金
口

座
振

替
依

頼
書

③
貯

金
通

帳
の

写
し

名
　

称
農

事
組

合
法

人
下

田
農

園

所
在

地
・

名
称

・
代

表
者

・
金

融
機

関
口

座
の

変
更

に
つ

い
て

(
電

話
番

号
 
 
 
 
0
1
2
 
-
 
3
4
5
 
-
 
6
7
8
9
 
)

所
在

地
(
転

借
人

)

○
○

市
○

○
字

○
○

1
2
3
番

地

〒
1
2
3
-
4
5
6
7

農
事

組
合

法
人

下
田

フ
ァ

ー
ム

変
更

す
る

項
目

の
み

表
示

さ
れ

ま
す

e
x
)
名

称
変

更
の

み

↓

表
題

「
名

称
の

変
更

に
つ

い
て

」

文
中

「
～

利
用

権
の

名
称

を
変

更

し
た

い
の

で
～

」

添
付

書
類

「
２

．
名

称
変

更
」の

み

17
7

公
益

社
団

法
人

〒

私
は

、
上

記
の

振
替

支
払

先
か

ら
請

求
さ

れ
た

賃
借

料
等

の
口

座
振

替
支

払
い

に
関

し
、

農
業

協
同

組
合

に

対
し

て
、

次
の

通
り

依
頼

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

1
0

月
2
5

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年
振

替
日

毎
年

振
替

開
始

令
和

2

指
定

口
座

預
金

種
目

普
通

口
座

番
号

1
2
3
45
6
7

農
協

名
○
○

農
協

店
舗

名
○

○
支
店

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド
1
23
4
-
5
67 年

5

備
　

考

月
1
5

日

秋 田 県 農 業 公 社 使 用 欄

農 業 協 同 組 合 使 用 欄

確
認

印

確
認

日
令

和
2

公
社

提
出

用

貯
金

口
座

振
替

に
関

す
る

届
出

書

秋
田

県
農

業
公

社
御

中

令
和

２
年
５

月
１

日

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

住
　

所

1
2
3
-
4
5
6
7

氏
　

名
農

事
組

合
法

人
下

田
フ

ァ
ー

ム

電
話

番
号

0
1
2
 
-
 
3
4
5
 
-
 
6
7
8
9

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

○
○

市
○

○
字

○
○

1
2
3
番

地

フ
リ

ガ
ナ

ﾉ
ｳ
ｼﾞ
ｸ
ﾐ
ｱ
ｲ
ﾎ
ｳ
ｼﾞ
ﾝ
 
ｼ
ﾓ
ﾀ
ﾞﾌ
ｧ
ｰ
ﾑ

届 出 印

17
8



農
業

協
同

組
合

 
御

中

〒

1
0

月
2
5

日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）

年

記

1 2
．

私
は

振
替

日
に

指
定

口
座

の
残

高
が

、
請

求
金

額
に

対
し

不
足

し
な

い
よ

う
必

要
な

措
置

を
講

じ
ま

す
。

3 4

フ
リ

ガ
ナ

ﾉ
ｳ
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾐｱ
ｲ
ﾎ
ｳ
ｼ
ﾞ
ﾝ
 ｼ
ﾓ
ﾀ
ﾞ
ﾌ
ｧ
ｰ
ﾑ

1
2
3
4-
5
6
7

指
定

口
座

預
金

種
目

普
通

口
座

番
号

1
2
3
4
56
7

貯
金

者
お

よ
び

契
約

者

住
　

所

1
2
3
-
4
5
6
7

電
話

番
号

氏
　

名
農

事
組

合
法

人
下

田
フ

ァ
ー

ム

0
1
2
 
-
 
3
4
5
 
-
 
6
7
8
9

金
融

機
関

へ
の

届
出

印

組
合

使
用

欄

2

 
 私

は
、
上

記
の

振
替
支

払
先

か
ら
請

求
さ

れ
た

賃
借
料

等
を

次
の
口

座
振

替
に
よ

っ
て

支
払

う
こ

と
と

し
た
い

の
で

、
下
記

事
項

を
確
約

の
う

え
依

頼
し
ま

す
。

．
私

が
支

払
う

べ
き

賃
借

料
等

に
つ

い
て

は
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

毎
年

振
替

指
定

日
に

貴
組

合
所

定
の

方
法

で
支

払
っ

て
下

さ
い

。

．
貴

組
合

が
必

要
と

認
め

た
場

合
は

、
私

に
通

知
す

る
こ

と
な

く
、

こ
の

口
座

振
替

契
約

を
解

除
さ

れ
て

も
異

議
あ

り
ま

せ
ん

。

．
本

取
扱

に
関

し
て

万
一

紛
議

が
生

じ
て

も
貴

組
合

に
は

一
切

迷
惑

を
お

か
け

し
ま

せ
ん

。

農
協

名
○

○
農

協
店

舗
名

振
替

日
毎

年
振

替
開

始
令

和

○
○

支
店

金
融

機
関

コ
ー

ド
・

店
舗

コ
ー

ド

○
○

市
○

○
字

○
○

1
2
3
番

地

１
部

農
協

保
管

・
１

部
公

社
提

出

貯
金

口
座

振
替

依
頼

書

○
○

令
和

２
年
５

月
１

日

振
替

支
払

先
公

益
社

団
法

人
　

秋
田

県
農

業
公

社
料

金
等

の
種

類
賃

借
料

等 届 出 印

17
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←

 
市

外
局

番
 
市

内
局

番
 
番

号
　

の
順

に
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
←

 
３

桁
 
４

桁
　

４
桁

　
と

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。

【
添

付
書

類
】

法
人

登
記

全
部

事
項

証
明

書
、

総
会

議
事

録
、

受
け

手
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
「

農
地

所
有

適
格

法
人

用
」

、
「

農
地

所
有

適
格

法
人

以
外

の
法

人
用

」
の

い
ず

れ
か

一
つ

）

代
表

取
締

役
代 表 者

(
ﾌﾘ

ｶ
ﾞﾅ

)
ﾀﾞ
ｲ
ﾋ
ｮｳ
ﾄ
ﾘ
ｼﾏ
ﾘ
ﾔ
ｸ

電
話
番

号

携
帯
番

号

連 絡 先

職
名

(
ﾌﾘ

ｶ
ﾞﾅ

)

様
式

第
１

６
号

の
４

　
受

け
手

（
法

人
)
　

組
織

変
更

　
入

力
シ

ー
ト

令
和

３
年

１
２
月

２
５

日

受 け 手

6
2
2
3

令
和

５
年

１
２

月
５

日

0
1
8

8
9
3

申
し
出

年
月

日

郵
便

番
号

所
在

地

(
ﾌﾘ

ｶ
ﾞﾅ

)

新
名

称

秋
田
市

山
王

四
丁

目
１

－
２

令
和
5
年
1
2
月

5日

●
●
市

農
業

再
生

協
議

会
長

　
△
△

　
△

△

令
和

3
年

1
2
月

2
5
日

●
●
市

1

令
和
5
年
1
2
月

4日

0
0
0
0

0
10

通
知
年

月
日

通
知

者

集
積
・

配
分
・
促

進
公
告
日

公
告
市

町
村

複
数

契
約

複
数

契
約

有

従
前
の

名
称

令
和

５
年

１
２

月
４

日

氏
名

新
法
人

の
農

地
所

有
適

格
法

人
該

当
の

有
無

1

ｶ
ﾌ
ﾞ
ｼｷ
ｶ
ﾞ
ｲｼ
ｬ
 
ｱｷ
ﾀ
ﾌ
ｧｰ
ﾑ

株
式
会

社
秋

田
フ

ァ
ー

ム

ｽｲ
ﾃ
ﾞ
ﾝ 
ﾀ
ﾛ
ｳ

水
田

　
太

郎

農
事
組

合
法

人
秋

田
フ

ァ
ー

ム

受
け

手
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
確

認
者

氏
名

●
●
市

農
林

課
　

■
■

　
■

■

一
括
印
刷

オ
ー
ル
ク
リ
ア

業
務
受

託
機
関

名
と
担
当

者
氏
名

を
記
載

(例
)●

●
市
農

林
課
　
水

田
太
郎

組
織
変

更
後
の
法

人
が
農

地
所
有

適
格
法
人

に
該
当

す
る
場
合

は
「
1
」
を

入
力

18
0



様
式
第
１

６
号
の

４
（

受
託

機
関

→
公

社
）

（
農

事
組
合

法
人

か
ら

株
式

会
社

へ
の

変
更

手
続
き

）

組
織

の
変

更
に

つ
い

て

　
貴
公
社

と
農
地

賃
貸

借
契

約
を

締
結

し
て

い
る

者
か

ら
、

別
添

の
と

お
り

組
織

を
変

更
し

た
い

旨
の
届
け

出
が
提

出
さ

れ
た

の
で

、
手

続
き

に
つ

い
て

よ
ろ

し
く

お
願

い
し

ま
す

。

令
和

５
年

１
２

月
５

日

事
務

連
絡

公
益
社
団

法
人
秋

田
県

農
業

公
社

　
農
地
管

理
部
　

　
御

中

●
●

市
農

業
再

生
協

議
会

長
　

△
△

　
△

△

18
1

様
式

第
１

６
号

の
４

（
受
け
手
(
法
人
)
→

公
社
）

（
農
事

組
合

法
人
か

ら
株

式
会

社
へ

の
変

更
手

続
き

）

添
付

書
類

法
人

登
記

全
部
事
項
証

明
書

総
会

議
事

録

※
　

従
前

の
名

称

(
電
話
番

号
 
 
 
 
0
1
8
 
-
 
8
9
3
 
-
 
6
2
2
3
 
)

所
在
地

(
転

借
人

)

秋
田
市
山

王
四
丁

目
１
－
２

〒
0
1
0
-
0
0
0
0

株
式
会
社

秋
田
フ

ァ
ー
ム

　
令

和
３

年
１

２
月

２
５
日
付
け

●
●
市

公
告
の
農

用
地
利
用

集
積
計

画
等
に
よ

り
利
用

権
の
設
定

を
受

け
た

者
の

名
称

を
変
更
し
た

い
の
で

、
次
の
書

類
を
添
え

て
申
し

出
ま
す
。

名
　

称
農

事
組
合
法
人

秋
田
フ
ァ

ー
ム

組
織

の
変
更

に
つ
い
て

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農
業
公
社

　
農

地
管

理
部

　
　

御
中

名
　
称

令
和

５
年

１
２

月
４

日

代
表
取
締

役
　
　

水
田
　
太

郎

18
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（
農
地

所
有

適
格

法
人
用

）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２

号
イ

○

（
注
１

）
「

該
当

状
況
」

に
は

、
要
件

を
満

た
す
場

合
に

は
「
○

」
を

記
載

す
る
。

（
注
２

）
「

判
断

理
由
」

に
は

、
各
要

件
を

満
た
す

と
判

断
し
た

根
拠

を
記

載
す
る

。

認
可

要
件

（
農

地
中

間
管

理
事

業
の
推

進
に

関
す
る

法
律

第
18
条

第
５

項
）

判
断
理

由
（
注
２
）

権
利
設

定
等
を

受
け

る
者
が

耕
作

又
は
養

畜
の
事

業
に

供
す
べ

き
農

用
地
の

全
て
を

効
率

的
に
利

用
し

て
耕
作

又
は
養

畜
の

事
業
を

行
う

と
認
め

ら
れ
る

賃
借
権

・
使

用
貸
借

権
の

設
定
を

受
け
る

者
の

経
営
農

地
は

全
て
耕

作
さ
れ

て
お

り
、
保

有
す

る
機

械
、
農

作
業

に
従
事

す
る

者
の
状

況
等
か

ら
み

て
、
耕

作
の

事
業
に

供
す
べ

き
農

地
の
全

て
を

効
率
的

に
利
用

し
て

耕
作
事

業
を

行
う
と

見
込
ま

れ
る

。

農
用

地
利
用

集
積

等
促

進
計

画
に

係
る

認
可

要
件

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト

（
組
織

変
更

後
の

法
人
名

称
）

（
確
認

者
）

株
式

会
社

秋
田

フ
ァ
ー

ム
●
●

市
農
林

課
　

■
■
　

■
■

上
記

の
者

に
つ
い

て
農

地
所
有

適
格

法
人
の

該
当

状
況

○

18
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（
農

地
所

有
適

格
法
人

以
外

の
法

人
用
）

該
当

状
況

（
注
１
）

第
２

号
イ

○

第
３

号
イ

○

第
３

号
ロ

○

（
注

１
）

「
該

当
状
況

」
に

は
、

要
件
を

満
た

す
場
合

に
は

「
○

」
を
記

載
す

る
。

（
注

２
）

「
判

断
理
由

」
に

は
、

各
要
件

を
満

た
す
と

判
断

し
た

根
拠
を

記
載

す
る

。

権
利

設
定

等
を
受

け
る

者
が

耕
作

又
は

養
畜

の
事
業

に
供

す
べ

き
農

用
地

の
全

て
を
効

率
的

に
利

用
し

て
耕

作
又

は
養
畜

の
事

業
を

行
う

と
認

め
ら

れ
る

賃
借

権
・

使
用

貸
借

権
の
設

定
を

受
け

る
者

の
経

営
農

地
は
全

て
耕

作
さ

れ
て

お
り

、
保

有
す
る

機
械

、
農
作

業
に

従
事

す
る
者

の
状

況
等

か
ら

み
て

、
耕

作
の
事

業
に

供
す

べ
き

農
地

の
全

て
を
効

率
的

に
利

用
し

て
耕

作
事

業
を
行

う
と

見
込

ま
れ

る
。

権
利

設
定

等
を
受

け
る

者
が

地
域

の
農

業
に

お
け
る

他
の

農
業

者
と

の
適

切
な

役
割
分

担
の

下
に

継
続

的
か

つ
安

定
的
に

農
業

経
営

を
行

う
と

見
込

ま
れ
る

道
路

、
水

路
、

た
め

池
等
の

共
同

利
用

施
設

の
取

り
決

め
を
遵

守
す

る
と

見
込

ま
れ

る
。

権
利

設
定

等
を
受

け
る

法
人

の
業

務
執

行
役

員
等
の

う
ち

１
人

以
上

の
者

が
そ

の
法
人

の
行

う
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業
に

常
時

従
事

す
る

と
認

め
ら

れ
る

業
務

執
行

役
員

等
が

、
賃
借

権
・

使
用

貸
借

権
の

設
定

を
受
け

る
法

人
の

行
う

耕
作

の
事

業
に
常

時
従

事
す

る
と

見
込

ま
れ

る
。

認
可
要

件
（
農

地
中
間

管
理

事
業

の
推
進

に
関

す
る
法

律
第
1
8
条
第

５
項

）
判

断
理
由

（
注
２
）

農
用
地

利
用

集
積

等
促
進

計
画

に
係

る
認

可
要

件
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
組

織
変

更
後

の
法
人

名
称

）
（

確
認
者

）

株
式
会

社
秋

田
フ

ァ
ー
ム

●
●
市

農
林

課
　
■

■
　

■
■

18
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１
　

様
式

第
１

７
号

の
１

「
契

約
期

間
の

延
長

に
伴

う
同

意
願

い
に

つ
い

て
（

依
頼

）
」

１
部

２
 
 
様

式
第

１
７

号
の

２
「

同
意

書
」

３
部

（
関

係
２

者
及

び
農

業
委

員
会

用
）

　
　

※
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
写

し
を

添
付

　
　

※
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
土

地
の

一
部

を
延

長
す

る
場

合
　

⇒
 
２

と
別

紙

　
　

　
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
土

地
の

全
部

を
延

長
す

る
場

合
　

⇒
 
２

の
み

３
 
 
様

式
第

７
号

の
２

「
機

構
関

連
事

業
に

つ
い

て
」

１
部

（
２

部
印

刷
さ

れ
、

う
ち

１
部

は
本

人
用

）

※
黄

色
セ

ル
に

必
要

事
項

を
入

力
　

→
　

一
括

印
刷

ボ
タ

ン
で

必
要

部
数

が
印

刷
さ

れ
ま

す
。

市
町

村
名

申
請

日

受
託

機
関
名

代
表

者
役

職
氏
名

説
明

者
所

属
機

関
集
積

公
告
日

賃
貸

人
氏
名

賃
貸

人
人
数

賃
貸

人
住
所

※
鏡

文
の

要
否

に
応

じ
て

、
「

一
括

印
刷

」
ボ

タ
ン

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

※
複

数
人

の
期

間
延

長
を

同
時

に
行

う
場

合
、

鑑
文

を
１

部
に

ま
と

め
る

こ
と

が
可

能
で

す
。

　
鏡

文
を

１
部

に
ま

と
め

る
場

合
は

、
「

賃
貸

人
人

数
」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

※
「

別
紙

」
は

、
未

入
力

の
場

合
は

印
刷

さ
れ

ま
せ

ん
の

で
、

一
部

延
長

す
る

場
合

は
、

　
漏

れ
な

く
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

※
農

用
地

利
用

配
分

計
画

の
存

続
期

間
延

長
手

続
き

は
同

意
書

で
は

で
き

ま
せ

ん
。

様
式

１
１

号
で

解
約

後
、

新
た

な
促

進
計

画
を

作
成

○
○

市
○

○
○

○

中
間

　
太

郎

H
3
0
.
4
.
1

R
2
0
.
6
.
3
0

R
1
0
.
6
.
1

「
変

更
前

」
　

存
続

期
間

（
終

期
）

「
変

更
後

」
　

存
続

期
間

（
終

期
）

1
9

R
1
.
7
.
1
3

入
力

シ
ー

ト

○
○

市

○
○

市
長

　
▲

▲
 
△

△

契
約

期
間

の
延

長
に

関
す

る
送

付
書

類

○
○

市
農

林
課

一
括

印
刷

（
様

式
第

17
号

1の
1（

鏡
文

）あ
り

）

一
括

印
刷

（
様

式
第

17
号

1の
1（

鏡
文

）
な

し
）

複
数

人
の

期
間

延
長

を
同

時
に

行
う

た
め

、
鑑

文
を

１
部

に
ま

と
め

る
場

合
、
契

約
延

長
す

る
出

し
手

の
人

数
を

入
力

18
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様
式

第
１

７
号

の
１
（
受
託

機
関
→

公
社
　
1
部
）

公
益

社
団

法
人

秋
田
県
農
業

公
社

 
 
理

 
事

 
長

　
齋

　
藤
　
　

了
　
様

　
　

○
○
市

長
　
▲
▲

 
△
△

　
貴

公
社

と
農

地
賃
貸
借
契

約
を
締

結
し
て
い

る
賃
貸

人
　

中
間

　
太
郎
ほ

か
1
8
名

か
ら
別
紙

の
と

お
り

契
約

期
間
を
延
長

し
た
い

旨
の
同
意

願
い
が

あ
り

ま
し

た
の
で
、

手
続
き

に
つ
い
て

よ
ろ

し
く

お
願

い
し
ま
す
。

契
約
期
間
の

延
長
に
伴

う
同
意

願
い
に
つ

い
て
（

依
頼
）

令
和
元
年
７

月
１
３
日

賃
貸

人
人

数
が

入
力

さ
れ

た
場

合
、
人

数
に

応
じ

て
「
ほ

か
○

名
」
と

表
示

さ
れ

ま
す

18
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様
式

第
１

７
号

の
２

（
賃

貸
人

→
公

社
　

３
部

）

　
１

　
土

地
の

所
在

、
地

番
、

地
目

、
面

積

　
別

紙
　

農
地

明
細

の
と

お
り

（
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
写

し
を

添
付

）

　
２

　
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

(
賃

貸
人

)

住
　

所
 
  

氏
　

名
 
（

自
署

）

(
賃

借
人

)

住
　

所
秋

田
市

山
王

四
丁

目
１

番
２

号

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

氏
　

名
 
理

 事
 
長

 　
齋

　
 
藤

　
 　

了
　

　
上

記
１

に
係

る
存

続
期

間
(終

期
)
を

令
和

１
０

年
６

月
１

日
か

ら
令

和
２

０
年

６
月

３

０
日

に
変

更
す

る
。

同
　

　
意

　
　

書

○
○

市
○

○
○

○

　
平

成
３

０
年

４
月

１
日

付
け

○
○

市
公

告
の

農
用

地
利

用
集

積
計

画
に

よ
り

設
定

さ
れ

た
利

用
権

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

変
更

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

中
間

　
太

郎

18
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（
様

式
７

号
の

２
）

（
農

用
地

等
の

所
有

者
向

け
）

様
式

第
１

７
号

添
付

書
類

※
機

構
が

１
５

年
以

上
借

り
受

け
る

場
合

○
　

 機
構

関
連

事
業

に
つ

い
て

○
　

機
構

関
連

事
業

の
内

容
に

つ
い

て

（
機

構
チ

ェ
ッ

ク
欄

）

☑
・

☑
・

☑
・

○
　

留
意

事
項

に
つ

い
て

（
機

構
チ

ェ
ッ

ク
欄

）

☑
・

☑
・

秋
田

県
農

地
中

間
管

理
機

構
　

御
中 令

和
　

　
○

年
　

　
○

月
　

　
○

日

○
説

明
者

  
秋

田
県

農
地

中
間

管
理

機
構

）

上
記

内
容

に
つ

い
て

説
明

を
受

け
ま

し
た

。

○
所

有
者

　
氏

　
名

(自
署

)

機
構

関
連

事
業

が
行

わ
れ

た
農

用
地

等
の

所
有

者
が

機
構

へ
の

貸
付

け
を

、
自

ら
の

都
合

で
一

方
的

に
解

除
し

た
場

合
は

、
特

別
徴

収
金

（
工

事
に

要
し

た
費

用
の

全
部

）
が

徴
収

さ
れ

ま
す

。

中
間

　
太

郎

（
２

部
作

成
、

機
構

・
出

し
手

双
方

保
管

）

機
構

関
連

事
業

に
つ

い
て

事
業

実
施

地
域

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

が
各

市
町

村
・
地

域
の

農
地

や
担

い
手

の
実

態
、

営
農

状
況

等
を

考
慮

し
た

上
で

決
定

さ
れ

ま
す

。

機
構

関
連

事
業

対
象

農
用

地
等

に
係

る
農

用
地

区
域

か
ら

の
除

外
（
農

地
転

用
）
に

つ
い

て
は

、
機

構
の

借
受

期
間

が
満

了
し

除
外

要
件

等
を

満
た

す
場

合
に

限
り

可
能

で
す

。

　
本

説
明

は
、

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
(平

成
2
5
年

法
律

第
1
0
1
号

)に
基

づ
き

、
機

構
関

連
事

業
の

実
施

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

機
構

が
農

用
地

等
を

借
り

受
け

る
に

当
た

っ
て

、
当

該
農

用
地

等
の

所
有

者
及

び
貸

付
け

の
相

手
方

に
対

し
て

必
ず

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

(法
律

に
基

づ
く
義

務
)と

さ
れ

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
本

説
明

を
も

っ
て

、
機

構
関

連
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

同
意

を
求

め
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

　
　

（
業

務
受

託
機

関
：
○

○
市

農
林

課

機
構

関
連

事
業

（
土

地
改

良
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
9
5
号

）
第

8
7
条

の
３

第
１

項
の

土
地

改
良

事
業

を
い

い
ま

す
。

）
は

、
農

地
中

間
管

理
機

構
が

借
り

入
れ

て
い

る
農

用
地

等
を

対
象

に
、

農
用

地
等

の
所

有
者

や
貸

付
け

の
相

手
方

の
申

請
に

よ
ら

ず
、

都
道

府
県

が
農

業
者

の
費

用
負

担
や

同
意

を
求

め
ず

に
基

盤
整

備
を

行
う

事
業

で
す

。
機

構
に

貸
し

付
け

た
農

用
地

等
に

つ
い

て
は

、
機

構
関

連
事

業
が

行
わ

れ
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
の

で
、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

し
ま

す
。

機
構

関
連

事
業

の
対

象
と

な
る

農
用

地
等

は
、

秋
田

県
農

地
中

間
管

理
機

構
（
以

下
「
機

構
」
と

い
い

ま
す

。
）
の

借
受

期
間

が
機

構
関

連
事

業
の

計
画

の
決

定
（
公

告
）
時

か
ら

1
5
年

以
上

あ
る

も
の

で
す

。

機
構

関
連

事
業

は
、

都
道

府
県

が
事

業
実

施
主

体
と

な
っ

て
、

農
用

地
等

の
所

有
者

や
貸

付
け

の
相

手
方

の
費

用
負

担
や

同
意

を
求

め
ず

に
農

地
区

画
整

備
（
こ

れ
に

付
随

す
る

農
道

、
農

業
用

排
水

路
、

暗
渠

等
の

整
備

を
含

む
。

）
、

農
業

用
用

排
水

施
設

、
農

道
及

び
暗

渠
等

の
整

備
を

行
う

基
盤

整
備

事
業

で
す

。

18
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１
部

（
委

託
先

　
⇒

　
公

社
）

　
 
 
※

１
地

区
に

つ
き

１
部

２
　

様
式

第
１

７
号

の
４

「
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
撤

回
願

（
賃

貸
人

→
公

社
→

市
町

村
）

」

　
　

２
部

（
市

町
村

用
、

公
社

控
）

３
　

添
付

書
類

（
１

）
撤

回
す

る
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
写

し

（
２

）
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
土

地
の

一
部

を
撤

回
す

る
場

合
　

⇒
 
（

１
）

と
別

紙

　
　

　
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
土

地
の

全
部

を
撤

回
す

る
場

合
　

⇒
 
（

１
）

の
み

※
黄

色
セ

ル
に

必
要

事
項

を
入

力
　

→
　

一
括

印
刷

ボ
タ

ン
で

必
要

部
数

が
印

刷
さ

れ
ま

す
。

市
町

村
名

申
請

日

市
町

村
長

名
集

積
公

告
日

受
託

機
関

名

代
表
者
役

職
氏
名

地
区

名

賃
貸

人
住

所

※
鏡

文
の

要
否

に
応

じ
て

、
「

一
括

印
刷

」
ボ

タ
ン

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

※
「

別
紙

」
は

、
未

入
力

の
場

合
は

印
刷

さ
れ

ま
せ

ん
の

で
、

一
部

撤
回

す
る

場
合

は
、

　
漏

れ
な

く
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

□
□

農
業

再
生

協
議

会

H
3
1
.
4
.
5

R
1
.
8
.
3
1

○
○

○
市

△
△

字
□

◇
1
1
1
番

▼
▼

　
▼

▼

入
力

シ
ー

ト

農
用

地
利

用
集

積
計
画

の
撤

回
願

1
　

 
様

式
１

７
号

の
３

　
鑑

「
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
撤

回
願

に
つ

い
て

（
通

知
）

」

○
○

○
市

会
長

　
▼

▼
　

▼
▼

◆
◆

地
区

一
括

印
刷

（
様

式
第

17
号

の
3（

鏡
文

）
な

し
）

一
括

印
刷

（
様

式
第

17
号

の
3（

鏡
文

）
あ

り
）

18
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様
式

第
１

７
号

の
３

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農
業

公
社

 
 
理

 
事

 
長

　
齋

　
藤
　
　

了
　
様
　

　

□
□

農
業
再

生
協
議
会

会
長

　
▼
▼

　
▼
▼

農
用
地
利

用
集
積
計

画
の
撤
回

願
に
つ

い
て
（
通

知
）

　
つ

い
て

は
、

農
用

地
利
用

集
積
計
画

の
撤
回
に

同
意
く

だ
さ
る
よ

う
お
願

い
し
ま
す

。

令
和

元
年
８

月
３
１
日

　
○

○
○

市
◆

◆
地

区
に
お

い
て
、
土

地
改
良
法

（
昭
和

2
4
年
法
律

第
1
9
5
号

）
第
8
7
条

の
３
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

土
地
改

良
事
業
の

実
施
に
あ

た
り
、

別
紙
の
と

お
り
農

用
地
利
用

集
積
計
画

の
撤

回
の

申
し

出
が

あ
り
ま

し
た
。

19
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様
式

第
１

７
号

の
４

　
様 申

請
者

（
賃

貸
人

）
住

　
所

氏
　

名
（
自
　
署
）

申
請

者
（

賃
借

人
）

住
　

所

氏
　

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　

1
対

象
の

土
地

2 3
撤

回
後

の
土

地
の

利
用

計
画

　
※

　
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
２

５
年

法
律

第
１

０
１

号
）

第
２

条
第

２
項

4
撤

回
の

効
力

発
生

日

中
間

　
太

郎

○
○

○
市

△
△

字
□

◇
1
1
1
番

○
○

○
市

長
　

▼
▼

　
▼

▼

所
　

在
面

　
積

　
撤

回
の

公
告

を
行

な
っ

た
日

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
9
5
号

）
第

8
7
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
土

地
改

良
事

業
の

実
施

に
あ

た
り

、
従

来
の

農
地

中
間

管
理

権
を

解
消

し
た

上
で

、
1
5
年

以
上

の
農

地
中

間
管

理
権

の
再

設
定

を
行

う
こ

と
が

必
要

な
た

め
。

　
農

地
中

間
管

理
機

構
が

農
地

中
間

管
理

権
を

再
設

定
し

、
同

機
構

か
ら

※
農

用
地

等
の

配
分

を
受

け
た

転
借

人
が

農
用

地
等

と
し

て
利

用
す

る
。

令
和
元

年
８

月
３

１
日

　
旧

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法
（

昭
和

5
5
年

法
律

第
6
5
号

）
第

１
９

条
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

３
１

年
４

月
５

日
付

け
○

○
○

市
で

公
告

さ
れ

た
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
下

記
の

土
地

に
つ

い
て

、
公

告

の
撤

回
を

お
願

い
し

ま
す

。

撤
回

を
願

い
出

る
理

由農
用

地
利

用
集

積
計

画
の

撤
回

願

公
益

社
団

法
人

　
秋

田
県

農
業

公
社

　
理

 
事

 
長

　
 
 
齋

　
 
藤

　
　

 
了

秋
田

市
山

王
四

丁
目

１
番

２
号

別
紙
の

と
お

り

地
　

目
地

　
番

19
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出
し
手
（
集
積
計
画

）

受
け
手
（
集
積
・
配

分
計
画
）

※
農

地
明

細
は
「

別
紙

」
シ
ー

ト
に

直
接

入
力

し
て

く
だ
さ

い
。

様
式
第
１
8
号
の
入
力
シ
ー
ト

農
地
一
時
転
用
の
同

意
願
い
に
関
す
る

送
付
書
類

１
　
農
地
一
時
転
用

の
同
意
願
い
に
つ

い
て
（
通
知
）
 
受

託
機

関
　

→
　

公
社

２
 
 
農
地
一
時
転
用

の
同
意
願
い
に
つ

い
て
(
申

請
）
 
 
出

し
手

・
受

け
手

　
→

　
公

社

　
　
　
（
一
時
転
用

に
係
る
計
画
や
図

面
な
ど
）

出
し

手
住

所

○
○
市

H
3
0
.
1
.
1
5

H
3
0
.
3
.
2
8

平
成
３
０

年
３
月
２
８
日

秋
田
県
公

告

３
 
 
農
地
明
細
書
「

別
紙
」

４
　
添
付
書
類

　
　
　
一
時
転
用
の

内
容
が
確
認
で
き

る
書
類

※
水

色
セ

ル
に

必
要

事
項
を
入

力
し
て

く
だ
さ
い

。

○
○

市
農
業
委
員
会
事

務
局

通
知

機
関

名

転
用

終
了

日

令
和
２
年

５
月
１
日

平
成
３
０

年
１
月
１
５
日

中
間

　
太
郎

出
し

手
氏

名

○
○

市
○
○
○
○
1
0
番

地

公
告

市
町

村

公
告
日

R
3
.
3
.
3
1

公
告
日

令
和
３
年

３
月
３
１
日

通
知

年
月

日
R
2
.
5
.
1

転
用

の
理

由
公
共

工
事
に
係
る
○
○

と
し
て
使
用
す
る

た
め

受
け

手
氏

名

受
け

手
住

所

中
間

　
次
郎

○
○

市
○
○
○
○
9
8
7
番
地

転
用

印
刷

19
2



様
式
第
１

８
号

（
受

託
機

関
→

公
社

　
1
部

）

農
地

一
時

転
用

の
同

意
願

い
に

つ
い

て
（

通
知

）

　
貴

公
社
と

農
地

賃
貸

借
契

約
を

締
結

し
て

い
る

出
し

手
 
中

間
　

太
郎

 
及

び
受

け
手

中
間

　
次
郎

 
か

ら
別

紙
の

と
お

り
農

地
の

一
時

転
用

の
同

意
願

い
が

あ
り

ま
し

た
の

で
、

手
続
き

に
つ

い
て

よ
ろ

し
く

お
願

い
し

ま
す

。

令
和

２
年

５
月

１
日

○
○

市
農

業
委

員
会

事
務

局

公
益

社
団
法

人
秋

田
県

農
業

公
社

　
理

 
事

 
長

　
齋

　
藤

　
　

了
　

　
様

19
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　

　
１

　
転

用
の

期
間

　
２

　
変

更
の

理
由

　
こ

の
こ

と
に

つ
い

て
、

平
成

３
０

年
１

月
１

５
日

付
け

○
○

市
公

告
の

農
用

地
利

用
集

積
計

画
及

び
平

成
３

０
年

３
月

２
８

日
付

け
秋

田
県

公
告

の
農

用
地

利
用

配
分

計
画

に
よ

り
、

利
用

権
の

設
定

さ
れ

た
別

紙
農

地
に

つ
い

て
、

一
時

転
用

を
し

た
い

の
で

同
意

願
い

ま
す

。

中
間

　
太

郎

様
式

第
１

８
号

（
出

し
手

・
受

け
手

→
公

社
　

1
部

）
令

和
２

年
５

月
１

日

住
　

所

(
出

し
手

)

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
　

理
 
事

 
長

　
齋

　
藤

　
　

了
　

　
様

○
○

市
○

○
○

○
1
0
番

地

農
地

一
時

転
用

の
同

意
願

い
に

つ
い

て
(
申

請
）

氏
　

名
 
（

自
署

）
中

間
　

次
郎

氏
　

名
 
（

自
署

）

住
　

所

(
受

け
手

)

○
○

市
○

○
○

○
9
8
7
番

地

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社
　

理
 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

上
記
申
請

に
つ

い
て
同

意
し

ま
す

。
　

な
お
、

許
可

後
速
や

か
に

許
可

書
の
写

し
を
提

出
し
て

く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、

転
用

事
業
完

了
後

は
完

了
届
の

写
し
を

提
出
し

て
く
だ

さ
い

。

　
公

共
工

事
に

係
る

○
○

と
し

て
使

用
す

る
た

め

　
農

地
法
許

可
日
か

ら
令
和

３
年
３

月
３
１

日
ま
で

記 19
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参
考
様
式
１
号
の
１

事
務

連
絡

令
和

年
月

日

（
業

務
委

託
先
名

）

贈
与

税
の
納

税
猶

予
の

特
定
貸

付
け

に
関
す

る
届

出
書
に

つ
い

て

　
貴

公
社
と

農
地

賃
貸

借
契
約

を
締

結
し
て

い
る

者
か
ら

、
別

紙
の

と
お
り

依
頼

が
あ
り

ま
し

た
の
で

、

手
続

き
に
つ

い
て

よ
ろ

し
く
お

願
い

し
ま
す

。

公
益

社
団
法

人
秋

田
県
農

業
公

社
　
理

 
事
 
長

　
　

齋
　
藤

　
　

了
　
　

様

19
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参
考

様
式

１
号

の
１

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

 

申
請

者
住

所

氏
名

所
　
在

　
地

　
番

地
　

目
面

　
積

貸
付

け
が

行
わ

れ
た

年
月

日

 
※

別
紙

の
と

お
り

秋
農
公

－
　

　
　
　

－
　

令
和
　

　
　

年
　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

　
上

記
の
農

地
等

に
つ
い

て
行

わ
れ

た
貸

付
け

が
、
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
２

条

第
３

項
に
規

定
す

る
農
地

中
間

管
理

事
業

の
た

め
に
行

わ
れ

た
貸

付
け

で
あ

る
こ

と
を

証
明

す
る

。

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

　
理

 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

特
定

貸
付

け
を

行
っ

た
旨

の
証

明
書

証
　
　

明
　

　
願

記

　
租

税
特
別

措
置

法
第
7
0
条

の
４

の
２
第

１
項

の
適
用

を
受

け
る

た
め

、
同

法
第

7
0
条

の
４

第
１

項
の

規

定
の

適
用
を

受
け

る
下
記

の
農

地
等

に
つ

い
て

行
わ
れ

た
貸

付
け

が
、

同
法

第
7
0
条

の
４

の
２

第
１

項
各

号
に

掲
げ
る

農
地

中
間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る
法

律
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

農
地

中
間

管
理

事

業
の

た
め
に

行
わ

れ
た
貸

付
け

で
あ

る
こ

と
を

証
明
願

い
ま

す
。

公
益

社
団
法

人
秋

田
県
農

業
公

社
　

理
 
事

 
長

　
　

齋
　
藤

　
　

了
 
 
 
様

19
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参
考
様
式
１
号
の
２

事
務

連
絡

令
和

年
月

日

（
業

務
委

託
先
名

）

相
続

税
の
納

税
猶

予
の

特
定
貸

付
け

に
関
す

る
届

出
書
に

つ
い

て

　
貴

公
社
と

農
地

賃
貸

借
契
約

を
締

結
し
て

い
る

者
か
ら

、
別

紙
の

と
お
り

依
頼

が
あ
り

ま
し

た
の
で

、

手
続

き
に
つ

い
て

よ
ろ

し
く
お

願
い

し
ま
す

。

公
益

社
団
法

人
秋

田
県
農

業
公

社
　
理

 
事
 
長

　
　

齋
　
藤

　
　

了
　
　

様

19
7

参
考

様
式

１
号

の
２

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

 

申
請

者
住

所

氏
名

所
　
在

　
地

　
番

地
　

目
面

　
積

貸
付

け
が

行
わ

れ
た

年
月

日

 
※

別
紙

の
と

お
り

秋
農
公

－
　

　
　
　

－
　

令
和
　

　
　

年
　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

　
上

記
の
農

地
等

に
つ
い

て
行

わ
れ

た
貸

付
け

が
、
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
２

条

第
３

項
に
規

定
す

る
農
地

中
間

管
理

事
業

の
た

め
に
行

わ
れ

た
貸

付
け

で
あ

る
こ

と
を

証
明

す
る

。

公
益

社
団

法
人

秋
田

県
農

業
公

社

　
理

 
事

 
長

　
　

齋
　

藤
　

　
了

特
定

貸
付

け
を

行
っ

た
旨

の
証

明
書

証
　
　

明
　

　
願

記

　
租

税
特
別

措
置

法
第
7
0
条

の
６

の
２
第

１
項

又
は
第

３
項

の
適

用
を

受
け

る
た

め
、

同
法

第
7
0
条

の
６

第
１

項
の
規

定
の

適
用
を

受
け

る
下

記
の

農
地

等
に
つ

い
て

行
わ

れ
た

貸
付

け
が

、
同

法
第

7
0
条

の
６

の

２
第

２
項
各

号
に

掲
げ
る

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推
進

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

３
項

に
規

定
す

る
農

地

中
間

管
理
事

業
の

た
め
に

行
わ

れ
た

貸
付

け
で

あ
る
こ

と
を

証
明

願
い

ま
す

。

公
益

社
団
法

人
秋

田
県
農

業
公

社
　

理
 
事

 
長

　
　

齋
　
藤

　
　

了
 
 
 
様

19
8



参
考
様

式
２

号

公
益
社

団
法

人
　
秋

田
県

農
業
公

社
　

理
 
事

 長
　

　
齋

　
藤

　
　
了

　
　

様

市
　

町
　

村
　

長
　

　
印

当
該

区
域
に

借
受

希
望

者
が
い

な
い

。

借
受

希
望
者

と
の

交
渉

の
結
果

、
条

件
面
で

折
り

合
わ
な

か
っ

た
。

差
押

・
土
地

改
良

区
賦

課
金
の

滞
納

等
が
あ

っ
た

。

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

）

１
　
所

有
者

の
住
所

、
氏

名

住
所

：

氏
名

：

２
　
対

象
農

用
地
等

番
号

市
町

村
名

大
字

字
地
番

地
目

面
積

(
㎡
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

※
添

付
書

類
：

様
式

第
５

号
の

１
「

貸
付

希
望

農
用

地
等

の
登

録
申

請
書

」
の

写
し

秋
 農

 
公
 
―

令
和
　

　
年

　
　
月

　
　

日

（
秋

田
県

農
地

中
間
管

理
機

構
）

公
益

社
団

法
人

　
秋
田

県
農

業
公
社

　
理

 事
 
長

令
和

　
　

年
　
　

月
　

　
日

　
●
●

　
　

年
　
　

月
　

　
日
付

け
で

、
貸

付
希
望

農
用

地
等
の

登
録

申
請
が

あ
っ

た
農

地
の
う

ち
、

下
記

の
農

用
地

等
に
つ

い
て

は
、
次

の
理

由
に

よ
り
農

地
中

間
管
理

機
構

が
借
受

け
を

し
な

い
旨
を

証
明

願
い

ま
す

。
　

農
地

中
間
管

理
機

構
が

借
受

け
を

し
な

い
農

用
地

等
に

つ
い

て
（

証
明

願
）

　
上
記

の
農

用
地
等

に
つ

い
て
、

現
時

点
で

は
農
地

中
間

管
理
機

構
が

借
受
け

し
な

い
こ

と
を
証

明
し

ま
す

。

　
齋

　
 
藤
　

　
了

19
9

参
考

様
式

３
号
 

令
和

 
 

年
 

 
月
 

 
日

  

 公
益

社
団

法
人
 

秋
田

県
農

業
公
社

 

 
理

 
事
 
長

 
 

齋
 

 
藤
 

 
 
了

 
様

 

  

（
申

請
者

）
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

住
 
所

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   

戸
籍

関
係

書
類

の
原
本

還
付

に
つ

い
て
（

依
頼

）
 

 

 

今
回
、

農
地
中

間
管

理
事

業
に
よ

る
農

地
の

貸
借
に

あ
た

り
、

戸
籍
関

係
書

類
を
送

付
し

ま
し

た
が

、
原
本

を
還

付
し

て
く
だ

さ
る

よ
う

お
願
い

し
ま

す
。

 

原
本

還
付

を
希
望
す
る
場

合
は

、
本
様

式
に

戸
籍
関
係
書
類

の
 

原
本

一
式

と
コ
ピ
ー
１
部

を
添

付
し
て

提
出

し
て
く
だ
さ
い

 

20
0



 

参
考
様

式
４

号
の
１

 

令
和
 

 
年
 

 
月

 
 
日

 

   
〇
〇

市
町

村
農
業

委
員

会
 
会

長
 

〇
〇
 

〇
〇

 
様

 

  

〇
〇
市

町
村
長

 
〇

〇
 
〇

〇
 

 
   

農
用
地

利
用
集

積
等

促
進

計
画
（

案
）

に
対
す

る
意

見
聴
取

に
つ

い
て

（
依
頼

）
 

  

 
農
地

中
間

管
理
事

業
の

推
進
に

関
す

る
法
律

第
１

９
条

第
３
項

の
規

定
に
よ

り
、

標
記
計

画
案
に

対
す

る
意
見

を
聴

取
し
ま

す
。

 

つ
き

ま
し

て
は
、

内
容

を
御
確

認
い

た
だ
き

、
意

見
が

あ
る
場

合
は

そ
の
内

容
を

御
回
答

く
だ
さ

る
よ

う
お
願

い
い

た
し
ま

す
。

 

  【
添
付

資
料

】
 

 
農
用

地
利

用
集
積

等
促

進
計
画

（
案

）
 

 

             

地
域

計
画

の
区
域

外
用

 

20
1

 

参
考

様
式

４
号
の

２
 

令
和

 
 

年
 

 
月
 

 
日

 

   
〇

〇
市

町
村
長

 
〇

〇
 

〇
〇
 

様
 

  

 
〇

〇
市
町

村
農

業
委

員
会
 

会
長

 
〇

〇
 
〇

〇
 

  

 

農
用
地

利
用

集
積

等
促
進

計
画

（
案

）
に
対

す
る

意
見
聴

取
に

つ
い

て
（
回

答
）

 

  

 
 

 

 
農

地
中

間
管
理

事
業

の
推

進
に
関

す
る

法
律

第
１
９

条
第

３
項

の
規
定

に
よ

り
、
令

和
 

年
 

月
 

日
付
け

文
書

で
依

頼
さ
れ

ま
し

た
標

記
の
件

に
つ

い
て

、
次
に

よ
り

回
答
し

ま

す
。

 

 【
回

答
内

容
】
 

（
意

見
な

し
）
 

提
示
さ

れ
た
農

用
地

利
用

集
積
等

促
進

計
画

（
案
）

の
内

容
に

意
見
は

あ
り

ま
せ
ん

。
 

 （
意

見
あ

り
）
 

 
提

示
さ

れ
た
農

用
地

利
用

集
積
等

促
進

計
画

（
案
）

の
内

容
に

、
次
に

よ
り

意
見
を

出
し

ま
す

。
 

 
意

見
内

容
：
○

○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○
○

○
 

本
様
式

の
写

し
（
１

部
）

を
機

構
へ
提

出
 

地
域
計

画
の

区
域

外
用
 

20
2



 

参
考
様

式
４

号
の
３

 

令
和
 

 
年
 

 
月

 
 
日

 

   
〇
〇

市
町

村
農
業

委
員

会
 
会

長
 

〇
〇
 

〇
〇

 
様

 

  

〇
〇
市

町
村
長

 
〇

〇
 
〇

〇
 

 
   

農
用
地

利
用
集

積
等

促
進

計
画
（

案
）

に
対
す

る
意

見
聴
取

に
つ

い
て

（
依
頼

）
 

  

 
農
地

中
間

管
理
事

業
の

推
進
に

関
す

る
法
律

第
１

９
条

第
３
項

の
規

定
に
よ

り
、

標
記
計

画
案
に

対
す

る
意
見

を
聴

取
し
ま

す
。

 

つ
き

ま
し

て
は
、

内
容

を
御
確

認
い

た
だ
き

、
意

見
が

あ
る
場

合
は

そ
の
内

容
を

御
回
答

く
だ
さ

る
よ

う
お
願

い
い

た
し
ま

す
。

 

ま
た

、
併

せ
て
、

賃
借

権
の
設

定
等

を
受
け

る
者

が
、

農
地
中

間
管

理
事
業

の
推

進
に
関

す
る
法

律
第

1
8
条

第
５
項

に
掲

げ
る
認

可
要

件
に

該
当
す

る
か

確
認
を

お
願

い
い
た

し
ま

す
。
 

  【
添
付

資
料

】
 

 
農
用

地
利

用
集
積

等
促

進
計
画

（
案

）
 

 

          

地
域

計
画

の
区
域

内
用

 

20
3

 

参
考

様
式

４
号
の

４
 

令
和

 
 

年
 

 
月
 

 
日

 

   
〇

〇
市

町
村
長

 
〇

〇
 

〇
〇
 

様
 

  

 
〇

〇
市
町

村
農

業
委

員
会
 

会
長

 
〇

〇
 
〇

〇
 

  

 

農
用
地

利
用

集
積

等
促
進

計
画

（
案

）
に
対

す
る

意
見
聴

取
に

つ
い

て
（
回

答
）

 

  

 
 

 

 
農

地
中

間
管
理

事
業

の
推

進
に
関

す
る

法
律

第
１
９

条
第

３
項

の
規
定

に
よ

り
、
令

和
 

年
 

月
 

日
付
け

文
書

で
依

頼
さ
れ

ま
し

た
標

記
の
件

に
つ

い
て

、
次
に

よ
り

回
答
し

ま

す
。

 

 【
回

答
内

容
】
 

（
意

見
な

し
）
 

提
示
さ

れ
た
農

用
地

利
用

集
積
等

促
進

計
画

（
案
）

の
内

容
に

意
見
は

あ
り

ま
せ
ん

。
 

な
お
、

農
地
中

間
管

理
事

業
の
推

進
に

関
す

る
法
律

第
1
8
条
第

５
項

に
掲
げ

る
認

可
要

件
の

該
当

状
況
に

つ
い

て
は

、
別
添

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス
ト

の
と

お
り

で
す
。

 

 （
意

見
あ

り
）
 

 
提

示
さ

れ
た
農

用
地

利
用

集
積
等

促
進

計
画

（
案
）

の
内

容
に

、
次
に

よ
り

意
見
を

出
し

ま
す

。
 

 
意

見
内

容
：
○

○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○
○

○
 

な
お
、

農
地
中

間
管

理
事

業
の
推

進
に

関
す

る
法
律

第
1
8
条
第

５
項

に
掲
げ

る
認

可
要

件
の

該
当

状
況
に

つ
い

て
は

、
別
添

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス
ト

の
と

お
り

で
す
。

 

 

本
様
式

の
写

し
（
１

部
）

を
機

構
へ
提

出
 

地
域
計

画
の

区
域

内
用
 

20
4



年
月

日

公
益

社
団

法
人

 
秋
田

県
農

業
公

社

 
 
理

 
事
 
長

 
 
 
齋
　

藤
　

　
了

　
　

様

＜
添

付
資

料
＞

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
案

）

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

の
策

定
に

つ
い

て
（

要
請

）

 
 
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進
に

関
す

る
法

律
第

１
８

条
第

１
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画
を

定
め

る
よ

う
要

請
し

ま
す

。

(公
社

借
入

）

令
和

〇
〇

市
町

村
農
業

委
員

会
　

会
長
　

●
●

　
●

●

原
則

、
押

印
省

略

20
5

年
月

日

公
益
社

団
法

人
 
秋

田
県
農

業
公

社

 
 
理
 
事

 
長

  
 
齋

　
藤
　

　
了

　
　

様

＜
添

付
資
料

＞

農
用

地
利

用
集

積
等
促

進
計

画
（

案
）

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

の
策

定
に

つ
い

て
（

要
請

）

 
 
農
地

中
間

管
理

事
業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
１

８
条

第
１

１
項

の
規
定

に
よ

り
、

農
用
地

利
用

集
積

等
促
進

計
画

を
定

め
る

よ
う

要
請

し
ま

す
。

〇
〇

市
町

村
農

業
委

員
会

　
会

長
　

●
●

　
●
●

(公
社

貸
付

）

令
和

原
則

、
押

印
省

略

20
6



 

参
考
様

式
６

号
の
１

 

令
和
 

 
年
 

 
月

 
 
日

 

   
〇
〇

市
町

村
長
 

〇
〇

 
〇
〇

 
様

 

  

〇
〇
市

町
村

農
業
委

員
会

 
会
長

 
〇

〇
 
〇

〇
 

 
   

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進
計

画
（

案
）
に

対
す

る
意
見

の
提

出
に

つ
い
て

（
依

頼
）
 

  

 
こ
の

こ
と

に
つ
い

て
、

別
添
の

農
用

地
利
用

集
積

等
促

進
計
画

（
案

）
に
対

す
る

、
農
地

中
間
管

理
機

構
あ
て

の
意

見
を
提

出
く

だ
さ
る

よ
う

お
願

い
し
ま

す
。

 

  【
添
付

資
料

】
 

 
農
用

地
利

用
集
積

等
促

進
計
画

（
案

）
 

     

           

地
域

計
画

の
区
域

内
用

 

20
7

   

参
考

様
式

６
号
の

２
 

令
和

 
 

年
 

 
月
 

 
日

 

   
（

秋
田

県
農
地

中
間

管
理

機
構
）

 

公
益
社

団
法
人

 
秋

田
県

農
業
公

社
 

理
 

事
 
長

 
 

齋
 

藤
 
 

了
 

様
 

  

 
〇

〇
市
町

村
長

 
〇

〇
 
〇

〇
 

 

（
 

公
 

印
 

省
 

略
 

）
 

 

 

農
用

地
利
用

集
積

等
促

進
計
画

（
案

）
に

対
す
る

意
見

に
つ

い
て
 

 

 
 

 
こ

の
こ

と
に
つ

い
て

、
次

に
よ
り

意
見

を
提

出
し
ま

す
。

 

  【
 

意
 

見
 
】

 

（
意

見
な

し
の
場

合
）

 

○
○

市
町
村

農
業

委
員

会
が
作

成
し

た
農

用
地
利

用
集

積
等

促
進
計

画
（

案
）

の
内
容

は
、
地

域
計
画

の
達

成
に

資
す
る

も
の

と
な

っ
て
い

る
た

め
、

意
見
は

あ
り

ま
せ
ん

。
 

 （
意

見
あ

り
の
場

合
）

 

 
 

○
○

市
町
村

農
業

委
員

会
が
作

成
し

た
農

用
地
利

用
集

積
等

促
進
計

画
（

案
）
の

内
容

は
、
地

域
計
画

の
達

成
に

資
す
る

も
の

と
な

っ
て
お

り
ま

せ
ん

。
 

 
 

理
由

：
○
○

○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○
○

の
た

め
。

 

 

地
域
計

画
の

区
域

内
用
 

農
業
委

員
会

か
ら

の
要
請

文
書

に
原

本
を
添

付
し

機
構

へ
提
出
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